
 

～皆様の御意見をお寄せください～ 

川崎市地域医療計画（案） 
 

本市では、交通の利便性などに恵まれ、中部地区を中心として、若い世代の人口が増加しており、

この傾向は今後しばらく続くと見込まれます。一方で、本市は全国と比較すると、現在は 65 歳以

上の老年人口の割合が低くなっていますが、将来にわたって、市内全域で高齢者の人口が増加する

ことが考えられます。 

また、国においては、急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携

の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組むこととしてい

ます。 

こうした背景のもと、本市では現行の「川崎市地域保健医療計画」の計画期間が、平成２４年度

末をもって満了することから、国の方針や「神奈川県保健医療計画」の考え方を、人口構造など、

地域の状況に合わせて取り入れ、本市のさまざまな計画と連携しながら、医療提供体制の充実強化

に向けた取組を推進するための基本的な方針として、今後５か年（平成２５～２９年度）を計画期

間とする「川崎市地域医療計画」を策定しますので、市民の方々からの御意見をいただきたいと考

えております。 

 

１ 募集期間 

平成２４年１２月１４日（金）～平成２５年１月１５日（火） 

※ 郵送の場合は当日消印有効です。 

※ 持参の場合は、平成２５年１月１５日の１７時１５分まで受け付けます。 

２ 閲覧場所 

 川崎市ホームページ、各区役所市政資料コーナー、市民館、図書館及び情報プラザ（川崎市役所第３庁

舎２階）等 

３ 意見の提出方法 

 下記(2)・(3)につきましては、書式は自由ですが、裏面に参考様式を用意いたしましたので、必要に応じ

て御活用ください。 

(1) 電子メール 

 インターネットで川崎市ホームページにアクセスし、ホームページ上の案内に従って専用フォームを

御利用ください。 

(2) ＦＡＸ 

ＦＡＸ番号 ０４４－２００－３９３４（川崎市健康福祉局保健医療部地域医療課） 

(3) 郵送又は持参 

あて先 〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 

      川崎市健康福祉局保健医療部地域医療課（川崎市役所第３庁舎４階） 

４ その他 

○  書面やメールによる御意見の提出が困難な方は、下記問い合わせ先まで御相談ください。 

○  御意見に対する個別の回答はいたしませんが、市の考え方を整理した結果を市のホームページ上

にて公表します。 

 

 

 

 
 

資料１ 

川崎市健康福祉局保健医療部地域医療課 
電 話：０４４－２００－３７９７  ＦＡＸ：０４４－２００－３９３４ 

E-mail：35tiiryo@city.kawasaki.jp 



 

 

意 見 書 

題 名 川崎市地域医療計画（案）について 

氏 名 
(団体の場合は、 

名称及び代表者名) 
 

電話番号  ＦＡＸ番号  

住所又は 

所在地 
＊区名まで 

 

意見の提出日 平成  年  月  日 枚数    枚(本紙を含む) 

政策等に対する意見 

 

・ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんので御了承ください。 

・ 記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報

は川崎市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

・ 御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。 

提 出 先 

部署名 川崎市健康福祉局保健医療部地域医療課 

電話番号 044-200-3797 ＦＡＸ番号 044-200-3934 

住 所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 
 



１ 

資料２ 

 

 

 

川崎市地域医療計画（案） 概要版 
 

 

平成２５年度～平成２９年度 

 

 

 

 

 

川 崎 市 

  



１ 

本市の将来を見据えた計画の策定 
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○ 中部地区では、当分の間、小児を含む若い世代の人口が増加

します。 

○ 市内全域にわたって、今後高齢者人口が増加します。 

連携・整合性 

市民の健康生活を支援する計画 

かわさき健康づくり２１ 

かわさきいきいき長寿プラン(※) 

第３次かわさきノーマライゼーションプラン改訂版

かわさき健やか親子２１ 等 

市内の災害発生に備える計画 

川崎市地域防災計画 

全県にわたる広域的な保健と医療の計画 

神奈川県保健医療計画 

市内を南北２つの保健医療圏に分割し、医療提供

体制の施策を構築 

 

連携・整合性 

市民の健康回復を支援する計画としての「川崎市地域医療計画」 
 

計画の趣旨 

１  神奈川県保健医療計画のほか、市民の健康生活を支援する計画や、市内の災害発生に備える計画とも整合と連携を図りつつ、地域の

特色に配慮しながら、市民の健康回復を支援するため、今後めざすべき医療の提供体制を明確化することを目的とします。 

２  市域を一体とした施策展開を図ります。 

計画の課題 

１  人口の高齢化の進行に向けた救急医療体制の充実と在宅医療の推進が必要です。 

２  中原区を中心とした中部地域の若い世代の人口の増加に伴い、周産期救急医療や小児救急医療の体制の充実が必要です。 

計画の基本理念と目標 

課題の解決に向けて、「市民が住み慣れた地域で健やかに暮らせる医療体制の構築」を基本理念とし、「地域での暮らしを支える医療の

充実」、「安全・安心を支える医療の提供」、「市民とともに育む医療の推進」の３つを基本目標とします。 

「医療計画」とは 

〇 医療計画は、医療法に基づき、都道府県が医療を提供する体制の確保に向けて策定する計画です。 

〇 このたび、神奈川県は、現行計画（平成２０年度～平成２４年度）の計画期間の満了に伴い、国の指針に基づき、平成２５年度から平成

２９年度までを計画期間とする「神奈川県保健医療計画」を策定します。 

〇 本市では、現行の「川崎市地域保健医療計画」が県の現行計画と一体の地区版の個別の計画として、平成２０年度から平成２４年度ま

でを計画期間として策定していますが、現行の神奈川県保健医療計画と同様に、本年度をもって計画期間が満了します。 

〇 神奈川県は、新しい保健医療計画の策定にあたって、県としては地区版の個別の計画を作成しないこととなっています。 

〇 しかしながら、本市としては、医療提供体制を充実強化するため、国の方針や、新たに作成される「神奈川県保健医療計画」の考え方

を、人口構造など、地域の状況に合わせて取り入れ、本市のさまざまな計画と連携しながら、取組を推進する必要があります。 

〇 このため、今後５か年（平成２５～２９年度）にわたる医療提供体制の充実強化に向けて、諸事業を推進するための基本的な方針とし

て、川崎市地域医療計画を策定します。 

※第５期川崎市高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画「かわさ
きいきいき長寿プラン」 



２ 

０ 

 
川崎市地域医療計画（平成 25～29 年度）の施策体系図

１ 医療の機能分化 

かかりつけ医師等や市立病院を含む医療機関の機能分担 

２ 医療人材の養成確保 

３ 保健・医療・福祉・介護の連携と在宅医療の推進

４ リハビリテーション医療の取組 

急性期・回復期・維持期のリハビリテーション 

５ 長期の治療を必要とする疾病への取組 

①認知症対策 ②がん対策 ③糖尿病対策 ④精神疾患対策 

⑤難治性疾患対策 

基本目標１：地域での暮らしを支える医療の充実 

基本理念 住み慣れた地域で健やかに暮らせる医療体制の構築 

１ 市民の視点に立った医療情報の提供 

①「かわさきのお医者さん」 ②救急医療情報システム 

2 相談・情報発信拠点の整備 

①保健福祉センター ②健康安全研究所  

3 ライフイノベーションの推進 

4 市民の支えあいと助けあいの推進 

①献血の推進 ②市民救命士の育成・応急措置の普及 

５ 家庭における安全確保と医療への理解の推進 

①乳幼児の事故防止 ②医療の適正な利用 

 

基本目標３：市民とともに育む医療の推進 

１ 救急医療体制の整備・充実 

①総合的な救急医療体制（療養病床整備支援など、後方機能の

強化を含む） ②小児救急医療 ③周産期救急医療 ④災害時医

療 

2 疾病ごとの救急医療への取組 

①脳卒中対策 ②急性心筋梗塞対策 

3 健康危機管理体制の整備強化 

①食品衛生確保 ②感染症対策 ③新型インフルエンザ等対策 

４ 医療安全対策の推進 

基本目標２：安全・安心を支える医療の提供 

市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、保健・

医療・福祉・介護の連携による在宅医療・地域包括ケアシステム

の推進をめざします。 

救急医療機能の更なる充実とともに、市民が状況に応じて必要な

医療を受けられるよう、病院・診療所等の連携システムの強化・

医療安全対策を推進します。 

健康都市に向けて、市民が自ら健康を増進できるように、医療に

関する情報発信や普及啓発の充実を図り、保健・医療・福祉・介

護の相談機能の連携を推進します。 



３ 

「［基本目標１］地域での暮らしを支える医療の充実」の主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症疾患対策 

○ 認知症の疾病に関する知識の普及や徘徊への迅速な対応を図り、生活の支援をめざします。 

○ 認知症の早期発見・早期対応を図るため、医療と介護の連携をめざします。 

○ 権利擁護に向けて、成年後見制度の円滑な利用促進や虐待の防止を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 認知症疾患医療センター ： 聖マリアンナ医科大学病院・日本医科大学武蔵小杉病院 

在宅医療・地域包括ケアシステムの推進に向けた取組 
医療機関の連携や、保健・医療・福祉・介護の連携、患者への適切な情報提供などにより、切れ目ない在宅ケアサ

ービスを提供し、できる限り住み慣れた地域で在宅医療を受けながら生活できるよう、「地域包括ケアシステム」の確立

をめざします。 

 

医療人材確保の取組 

１ 医療機関が行う医師確保事業の支援 

 救命救急センターや周産期母子医療センターなど、高度な医療を提供する医療機関が実施する

産科や小児科などの医師確保の取組に対して、本市からの支援の在り方を検討します。 

２ 看護師等確保の取組 

(1) 定着促進～病院内保育所の運営費を補助し、子育て中の看護師等にとって働きやすい職場づ

くりを支援します。 

(2) 再就業支援～川崎市看護協会によるナーシングセンターの運営やハローワークとの連携を支援

するとともに、訪問看護師養成講習を実施します。 

(3) 養成促進～市立看護短期大学を運営し、また、看護師養成確保事業団などによる看護師等養

成機関の運営を支援とともに、本市における看護師等の養成について、今後の在り方を検討し

ます。また、市内の医療施設に勤務しようとする看護学生に対し、修学資金を貸与します。 

地域包括支援センター

かかりつけ医師 

・早期段階での発見・気づき 

・専門医療機関への受診指導 

・一般患者として日常的な身体疾

患対応、健康管理 

・家族の介護負担、不安の理解 

・地域の認知症介護サービス諸

機関との連携    等 

日常生活に関 

する相談支援 

 
 
 
 
介護従事者の人材育成 

介護 

日常的な 
医療提供 

適切な介護サービス 

 

 

 

市民、町内会・自治会、企業 

等への普及啓発・人材育成 

認知症高齢者支援体制整備事業 

区保健福祉センター 

認知症地域支援推進員 連携 

川崎市認知症コールセンター 

～サポートほっと～ 

・認知症の初期相談 

・認知症介護方法の相談 

・傾聴による介護者支援 

医療関係者、福祉関係者、相談機関、 

地域資源等の連携体制の構築を図る。 

・認知症高齢者介護教室 

・老人精神保健相談クリニック 

医療 
医療関係者の人材育成 

かかりつけ医師への 
アドバイス 

認知症サポート医 

認知症対応の知識のあるかかりつけ医師

認知症介護指導者

認知症介護実践者

認知症疾患医療センター(*) 

･確定診断・地域連携・救急時の対応

・鑑別診断や周辺症状への対応 

・身体合併症への対応 

（家族） 

認知症サポーター 

認知症キャラバンメイト 

市民目線での見守り 

市民 

在宅医療の提供体制の検討 

○ 日常の医療～生活の場で、疾患、重要度に応じた医療・介護が多職種協働で提供されるとともに、医療と介護

の連携を促進し、包括的ケアが提供できる体制の構築をめざします。 

○ 急変時～病院、有床診療所が、在宅療養の症状急変時に対応できるよう、在宅療養を担う診療所・病院との円

滑な連携により、診療体制を確保することをめざします。 

○ 退院時の支援～入院している病院と、在宅医療・介護の受け皿になる関係機関の円滑な連携により、支援体制

を確保することをめざします。 

○ 看取り～終末期の病態・症状において、全人的医療の視点から介護等とも連携し、住み慣れた地域で満足の

いく看取りを行うことができるような支援をめざします。 

医療 

日常の医療 

急変時 

退院時の支援

包括的ケアマネジメント

国の改革の方向性 

・地域の病院、拠点病院、回復期病院

の役割分担が進み、連携が強化。 

・発症から入院、回復期、退院までスム

ーズにいくことにより早期の社会復帰

が可能に 

看取り 

かかりつけ医師

地域の連携病院

川崎市における在宅医療・地域包括ケアシステムの推進 

「治す医療」と「支える医療・介護」の実現 

商業施設 
コンビ二 等

日常生活圏域 
（行政区） 

ヘルパー 

自宅から転居又は 
在宅生活の支援 

・小規模特養 
・グループホーム 
・小規模多機能 等 

市民館 
図書館 

特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 

有料老人ホーム 等 

地域ケア圏域 

（概ね中学校区） 

デイサービスセンター

日常生活に関す

る相談・支援 

生活支援 

訪問看護ステーション

かかりつけ歯科医師

郵便局、銀行等

（家族）

ケアマネジャー 

ケア付住宅 

地区社協 

ボランティア 

近隣住民 

民生委員 

町内会・自治会

区役所 

警察署 

大型店舗 

地域包括支援センター 

必要に応じて転居 

かかりつけ薬局 



 

４ 

「［基本目標２］安全・安心を支える医療の提供」における主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

感染症対策の取組 

新型インフルエンザなどの感染症対策をはじめとする健康危機管理への取組を進めます。 

 

① 新型インフルエンザ等に対する新たな行動計画を策定 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新たな行動計画を策定して、発生時には、市民及び市内事業

者等に対し迅速に情報を提供します。 

〇 新型インフルエンザ等の発生に備え、医薬品等の備蓄とともに、新型インフルエンザの予防接種を実施する体制

整備に向けて取り組みます。 

 

② 健康安全研究所（衛生研究所）における取組 

○ 検査体制を整備し、感染症など公衆衛生情報の収集、解析及びリスクの分析、評価を行い、保健衛生行政を科

学的、技術的側面から支え、市民生活の安全確保に努めます。 

○ 保健福祉センター等と連携して感染症発生動向調査事業を行い、感染症の発生状況を把握・分析し、行政機

関・医療機関とともに、市民に対してもわかりやすい情報の提供に努めます。 

○ 感染症情報センター機能を強化し、本市の感染症対策を推進します。 

○ 殿町地区に移転予定の国立医薬品食品衛生研究所をはじめ、他の研究機関等との連携を強化し、これまで以上

に共同研究を進めるとともに、講演会の共同開催等により、市民に身近な健康危機管理対策を総合的に進めます。 

災害時医療の取組 
東日本大震災で明らかになった課題を踏まえ、県や災害医療拠点病院との連携を図り、川崎市地域

防災計画の検証を通じて、災害時の医療救護体制をより実効性のあるものとするよう取組を進めます。 

特に、被災者が長期間にわたって避難所での生活を余儀なくされる場合の保健医療サービスや医薬

品等の補給などに対応するため、本市が医療関係５団体(*)などと締結している災害時の医療救護活動

に関する協定について、関係団体と協議し、見直しと充実・強化を図ります。 

 

① 災害医療情報の収集と共有体制の強化 

○ 「広域災害救急医療情報システム」などによる国・県との災害医療情報の共有化とともに、各区の危機管理体制

との整合を図りながら、迅速な伝達の体制づくりを推進します。 

 

② 医療機関などからの情報収集の推進 

○ 市内の医療機関の被災状況とともに、在宅呼吸管理、在宅酸素療法などの事業者から危機管理情報の収集に

努め、災害時医療支援体制づくりを推進します。 

 

③ 都市災害に備える体制の推進 

○ 川崎ＤＭＡＴの隊員訓練・育成研修を実施し、一層のスキルの向上を図るとともに、指定病院を支援します。 

*医療関係５団体：川崎市医師会・川崎市病院協会・川崎市歯科医師会・川崎市薬剤師会・川崎市看護協会

円滑な救急医療の推進 

患者が迅速に救急病院等に搬送され、円滑に後方の医療機関に転院し、又は地域に戻るという流れ

を重視した施策展開を進めていきます。 

第三次救急医療 

（救命救急センター・周産期母子医療センター） 

聖マリアンナ医科大学病院 

日本医科大学武蔵小杉病院 

市立川崎病院 

第二次救急医療 

（入院治療を必要とする救急） 

救急告示医療機関 （２８医療機関） 

一般（内科・外科）病院群輪番病院 

小児科病院群輪番病院 

後方病院等 在宅医療・社会復帰

初期救急医療 

（入院治療を必要としない救急） 

休日急患診療所・小児急病センター 

歯科休日急患診療所 

眼科及び耳鼻咽喉科救急医療 

① 

小児科初期救急医療の強化 

中部地区の年少人口の増加を踏まえ

中部小児急病センターを整備します。 

② 

救急病院等の「入口」の強化 

メディカルコントロール体制の推進とと

もに、川崎市重症患者救急対応病院を

運用します。 

③ 

周産期救急医療の強化 

ＮＩＣＵなどの新設や増設の整備費とと

もに、運営を支援します。 

④ 

産科・小児科などの 

医師確保事業の支援を検討 

三次医療機関が実施する、産科や小

児科などの医師確保の取組に対して、

本市からの支援の在り方を検討します。 

⑤ 

救急病院等の「出口」の強化 

呼吸管理や人工透析に応需すること

を目的とした療養病床などの整備を支援

するとともに、在宅医療の推進に取り組

みます。 



 

５ 

「［基本目標３］市民とともに育む医療の推進」における主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

医療情報の発信による医療機関の適正な利用の推進 

かかりつけ医師等をもつなど、医療機関の役割分担と適正な利用について市民に理解を深めていた

だけるよう普及啓発を進めます。このために、市民に対する医療情報の発信に取り組みます。 

 

① 「かかりつけ医師等」の普及 

○ かかりつけ医師・かかりつけ歯科医師・かかりつけ薬局は、地域住民に密着した初期医療や健康相談などのプラ

イマリ・ケアを担い、地域医療の中心となります。市民にかかりつけ医師等をもつことを普及啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② インターネットを活用した医療情報の発信 

「かわさきのお医者さん」の充実 

○ 医療機関にかかるとき、これを探す手段として、年代を問わずインターネットを利用する比率が高くなっています。

「かわさきのお医者さん」は、「今診てもらえるお医者さんをさがす」機能とともに、かかりつけ医師等の検索機能を

持つサイトです。今後とも高齢者や障がいを持つ市民のアクセシビリティーを重視した更新を進めます。 

（パソコン） http://www.qq.city.kawasaki.jp/ 

（携帯電話） http://www.qq.city.kawasaki.jp/k/ 

 

③ 「川崎市救急医療情報センター」の利用推進 

○ 「川崎市救急医療情報センター」は、今診てもらえる医療機関を案内するコールサービスです。単に 寄りの医

療機関をお伝えするだけではなく、受け入れの了解を得てから案内する、という取り次ぎを行っており、転入などに

よって新たに地域住民となった市民でも気軽に利用し、受診することができます。今後とも「川崎市救急医療情報

センター」の利用推進に努めます。 

電話 ０４４-２２２-１９１９ 

ファクシミリサービス ０４４-２２２-３３９９ 

 

 

京浜臨海部におけるライフイノベーションの推進 

「ライフイノベーション」は、日本発の革新的な医薬品・医療機器等を創出し、健康長寿社会を実現す

るとともに、国際競争力強化による経済成長に貢献することをめざしています。京浜臨海部ライフイノベ

ーション国際戦略総合特別区域（特区）殿町戦略拠点（ＫＩＮＧ ＳＫＹＦＲＯＮＴ）として、研究機関、医療・

健康関連企業、医療機関などが連携する取組を進めています。特に「再生医療」、「がん・生活習慣

病」、「公衆衛生・予防医学」の３分野について、重点的な取組が進められており、市内の医療機関も参

加しています。 

世界に先駆けて超高齢社会と直面する我が国の課題解決を図り、世界に向けて発信することによっ

て、国際的な貢献を果たすとともに、本市の地域医療の発展につなげます。 

 

 

 

 

 

 

かかりつけ医師 

かかりつけ歯科医師 

かかりつけ薬局 

（薬剤師） 

市民（患者） 

診療・相談

医薬品の処方 

病院（専門医） 
地域医療支援病院 

在宅医療 

福祉サービス 介護サービス 

服薬相談 

重点３分野の主な取組 

再生医療 

●レギュラトリーサイエンスに基づく評価・解析手法の確立 

●ヒトⅰＰＳ細胞・ＥＳ細胞・体性幹細胞を活用した再生医療の実現 

●ヒトⅰＰＳ細胞・体性幹細胞を用いた医療産業の基盤構築 

 

 

 

がん･生活習慣病 

●診断支援事業とテーラーメイド医療への展開 

●神奈川県立がんセンターを中心とした産学公連携によるがん臨床研究の推進 

 

 

 

公衆衛生･予防医学 

●東西医療融合を見据えた新たな機能性食品の開発とそれに伴う機能性・安全性評

価の確立 

●熱帯感染症国際共同研究 

●健康安全研究所の取組 

 

実施主体 

慶應義塾大学、実験動物中央研究所、横浜市立大学など 

実施主体 

実験動物中央研究所、東海大学、県立がんセンター、市立病院など 

実施主体 

実験動物中央研究所、シンガポール大学、ロックフェラー大学、健康安全研究所など 
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１ 計画の趣旨と基本理念 

第１章 総 論 

 

 

(1) 計画策定の趣旨 

〇 医療法第３０条では、都道府県は、医療を提供する体制の確保に向け「医

療計画」を策定することとしています。このため、神奈川県においても、平

成２０年度から平成２４年度までを計画期間とする「神奈川県保健医療計画」

を策定しました。 

 

〇 今般、神奈川県では、計画期間の満了に伴い、平成２５年度から５か年の

新たな「神奈川県保健医療計画」を策定します。 

 

〇 本市では、「神奈川県保健医療計画」の地域版として、平成２１年３月に

現行の「川崎市地域保健医療計画」を策定しましたが、今般の計画改定にあ

たって、神奈川県では、地域版を作らないこととしました。 

 

〇 こうした中で、本市では、市内の人口の急増や高齢化の進行など、社会環

境の変化を踏まえ、市民の医療ニーズや医療現場の課題を把握しつつ、将来

を見据えた施策を推進するため、「神奈川県保健医療計画」や「かわさきい

きいき長寿プラン」などの関連計画と連携を図りながら、今後めざすべき医

療の提供体制を明確化していくため、「川崎市地域医療計画（以下、「本計画」

といいます。）」を策定します。 

 

〇 なお、本計画は川崎市新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」に基づ

き、「安全で快適に暮らすまちづくり」や「幸せな暮らしを共に支えるまち

づくり」を推進するため、救急医療、災害時医療、さらに地域における医療

供給体制の整備など、地域医療施策を展開するための総合的な計画です。 

 

(2) 「神奈川県保健医療計画」などとの連携 

〇 神奈川県保健医療計画では、保健と医療について、県域に共通する広域的

な課題の解決をめざしています。そのうえで、本市を川崎南部保健医療圏（川

崎区・幸区・中原区）と川崎北部保健医療圏（高津区・宮前区・多摩区・麻
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生区）に区分し、これを基本として施策を展開します。 

 

〇 本市では、市域に共通する市民全体の医療ニーズや医療現場の課題を把握

し、将来を見据えた対策を検討することが必要です。このため、神奈川県保

健医療計画はもとより、かわさき健康づくり２１など、市民の健康生活を支

援する計画や、市内の災害発生に備える計画とも整合と連携を図りつつ、地

域の特色に配慮しながら、市民の健康回復を支援するため、今後めざすべき

医療の提供体制を明確化することを目的として、本計画を策定します

（図１－１）。 

 

（図１－１）川崎市医療計画と関係諸計画の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携・整合性 

連携・整合性 

市民の健康生活を支援する計画 

かわさき健康づくり２１・かわさきいきいき長寿プラン・

第３次かわさきノーマライゼーションプラン改訂版・ 

かわさき健やか親子２１ 等 

市内の災害発生に備える計画 

川崎市地域防災計画 

麻生区 

多摩区 

宮前区 

高津区 

中原区 

幸区 

川崎区 

市民の健康回復を支援する計画

川崎市地域医療計画 

地域の特色に配慮

しつつ、市域を一体

とした施策展開 

神奈川県保健医療計画 

全県にわたる広域的な施策の中で、

二次医療圏である川崎南部保健医療圏

（川崎区・幸区・中原区）と川崎北部保

健医療圏（高津区・多摩区・宮前区・麻

生区）ごとの医療提供体制を構築 
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(3) 計画の期間 

○ 本計画の計画期間は、平成２５年度から平成２９年度までの５か年とし、

国の制度改定があった場合などは、必要に応じて見直しを行います。 

 

(4) 計画の対象区域 

○ 本計画では、市域を一体のものとして市内全区を対象としており、さらに

各地域の特色に配慮しながら施策展開を図ります。 

 

(5) 計画の課題と基本理念 

〇 本市においても、限られた医療資源を効果的に活用し、医療機能の分化・

連携を推進しながら、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供されるしくみ

をさらに推進するとともに、広く市民に、自分が病気になったときにどのよ

うな治療が受けられ、どのように日常生活に復帰できるかなど、地域におけ

る医療連携体制をわかりやすく示すことが求められています。 

 

○ 現在、本市の医療提供体制においては、次の２つの課題があげられ、施策

展開を図る必要があります。 

 

ア  今後、本市においても人口の高齢化の進行が見込まれます。このため、

「救急医療体制の充実」とともに、国民の６割が自宅での看取りを望む

反面、８割が自宅以外で亡くなっている中で、「在宅医療の推進」が課

題となっています。 

 

イ  本市では、中原区を中心に、中部地域の若い世代の人口が当面は増加

すると見込まれています。このため、周産期救急医療や小児救急医療に

対する需要の増加と医療体制の充実が課題となっています。 

 

〇 このような課題の解決に向けて、本計画では、「市民が住み慣れた地域で

健やかに暮らせる医療体制の構築」を基本理念とし、「地域での暮らしを支

える医療の充実」、「安全・安心を支える医療の提供」、「市民とともに育む医

療の推進」の３つを基本目標とします（図１－２）。 
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（図１－２）川崎市地域医療計画の基本理念と基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 計画の実施状況の点検 

〇 本計画は、市民や保健・医療・福祉・介護の関係者の理解と協力のもとで

推進します。このため、計画は定期的に社会情勢の変化に応じて検証し、施

策の充実に努め、市民や医療機関に対して発信する必要があります。 

 

〇 本計画の進捗管理は、地域医療の基本となる重要な事項であるため、川崎

市地域医療審議会において、「計画（Plan）」・「実行（Do）」・「評価（Check）」・

「改善（Action）」の過程による「ＰＤＣＡサイクル」に基づき行います

（図１－３）。 

 

〇 川崎市地域医療審議会は、川崎市医師会など医療関係団体や福祉・介護関

係団体の代表のほか、医療を受ける側である団体の代表や公募市民、さらに

学識経験者を委員とし、課題を詳しく検討するための専門部会や、臨床現場

の最前線で働く医療技術者の意見を聴くための専門会議を設置しています。 

 

 

［基本目標２］ 

安全・安心を支える医療の提供 

救急医療機能のさらなる充実とともに、市

民が状況に応じて必要な医療を受けられる

よう、病院・診療所等の連携システムの強

化・医療安全対策を推進します。 

［基本目標３］ 

市民とともに育む医療の推進 

健康都市に向けて、市民が自ら健康を増

進できるように、医療に関する情報発信や普

及啓発の充実を図り、保健・医療・福祉・介

護の相談機能の連携を推進します。 

［基本目標１］ 

地域での暮らしを支える医療の充実

市民が住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられるよう、保健・医療・福祉・介護の連

携による在宅医療・地域包括ケアシステムの

推進をめざします。 

基本理念 

住み慣れた地域で健やかに暮らせる医療体制の構築 
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（図１－３）川崎市地域医療審議会における川崎市地域医療計画の進捗管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 本計画の構成 

○ 本計画は、原則として小項目（かっこ付き数字の項目）ごとに【現状・課

題】と【施策の方向】を述べています。【施策の方向】については、関係団

体の事業など、特別な記載がない限り本市としての取組を示しています。 

 

○ 専門的な医療用語などについては、文中に*（アスタリスク）を付し、大

項目（明るい緑色の背景が付いた項目）の末尾に「ことば」として解説を掲

載しています。 

 

〇 文中において、医療機関や団体の名称などに冠されている法人名称等（医

療法人社団〇〇・社会福祉法人〇〇・学校法人〇〇・株式会社〇〇など）に

ついては、原則としてこれを省略させていただいています。 

 

 

 

計画（Plan）
〇 施策推進の目標
〇 施策の方向と内容

実行（Do）
〇 目標の達成に向けた事務

事業の執行

評価（Check）
〇 施策推進の目標進捗状況の

把握
〇 施策の方向・内容の成果確認

改善（Action）
〇 施策推進の目標の見直し
〇 施策の方向・内容の見直し

各専門部会

各専門会議

川崎市地域医療審議会 



 

-６- 

２ 川崎市の概況  

 

(1) 地勢・公共交通 

〇 本市は、首都圏の中心部、神奈川県の北東部に位置し、東京都・横浜市に

隣接しています。多摩川に沿って南北に細長く立地しており、南部は東京湾

に接し、北部は多摩丘陵や生田緑地などの豊かな緑に囲まれています。 

 

〇 臨海部は京浜工業地帯の中心地であり、大規模な工場群とともに物流拠点

や研究開発拠点が立地しています。 

 

○ 特に、本市の殿町区域では、横浜市の元町区域や、みなとみらい地区、福

浦地区とともに京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区

（１２９ページ）に指定された殿町戦略拠点（ＫＩＮＧ ＳＫＹＦＲＯＮＴ）

として、研究機関、医療・健康関連企業、医療機関などが連携する取組を進

めています。 

 

〇 中部・北部は、良好な住環境と交通の利便性を活かし、東京都のベッドタ

ウンとしての住宅地として開発が進み、人口が増加しています。 

 このように、本市では地域それぞれが多様な個性を持っています。 

 

〇 鉄道では、ＪＲ南武線が市内を南北に結んでいます。また、東京都内から

放射状に延びる京急・東急・ＪＲ・小田急・京王の各路線が整備されていま

す（図１－４）。 

 

〇 このため、本市の「第５回パーソントリップ調査」では、平成１０年に比

して、平成２０年には市内で動くトリップは微増（１.０３倍）にとどまる

ものの、市外に出るトリップ数・市内に入るトリップ数とも１.２倍に増加

しています。 
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〇 パーソントリップ調査では、平成１０年に比して、平成２０年には市内で

動くトリップは微増（１.０３倍）にとどまるものの、市外に出るトリップ

数・市内に入るトリップ数とも１.２倍に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人口構造 

〇 本市の人口は過去５年間で６１,３３０人増加し、平成２３年１０月１日

現在で１,４３０,７７３人となりました。区別では、人口が最も多い区は中

原区で２３４,７３２人となっています。また、過去５年間の人口増加が最

も多い区は中原区で、１５,００４人となっています（図１－５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京急大師線

ＪＲ南部支線

ＪＲ南武線

東急東横線

東急田園都市線

小田急小田原線

小田急多摩線 

京王相模原線
溝の口 

武蔵溝ノ口

登戸

新百合ヶ丘

武蔵小杉 

ＪＲ横須賀線

川崎 
京急川崎 

京急線

ＪＲ東海道線 
ＪＲ京浜東北線 

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－５）本市における区別人口の推移（各年１０月１日現在） 平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。

（図１－４） 

川崎市内の交通の状況
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(3) 年齢３区分別人口 

① 年少人口（０歳～１４歳 各年１０月１日現在） 

〇 平成２３年では、最も年少人口が多い区は宮前区で３２,７３４人となっ

ています。また、過去５年間で最も大きく年少人口が増加した区は中原区で、

平成１９年から２,１２３人の増となっています（図１－６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生産年齢人口（１５歳～６４歳 各年１０月１日現在） 

〇 平成２３年では、最も生産年齢人口が多い区は中原区で、１６９,９５２人

となっています。過去５年間で最も大きく生産年齢人口が増加した区は中原

区で、平成１９年から７,７２６人の増となっています（図１－７）。 
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20,000

25,000

30,000

35,000

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－６）本市における年少人口（０歳～１４歳）の推移 平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。
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140,000

160,000

180,000

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－７）本市における生産年齢人口（１５歳～６４歳）の推移 平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。
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③ 老年人口（６５歳以上 各年１０月１日現在） 

〇 平成２３年では、最も老年人口が多い区は川崎区で４３,３４７人となっ

ています。過去５年間で最も大きく老年人口が増加した区は宮前区で、平

成１９年から５,８８２人の増となっています（図１－８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 人口の将来推計（「第３期実行計画の策定に向けた将来人口推計について」による。） 

〇 本市では、今後約１５年間にわたって人口は着実に増加し、平成３７年に

は約１５０万人、平成４２年には約１５１万人となることを見込んでいます。 

 

〇 年少人口では、平成３７年までは、中原区では約３２,０００人、高津区

では約３０,０００人まで増加が続くと見込まれますが、他の区では平

成２７年以降、減少が見込まれます（図１－９）。 

 

〇 生産年齢人口では、幸区、宮前区、多摩区で減少が見込まれますが、中原

区と麻生区では、平成３７年までにそれぞれ約１０,０００人の増加が見込

まれます（図１－１０）。 

 

〇 老年人口では、各区とも増加が見込まれる中で、特に高津区・宮前区・多

摩区・麻生区では、それぞれ約１０,０００人以上の増加が見込まれます

（図１－１１）。 

 

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－８）本市における老年人口（６５歳以上）の推移 平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

(人)

「川崎市年齢別人口」による。
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平成37(2025)年
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（図１－９）年少人口（０歳～１４歳）の区別推計
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（図１－１０）生産年齢人口（１５歳～６４歳）の区別推計

(人)
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(5) 世帯 

① 本市の世帯数の推移 

〇 世帯数は平成７年以降約１５９,０００世帯増加しており、平成２２年に

は６６２,６９４世帯となりました。区別では、平成７年以降世帯数が最も

増加している区は中原区で、２８,６０６世帯の増となっています

（図１－１２）。 
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（図１－１１）老年人口（６５歳以上）の区別推計

(人)
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川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－１２）本市における区別世帯数の推移 平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

(世帯)

「国勢調査」による。
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② 核家族世帯の増加 

〇 核家族世帯とは、夫婦のみ、夫婦と未婚の子のみ、父親又は母親と未婚の

子のみの世帯です。区別に見ると、平成７年以降核家族世帯が最も増加して

いる区は高津区で、１２,７８１世帯の増となっています（図１－１３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 高齢夫婦世帯・高齢単身世帯の増加 

〇 高齢夫婦世帯とは、夫６５歳以上，妻６０歳以上の夫婦１組のみの世帯で

す。また、高齢単身世帯とは、６５歳以上の人１人のみ（ひとり暮らし）の

世帯です。本市では、平成７年以降高齢夫婦世帯は２１,７９８世帯、高齢

単身世帯は３０,４００世帯増加しています（図１－１４）。 
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（図１－１３）本市における核家族世帯の区別世帯数の推移 平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

(世帯)

「国勢調査」による。
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（図１－１４）本市における高齢夫婦世帯・高齢単身世帯の世帯数の推移 高齢夫婦世帯

高齢単身世帯
(世帯)

「国勢調査」による。
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３ 市民の健康と受療動向  

 

(1) 出生と死亡の概況 

① 出生 

〇 平成２２年における市内の出生数は合計１４,２９２人で、最も多い区は

中原区で２,７０９人となっています（図１－１５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本市における平成２２年の人口千対（人口１,０００人あたり）出生率

は１０.４で、全国及び神奈川県を上回っています。また、合計特殊出生率*

は１.３２で、全国及び神奈川県を下回っています（図１－１６）。 
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（図１－１５）本市における区別出生数の推移 平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

(人)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－１６）本市・神奈川県・全国の出生率・合計特殊出生率の推移

出生率(本市) 出生率(神奈川県)

出生率(全国) 合計特殊出生率(本市)

合計特殊出生率(神奈川県) 合計特殊出生率(全国)
(出生率) (合計特殊出生率)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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〇 本市における平成２２年の母の平均出産年齢は、第一子（初産）が３２.３歳

で、総数（全ての子どもを含む平均）は３３.２歳となっており、それぞれ

全国の平均出産年齢を２歳以上上回っています。また、過去５年間の推移を

見た場合、本市及び全国において、第一子の平均出産年齢・総数の平均出産

年齢とも０.７歳上昇しています（図１－１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本市において、平成２２年に新生児が出生した施設（市内・市外を問いま

せん。）の割合は、病院が６２.５％、診療所が３４.４％、助産所が２.８％

となっています。過去５年間では、病院の比率が２.７ポイント上昇してい

ますが、診療所は２ポイント、助産所は０.５ポイント低下しています

（図１－１８）。 
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（図１－１７）本市及び全国の母の第一子・総数の平均出産年齢の推移

平均出産年齢(本市・総数) 平均出産年齢(本市・第一子)

平均出産年齢(全国・総数) 平均出産年齢(全国・第一子)
(歳)

本市の数値は「川崎市健康福祉年報」、全国の数値は国の「人口動態調査」による。

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（図１－１８）本市における出産の場所の割合の推移

病院 診療所 助産所 自宅 その他場所
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「神奈川県衛生統計年報」による。
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〇 本市における新生児（生まれた施設の市内・市外を問いません。）の出生

体重について、２,５００ｇ未満の低出生体重児の割合は、平成２２年に

は９.２％となっており、過去５年間にわたってほぼ横ばいとなっています

（図１－１９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 死亡 

〇 平成２２年における市内の死亡数は、合計９,２７２人であり、川崎区

が２,０１６人と最も多く、続いて中原区で１,４１１人となっており、過

去５年間では、多くの区で増加傾向にあります（図１－２０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本市における平成２２年の人口千対の死亡率（人口１,０００人あたりの

500
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2,000

2,500

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（図１－２０）本市における区別死亡数の推移 平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

(人)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－１９）本市における新生児の出生体重の割合の推移

2,500g以上 2,500g未満

0%

「神奈川県衛生統計年報」による。
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死亡数）は６.５０で、全国の９.５、神奈川県の７．４９を下回っています。

過去５年間では、死亡率はゆるやかに上昇しています（図１－２１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇  平成２２年における本市における出生千対の乳児死亡率（出

生１,０００人あたりの１年未満の死亡数）は２.９、新生児死亡率（出

生１,０００人あたりの生後４週未満の死亡数）は１.４、周産期死亡率（出

生１,０００人あたりの妊娠満２２週以後の死産数と生後１週未満の死亡数

の和）は４.４となっています（図１－２２・１－２３・１－２４）。 

 

〇 過去５年間では、乳児死亡率と周産期死亡率はほぼ横ばいで、新生児死亡

率は減少の傾向があります。 
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（図１－２１）本市及び全国の死亡率の推移 全国 神奈川県 川崎市

「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－２２）乳児死亡数(本市)・乳児死亡率(本市・全国・神奈川県)の推移
乳児死亡数(本市) 乳児死亡率(全国)
乳児死亡率(神奈川県) 乳児死亡率(本市)

(死亡数) (死亡率)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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〇 本市における死因別の死亡割合としては、過去５年間をとおして最も多い

死因は悪性新生物（がん）で、続いて心疾患（急性心筋梗塞など）、脳血管

疾患（脳卒中など）です（図１－２５）。 

 

○ また、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患は、全国的にも死亡率が高く、「三

大死因」と言われています。本市では、三大死因の総死亡数に対する割合は、

平成２２年には、悪性新生物が３１.１％を占め、心疾患が１５.２％、脳血

管疾患が９.９％となっています。過去５年間では減少傾向にあるものの、

平成２２年には５６.２％となっています（図１－２６）。 
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（図１－２３）新生児死亡数(本市)・新生死亡率(本市・全国・神奈川県)の推移
新生児死亡数(本市) 新生児死亡率(全国)
新生児死亡率(神奈川県) 新生児死亡率(本市)

(死亡数) (死亡率)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－２４）周産期死亡数(本市)・周産期死亡率(本市・全国・神奈川県)の推移

周産期死亡数(本市) 周産期死亡率(全国)
周産期死亡率(神奈川県) 周産期死亡率(本市)

(死亡数) (死亡率)

「神奈川県衛生統計年報」による。
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（図１－２５）本市における「三大死因」の死亡割合の推移（数値は死亡数：人） 

年／順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

平成１８年
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

２,７２５ １,１８４ ９３１ ６６７ ２８５ 

平成１９年
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 不慮の事故

２,７４８ １,２９８ ８９５ ７０３ ３００ 

平成２０年
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 

その他の呼吸
器系の疾患 

２,７８１ １,３１９ ９３３ ７５０ ３５５ 

平成２１年
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 

その他の呼吸
器系の疾患 

２,８８７ １,３０６ ９２１ ７６４ ３３７ 

平成２２年
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 

その他の呼吸
器系の疾患 

２,８８４ １,４１２ ９１９ ８２２ ３７９ 

「川崎市健康福祉年報」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本市における死亡の場所別の死亡割合については、過去５年間で最も多い

場所は病院・診療所で、続いて自宅、老人ホーム、介護老人保健施設となっ

ています。平成２２年には、病院・診療所が７８.８％を占め、自宅

が１４.７％、老人ホームが３.２％、介護老人保健施設が０.５％となって

います（図１－２７）。過去５年間の推移をみた場合、病院・診療所の割合

は減少傾向にありますが、自宅・老人ホーム・介護老人保健施設の割合がい

ずれも増加傾向となっています。 
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（図１－２６）本市における「三大死因」の死亡割合の推移

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 その他

「川崎市健康福祉年報」による。
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(2) 市民の入院受療動向と医療機関の受け入れ状況 

① 市民の入院受療動向 

〇 県の「神奈川県医療機能調査（平成２４年５月）」によると、調査時点に

おいて、県内の医療機関で入院治療を受けている市内居住者の年齢別割合に

ついては、１歳以上１５歳未満の患者は２.４％、１５歳以上６５歳未満の

患者は３１.８％ですが、６５歳以上の患者は６５.８％となっています

（図１－２８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 また、市内居住者の患者の年齢区分ごとに入院先の医療機関の所在地を見

ると、１歳以上１５歳未満の患者の９１.１％、１５歳以上６５歳未満の患

者の８０.７％、６５歳以上の患者の８３.２％は市内の医療機関に入院して

います（図１－２９）。 
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（図１－２７）本市における死亡の場所別の死亡割合の推移
病院・診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他

0%

「川崎市健康福祉年報」による。

1歳以上15歳未満

2.4%

15歳以上65歳未満

31.8%
65歳以上 65.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（図１－２８）県内の医療機関に入院する市内居住者の年齢別割合
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〇 さらに、同調査により、調査時点において県内の医療機関に入院している

市内居住者の疾病別割合を見ると、がんが１１.５％、脳卒中が１４.２％、

心臓病が０.６％、糖尿病が３.０％、精神疾患が１２.９％となっています

（図１－３０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市内の医療機関における入院患者の状況 

〇 同調査の調査時点において、市内北部地区（高津区・宮前区・多摩区・麻

生区）に所在する医療機関の入院患者の６８.５％、南部地区（川崎区・幸

区・中原区）に所在する医療機関の入院患者の７２.２％は、市内の居住者

となっています（図１－３１・１－３２）。 

50% 60% 70% 80% 90% 100%

1歳～15歳未満

15歳～65歳未満

65歳以上

（図１－２９）県内の医療機関における市内居住者の年齢別入院動向

川崎市内の医療機関 横浜市内の医療機関

相模原市内の医療機関 その他県内の医療機関

0%

がん 11.5%

脳卒中 14.2% 糖尿病 3.0%

心臓病 0.6%

精神疾患 12.9%

その他 57.8%

（図１－３０）県内の医療機関における市内居住者の疾病別入院状況
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〇 市内北部地区の医療機関に入院する市外の居住者では、東京都居住者の比

率が高く、１７.０％を占めています。また、市内南部地区の医療機関に入

院する市外の居住者では、横浜市居住者の比率が高く、１９.０％を占めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ これらのことから、図３４と併せて、多くの市民が市内の医療機関を利用

しているとともに、交通の利便性などを活かし、近隣都市の医療機関も含め

て、どの医療機関で受療するか、選択の幅が広がっていることがわかります。 

 

市内居住者

68.5%

横浜市居住者

9.0% 相模原市居住者

0.7%

その他県内居住者

2.3%
東京都居住者

17.0%

その他道府県居住者

2.5%

その他

31.5%

（図１－３１）市内北部地区の医療機関における入院患者の居住地別割合

市内居住者

72.2%

横浜市居住者

19.0%

相模原市居住者

0.2%

その他県内居住者

1.4%
東京都居住者

5.4%

その他道府県居住者

1.7%

その他

27.8%

（図１－３２）市内南部地区の医療機関における入院患者の居住地別割合
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— ことば — 

 

合計特殊出生率 ： １５歳から４９歳までの女性の年齢ごとの年間の出生率を合計したもので、１人の

女性が一生の間に出産する子どもの数の推計として利用されますが、出産年齢の変化やその地

域の人口構成によって数値が変動しやすいという性質があります。たとえば、出産年齢の高齢化

が進行している中で、若い世代の人口が増加している地域などでは、合計特殊出生率が一時的

に過少に算出されることがあります。 
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４ 医療提供施設等  

 

(1) 病床数 

〇 医療機関はその専門性や機能、患者の病状により、様々な病床を設置し、

急性期*から慢性期*、終末期*までの医療を担います。 

 

〇 病床数は、医療法により神奈川県が地域ごとに総数の上限値（基準病床数）

を定めています。本市を含め、現に使用されている病床数がこの上限を超え

ている地域では、新たに病床を増やすことは原則としてできません。 

 

〇 県では、神奈川県保健医療計画により、一般病床*と療養病床*は本市

の２つの二次保健医療圏ごとに（図１－３３）、その他の病床は県全体（三

次保健医療圏）で基準病床数を定めています（図１－３４）。 

（図１－３３）二次保健医療圏ごとに県が基準病床数を定める病床（平成２４年９月１日現在） 

二次保健医療圏 
基 準 
病床数 

(Ａ) 

現に市内で使用されている病床数 
差 引 
(Ｂ)-(Ａ) 

一般病床 療養病床 計(Ｂ) 

川崎北部保健医療圏 ４,０１１ ３,３５７ ８１３ ４,１７０ １５９ 

川崎南部保健医療圏 ３,９９８ ４,４０７ ４２８ ４,８３５ ８３７ 

市 内 計 ８,００９ ７,７６４ １,２４１ ９,００５ ９９６ 

（図１－３４）その他の病床で市内に設置されている病床（平成２４年９月１日現在） 

病床の種別 精神病床 感染症病床 結核病床 

病 床 数 １,４５８ １２ ４０ 

 

〇 病院の人口１０万あたりの病院の病床数については、本市の一般病床の病

床数は５２３.７床で、県平均（５１４.７床）をやや上回っています。療養

病床は８２.９床で、大都市の中で最も少なく、全国平均（２６０.０床）

の３分の１以下となっています（図１－３５）。 
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(2) 医療機関及び薬局の施設数（平成２４年９月１日現在） 

〇 医療法では、２０床以上の病床を設置する医療機関を「病院」、２０床未

満の病床を設置する医療機関や、病床を設置しない医療機関を「診療所」と

定めています。また、病床を設置している診療所を「有床診療所」、病床を

設置していない診療所を「無床診療所」といいます。 

 

〇 病院については、市内には市立３病院（市立川崎病院・市立井田病院・市

立多摩病院）を含めて、４２施設が設置されています（図１－３６）。 
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神奈川県

全国

（図１－３５）大都市における人口１０万あたり病院の病床数
療養病床

一般病床

「平成２２年医療施設（動態）調査」による。
(床)
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〇 診療所のうち、内科や外科、眼科や産婦人科などの診察を受け持ち、医師

が管理する診療所を「医科診療所」といいます。市内には、市立の医科診療

所（市休日急患診療所・市中部地域療育センターなど）を含めて、９３３施

設の医科診療所が設置されています（図１－３７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 診療所のうち、歯科の診察を受け持ち、歯科医師が管理する診療所を「歯

（図１－３６） 

病院 ４２施設 

（図１－３７） 

医科診療所 ９３３施設 
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科診療所」といいます。市内には、市立の歯科診療所（市歯科保健センター）

を含めて、７４８施設の歯科診療所が設置されています（図１－３８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市販薬などを販売するだけではなく、調剤室を設置しており、薬剤師が常

駐して、医師等の処方箋に基づいた医薬品を調剤する医療提供施設が「薬局」

です。市内には５３０施設の薬局が設置されています（図１－３９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１－３８） 

歯科診療所 ７４８施設 

（図１－３９） 

薬 局  ５３０施設 
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「一般病床」・「療養病床」・「急性期医療」など 

 

病院や有床診療所には、患者の病状に応じて様々な種類の病床が用意されています。 も多い

病床が「一般病床」と「療養病床」です。病床には、この他に「精神病床」・「感染症病床」・「結核病床」

があります。同じ目的や機能の病床を集めた病院内の区画が「病棟」です。 

 一般病床 

 比較的短期間の入院治療を行なうための病床で、ＩＣＵなどの病床も含まれます。 

 療養病床 

 長期間の療養を必要とする患者を受け入れるための病床です。 

また、患者などの病状や治療の時期・期間に応じて、医療機関が提供する医療は、概ね「予防医

療」「急性期医療」「亜急性期医療」「慢性期医療」「終末期医療」に分類されます。医療機関は、そ

れぞれの機能や専門性に基づき、この分類に応じて一般病床や療養病床を組み合わせています。 

 

一般病床と療養病床の役割分担のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亜急性期医療（主に日・週単位の治療） 

終末期医療 

急性期医療（主に時間・日単位の治療） 

一般病床 

治療・手術・出産など 

一般病床又は療養病床 

リハビリテーションなど 

予防医療 

定期健康診断 

人間ドックなど 

一般病床 
緩和ケア病棟 

慢性期医療（主に月単位の治療） 

療養病床 
長期間の入院など 

退院・在宅医療

退院・在宅医療

退院・在宅医療
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第２章 地域での暮らしを支える医療の充実 

 

 

(1) 医療機能の充実・分化 

【現状・課題】 

○ 市民のさまざまな医療ニーズに応じて、地域の医療機関は、機能を分化し、

その役割を担っています（図２－１）。 

（図２－１）医療機関の区分と機能 

区   分 機      能 

一次医療機関 

地域住民に密着した初期医療や健康相談などのプライマリ・ケアを担

い、地域医療の中心となります。また、夜間や休日に急に体調を崩した

場合など、身近な救急医療（初期救急医療 ７４ページ）を受け持つ医

療機関も含まれます。 

〇 地域の病院・診療所（かかりつけ医師・かかりつけ歯科医師） 

〇 休日急患診療所・小児急病センターなど 

二次医療機関 

一般的な入院医療や専門医による医療を担います。この中には、救

急車による救急搬送の受け入れに協力し、入院を必要とする重症や中

等症の患者の救急医療（第二次救急医療 ７５ページ）を受け持つ医療

機関（救急告示医療機関）も含まれます。 

〇 病院・有床診療所 

〇 救急告示医療機関 

三次医療機関 

高度な医療や特殊な医療を担い、重篤で生命の危機に陥った患者

の救命治療（第三次救急医療 ７６ページ）を受け持ちます。 

〇 救命救急センター 

〇 周産期母子医療センター 

 

○ しかしながら、患者の大病院・専門医志向の傾向により、二次・三次の医

療機関に、日常的に患者が集中する傾向が指摘されています（１４０ページ）。

また、疾病構造の変化により、生活習慣病などの在宅を含む長期の療養を必

要とする患者が増加していることから、地域の医療連携体制を一層推進する

必要があります（図２－２）。 

１ 医療の機能分化 
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○ こうした中で、身近で日常的な保健・医療サービス（プライマリ・ケア）

の中心的な役割を担うのは、かかりつけ医師、かかりつけ歯科医師、及びか

かりつけ薬局です。（図２－３。以下、この３つの医療提供機能を一括して

述べる場合は「かかりつけ医師等」といいます。） 

 

○ 地域医療のしくみの充実を図るためには、今後もかかりつけ医師等につい

て市民に定着を図り、機能の向上に向けた取組を行うことが必要です。 

 

（図２－３）地域におけるかかりつけ医師等を中心とした医療のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ さらに、診療所などのかかりつけ医師が、病院の専門医や地域医療支援病

院*などと連携するとともに、患者の家庭や居住する地域を視野に入れた全
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昭和25年 昭和35年 昭和45年 昭和55年 平成2年 平成12年 平成22年

（図２－２）疾病構造の変化～死因で見た人口10万対死亡率の推移 結核

がん

心臓病

脳卒中

肺炎

不慮の事故

自殺

肝疾患

「平成23年版厚生労働白書 本編図表バックデータ」による。

かかりつけ医師 

かかりつけ歯科医師 

かかりつけ薬局 

（薬剤師） 

市民（患者） 

診療・相談

医薬品の処方

病院（専門医） 

地域医療支援病院 
在宅医療 

福祉サービス 介護サービス 

服薬相談 



-３０- 

人的・包括的な医療を展開するため、医療だけでなく、健康づくり、在宅ケ

ア、リハビリテーション、福祉・介護サービスなどを包括して提供すること

が必要となっています。 

 

【施策の方向】 

○ 各種広報媒体を通じた情報発信や啓発などにより、市民に対するかかりつ

け医師等の普及に努めます（１４０ページ）。 

 

○ 地域の病院や診療所などの役割分担と相互連携の推進を図るため、地域医

療連携クリニカルパス*について検討を行います。 

 

○ かかりつけ医師等が、地域における医療資源・福祉資源の情報提供・情報

交換等に関する支援を行い、各医療資源の紹介・振り分け機能、在宅療養支

援機能、地域に根ざした福祉のサポート機能を有するよう、地域における連

携会議や研修などの取組を進めます。 

 

(2) 市立病院の機能と役割 

【現状・課題】 

① 市立病院の機能分担 

〇 市立川崎病院は、市の基幹病院として、高度・特殊・急性期医療、救命救

急センター、地域周産期母子医療センターを含めた救急医療（７２ページ）

を中心に、小児から成人・高齢者・妊産婦等の医療を提供し、市内唯一の感

染症病床を有する（１０６ページ）とともに、南部地域における災害医療拠

点病院（９１ページ）としての役割を担うほか、臨床研修指定病院*として

医師の育成を行うなど、地域医療水準の向上に寄与しています。 

 

○ 市立井田病院は、南部地域の中核病院・地域がん診療連携拠点病院（５７ペ

ージ）として、増大するがん等の成人疾患医療、救急医療、緩和ケア医療、

市内唯一の結核医療などを担います。再編整備により、最新の医療機器の導

入など医療機能の充実を図るほか、臨床研修指定病院として医師の育成を行

うなど、地域医療水準の向上に寄与しています。 
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○ 市立多摩病院は、北部地域の中核病院として、地域に不足している小児

救急を含めた救急医療を中心に、高度・特殊・急性期医療、アレルギー医

療などを提供するとともに、「救急災害医療センター」を院内に整備し、さ

らに災害医療拠点病院としての役割を担うほか、地域医療支援病院として

地域医療水準の向上に寄与しています。 

 

② 地域において市立病院に求められる役割の推進 

○ 市内救急搬送人員の約３割を市立３病院で受け入れていますが、高齢社

会の進展に伴う救急医療需要のさらなる増大が見込まれており、より一層

の救急医療体制の充実が求められています。 

 

○ 市民の多様な医療ニーズに対応するため、医療機関相互の機能分担と連

携を進め、地域の医療水準を高めていくことが重要であり、地域医療連携

の強化が求められています。 

 

○ 災害時においては、入院患者等の安全確保を図るとともに、被災傷病者

の応急処置を含む外来治療及び搬送される重症者等の入院等に対応するな

ど、災害時における医療救護活動の拠点となることが求められています。 

 

○ 市立病院が公立病院としての使命と役割を果たし、安心で安全な医療サ

ービスを継続的かつ安定的に提供するため、更なる医療の質の向上と経営

改善に取り組んでいくとともに、医師・看護師等の医療人材の確保に努め

ていく必要があります。 

 

【施策の方向】 

① 救急医療体制の充実 

〇 市立川崎病院及び市立井田病院において、救急医療の拡充や体制強化を

図るため、医師及び看護師等を継続的に確保します。 

 

〇 市立川崎病院は第三次救急医療機関として、市立井田病院及び市立多摩

病院は第二次救急医療機関としての機能を果たすため、地域の医療機関と

の連携により役割分担を推進します。 
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② 地域医療連携の推進 

〇 市民の多様な医療ニーズに対応するため、かかりつけ医師等の地域の医

療機関相互の機能分担を推進するとともに、医療資源の有効活用による地

域医療水準の向上を図るため、地域医療連携を推進します。 

 

③ 災害時医療の推進 

○ 市立川崎病院及び市立多摩病院は、災害拠点病院としての機能を果たす

ため、必要な応急用医療資器材、応急用医薬品、簡易ベッド、食料、飲料

水、生活用品等を継続的に整備し、これらを備蓄するスペースを確保する

とともに、ＤＭＡＴ（９１ページ）などの医療チーム体制を継続的に確保

します。 

 

○ 市立井田病院は、必要な応急用医療資器材、応急用医薬品、簡易ベッド、

食料、飲料水、生活用品等を整備し、これらを備蓄するスペースを確保す

るとともに、市立川崎病院及び市立多摩病院と連携し、災害拠点病院の後

方支援としての役割を担います。 

 

④ 医療の質及び患者サービスの向上 

〇 市立病院が質の高い安全で安心な医療を継続的かつ安定的に提供すると

いう使命を果たすため、平成２４年度から３か年を計画期間とする「第３次

川崎市病院事業経営健全化計画」を策定し、更なる医療の質の向上と企業

の経済性を発揮した経営改善に取り組んでいきます。 

 

 

— ことば — 

 

地域医療支援病院 ： 平成９年１２月の医療法改正により導入された制度で、県知事が指定し、紹介

患者に対する医療の提供や医療機器等の共同利用などを通じて、かかりつけ医師等を支援する

病院です。平成２４年９月１日現在、市内では、関東労災病院、市立多摩病院が指定されていま

す。 

地域医療連携クリニカルパス ： 「クリティカルパス」ということもあります。地域の医療機関があらかじめ

役割分担を決めておき、患者が急性期の病院から回復期の病院を経て、早期に自宅に帰れるよう
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な診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有する取組です。 

臨床研修指定病院 ： 新たに医師免許を取得した医師（研修医）が、２年間にわたって在籍し研修を

積む場として国が指定する病院です。 
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２ 医療人材の養成確保  

 

【現状・課題】 

① 医療従事者の状況 

○ 平成１８年以降、市内の医師・歯科医師・薬剤師とも増加傾向ですが

（図２－４）、市内の人口が増加しているため、人口１０万対の人数は微増

又は横ばいとなっています（図２－５）。また、看護師等については、市内

における従事者数は増加していますが（図２－６）、臨床現場のほか、介護・

福祉現場においても人材需要が高く、慢性的な不足となっています。 
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（図２－４）市内の医師・歯科医師・薬剤師数（医療施設従事）総数

医師 歯科医師 薬剤師(人)

国の「医師・歯科医師・薬剤師調査」による。

50

100

150

200

平成18年 平成20年 平成22年

（図２－５）市内の医師・歯科医師・薬剤師数（医療施設従事）人口１０万対

医師 歯科医師 薬剤師(人)

国の「医師・歯科医師・薬剤師調査」による。
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○ 医師の中で、小児科と産科の医師については、人口１０万対の人数は横

ばい又は減少傾向です（図２－７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 小児科・産科医師の不足 

○ 全国的に「産科医師不足」、「小児科医師不足」が社会問題となっており、

本市においてもその影響を受けています（８１ページ・８６ページ） 

 

○ この背景の一つとして、病院の勤務医にあっては、産科・小児科・救急

科の医師の診療業務が激務であることが指摘されています（図２－８）。こ

れらの診療科を含め、救急医療に従事する医師が激務であることについて

は、社会的にも理解が広がっています（図２－９）。 
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（図２－６）市内の看護師等(保健師・助産師・看護師・准看護師)の従事者数
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（図２－７）人口10万対医療施設従事医師数（小児科・産科・産婦人科 複数回答）

小児科 産婦人科・産科

国の「医師・歯科医師・薬剤師調査」による。「産科」「産婦人科」は単純合計である。

(人)
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○ 一方、国の資料（平成２２年２月２６日開催 全国医政関係主管課長会

議資料）によると、全ての医師に占める女性医師の割合は１８％ですが、

産婦人科医師数の２６％、小児科医師数の３２％は女性医師であることが

示されています。 

 

○ 同時に、若手の医師では、医師国家試験合格者に占める女性の割合は

約３分１になっており、２０歳代の医師について見ると、産科の６９％、

小児科の４９％が女性医師であることが指摘されています。 

 

○ さらに、女性医師が医師として就業している率は、臨床現場の中心とな

って活躍する卒業後１１年目において、７６.０％まで低下することが明ら

かにされています。 
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（図２－８）平成２０年における病院勤務医の直近１週間の実勤務時間

（平均）・１ か月あたり平均当直回数

直近1週間の実勤務時間 1 か月あたり平均当直回数

国の「病院勤務医の負担軽減の実態調査（平成２０年度調査）」による。

(時間) (回)

知っている 知らない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（図２－９）救急医療現場で医師の不足等によりスタッフの勤務環境が厳

しくなっていることの認知状況

「神奈川県医療のグランドデザイン策定に向けた県民意識調査報告書」より
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○ 日本医師会男女共同参画委員会の「女性医師の勤務環境の現況に関する

調査」によると、女性医師が仕事を中断（休職）、離職した理由（複数回答）

として、「出産」が７０.０％、「子育て」が３８.３％を占めています。 

 

③ 看護師等の不足 

○ 国の「第七次看護職員受給見通し（平成２２年度）」では、県内の看護師

等は大きく不足している状況にあります。 

 

○ 平成２３年度末に県内で看護師・准看護師の免許を取得した人数

は、２,７１９人です。また、県内において就業している看護師等の人数は、

平成２２年１２月末現在で６６,６７６人であり、人口１０万人当たりで

は７３６.８人と全国で最も少なくなっていますが、増加率（平

成２０～２２年）は９.９％と全国でも最も高くなっています。 

 

○ 現在、県内において、県立の看護専門学校や保健福祉大学・大学院で地

域の保健・医療・福祉・介護を支える質の高い人材の養成に取り組んでお

り、本市においても、市立看護短期大学、川崎看護専門学校（公益財団法

人川崎市看護師養成確保事業団において運営）等で、人材の養成を進めて

います。 

 

〇 一方、県は准看護師の養成を停止する方針を打ち出しました。 

 

○ また、看護師等の離職率は高く、日本看護協会の「２０１１年病院看護

実態調査結果速報」によると、県内における離職率は、常勤職員が１３.０％、

新卒職員が８.８％になっています。離職率は、東京都や大阪府など、大都

市で高くなっています。 

 

○ 日本看護協会の「潜在ならびに定年退職看護職員の就業に関する意向調

査報告書」によると、看護師資格を持ちながら就業していない看護師（潜

在看護師）のうち、７７.６％は今後「看護職として働きたい」者となって

います。 
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○ さらに、「看護職として働きたい」者の離職理由としては、「妊娠・出産」

が３４.４％、「結婚」が３１.４％、「子育て」が２３.６％であり、現在就

業していない理由としても、「子育て」が４９.９％を占めています。 

 

○ 看護師等の養成、確保・定着に向けて、県と連携を図りながら、看護師

養成機関等における養成のほか、看護師等の確保・定着のため、潜在看護

師等の再就業の促進や新卒の看護師等の定着率の改善、病院等の勤務状況

の改善を促進していく必要があります。 

 

【施策の方向】 

○ 国が公表した「小児科産科若手医師の確保・育成に関する研究」では、

病院などにおける小児科医師の激務の原因の一つとして、夜間の時間外診

療や救急があることを指摘しています。市民が医療機関の持つ機能と役割

を理解し、適正に利用することが必要であるため、今後ともかかりつけ医

師をもつことなどについて、普及啓発を進めます（３０ページ・１４４ペ

ージ）。 

 

○ 救命救急センター（７６ページ）や周産期母子医療センター（８５ペー

ジ）など、高度な医療を提供する医療機関が実施する産科や小児科などの

医師確保の取組に対して、本市からの支援の在り方を検討します。 

 

○ 子育て中の女性医師や看護師等などにとって、働きやすい病院職場づく

りを推進するため、今後とも病院内保育所の運営を支援します。 

 

○ 川崎市看護協会が運営する「ナーシングセンター」における看護師等の

能力開発のための研修や、同協会が看護師等の再就業推進に向けて、市内

の公共職業安定所（ハローワーク）と連携して実施している取組に対して

支援を継続します。 

 

○ 今後の在宅医療の推進に向けて、訪問看護師養成講習を実施し、看護師

等の再就業を支援します。 
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○ 看護学生が、資格取得後に市内の医療機関に就職することを推進するた

め、川崎市看護師等就学資金貸与制度を運営します。 

 

○ 市立看護短期大学を運営し、また、看護師養成確保事業団などによる看

護師等養成機関の運営を支援とともに、本市における看護師等の養成につ

いて、今後の在り方を検討します。 

 

○ 看護の仕事について市民に広く紹介するとともに、青少年に対して、職

業としての看護師等の魅力を伝えるため、川崎市看護協会等が実施する「看

護フェスティバル」をはじめ、川崎市医師会、川崎市病院協会が実施する

「看護の日」、「一日看護体験」などの事業を支援します。 

 

 

（図２－１０）川崎市における看護師等確保対策の推進のイメージ 

 

 

 

 

定着促進 再就業支援 養成促進 

① 院内保育所運営費補助 
 市内医療施設に勤務する子ども
を持つ医療従事者の離職の防止
及び再就職の支援を促す。 
※県の補助事業と協調して実施。

 
② 川崎市ナーシングセンターの運営

支援 
 看護師等が、多様化する看護ニ
ーズに応え、資質の向上、就業の
促進を図るため、看護師等の能力
の開発のための研修、再就業のた
めの情報提供や就業斡旋、市民の
看護への理解に向けた普及啓発
等を実施するため、川崎市看護協
会が運営。 

 

① 院内保育所運営費補助（再掲） 
 
② 訪問看護師養成講習 

 訪問看護に携わる看護師等に対
し、業務に従事する際の必要な知
識・技術を習得し、質の高い訪問
看護サービスを提供できる人材を
確保するため、川崎市看護協会に
委託し、講習会を実施。 
 

③ 川崎市ナーシングセンターの運営
（再掲） 

 

① 市立看護短期大学の運営 
 質の高い看護師の育成を進め、
人材確保を図るため運営。 

② 市看護師養成確保事業団運営費
補助 
 看護師確保により、医療供給体
制の充実を図るため、川崎看護専
門学校を運営する当該法人の運
営費を助成。 

③ 看護師養成所運営費補助 
 看護師等の養成の充実を図るた
め、市内の看護師等の民間養成所
に対して運営費を助成。（聖マリア
ンナ医科大学看護専門学校、高津
看護専門学校、医師会附属准看
護学校） 

④ 看護師等修学資金の貸付 
 資格取得後、市内の医療施設に
勤務しようとする看護学生に対し、
修学資金を貸与。 
※県も同様の制度がある。 

⑤ 「看護フェスティバル」・「看護の
日」・「一日看護体験」事業 

 

良質な医療・看護サービスの提供 

看護師等確保対策の総合的な推進 
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【現 状】  

○ 高齢単身世帯は、平成１７年から平成２２年までの５年間で４３.６％増

加しました。また、この期間で、高齢夫婦世帯は１５.７％増加し、将来に

わたって増加することが見込まれます（１２ページ）。 

 

○ 現在、本市では、全国と比較して老年人口の比率が低くなっていますが、

今後、急速な高齢化の進行により、平成３２年には高齢化率（総人口に対す

る６５歳以上の人口の割合）が２０％を超えると推計され、これとともに、

要支援・要介護高齢者や認知症高齢者も急速に増加することが見込まれます

(図２－１１)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市では、介護保険制度の改正に的確に対応するとともに、保健・医療・

福祉・介護などに関する高齢者施策を総合的に展開するため、「かわさきい

きいき長寿プラン（第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」（計画

期間；平成２４年度～２６年度）を策定しました。 

 

○ さらに、国においては、平成２４年４月に、高齢者が地域で自立した生活

３ 保健・医療・福祉・介護の連携と在宅医療の推進 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

(図２－１１)本市における年齢３区分人口比率の推移・推計
65歳以上 15～64歳 14歳以下

平成23年までの推移については「川崎市年齢別人口」（「年齢不詳」を除く。）、平成27年以降の

推計については「第３期実行計画の策定に向けた将来人口推計について」による。
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を営めるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく

提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進めることをめ

ざした、改正介護保険法が施行されています。 

 

○ 厚生労働省「人口動態統計」によると、死亡の場所として、全国で昭

和５０年までは、「自宅」が半数を超えていましたが、昭和５１年以降現在

まで、「病院」と「診療所」が約８０％となっています（図２－１２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市での病院・診療所での死亡率は、７８.８％となっていますが（１９ペ

ージ）、平成２２年度に国で実施された「終末期医療に関する調査」では、

終末期において、「自宅で療養したい」が６３.３％となっています

（図２－１３）。 

 

○ また、本市で実施した「平成２２年度川崎市高齢者実態調査」においても、

介護が必要となった場合の暮らし方として、「自宅で暮らしたい」

が５７.０％となっており（図２－１４）、市民の希望と実態に隔たりが見受

けられます。 
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(図２－１２)死亡の場所別にみた全国の年次別死亡数の割合の推移

その他 自宅 老人ホーム 助産所 介護老人保健施設 病院・診療所

「平成23年人口動態調査」による。
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○ 一方で、この「平成２２年度川崎市高齢者実態調査」において、介護が必

要となった場合に自宅以外で生活したい理由としては、「家族に迷惑をかけ

たくないから」が５７.６％と最も多く、在宅療養の実現には様々な面から

の課題解決が必要となります（図２－１５）。 

 

 

29.4% 23.0% 10.9% 18.4% 8.8%

2.5%

1.0%

4.4%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（図２－１３）終末期における療養の場所に関する希望

自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい

自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい

自宅で最後まで療養したい

なるべく早く緩和ケア病棟（終末期における症状を和らげることを目的とした病棟）に入院したい

なるべく早く今まで通った（又は現在入院中の）医療機関に入院したい

専門的医療機関（がんセンターなど）で積極的に治療を受けたい

老人ホームに入所したい

わからない

その他・無回答

国の「終末期医療に関する調査」による。

計６３.３%

38.2% 18.8% 10.1% 6.7% 5.1%

3.6%

17.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（図２－１４）介護が必要になった場合の暮らし方に関する希望

主に介護サービスを利用して、自宅で暮らしたい

主に家族の介護を受けながら、自宅で暮らしたい

特別養護老人ホームなどの介護施設に入りたい

少人数で生活できる介護つきホーム（住宅）で暮らしたい

病院に入院したい

民間の介護つき有料老人ホームに入りたい

その他

「平成２２年度川崎市高齢者実態調査」による。

計５７.０%
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（図２－１５）自宅以外で生活したい理由（複数回答） 

項         目 回答 

家族に迷惑をかけたくないから ５７.６％

緊急時の対応の面で安心だから ４３.０％

一人暮らしや高齢者のみの世帯で自宅での生活に不安を感じるから ３４.８％

専門的な介護が受けられるから ３３.４％

家族は仕事をしているなど、介護の時間が十分にとれないから ２１.９％

介護のための部屋がない、入浴しにくいなど住宅の構造に問題がある １７.３％

自宅で受けられる介護サービスが不十分だから １３.５％

無回答 ２.２％

その他 ２.１％

わからない ０.３％

「平成２２年度川崎市高齢者実態調査」による。 

○ 市民の在宅療養を支援する中心は、かかりつけの在宅療養支援診療所と訪

問看護ステーションなどです。 

 

○ 在宅療養支援診療所は、２４時間体制の往診や急変時の入院先の確保など

を受け持ちます。平成２４年１０月１日時点で、市内には１１７施設があり

ます（図２－１６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図２－１６） 

在宅療養支援診療所 

１１７施設 

厚生労働省関東信越厚生局 

「届出受理医療機関名簿」による。 
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○ 訪問看護ステーションは、在宅患者を看護師などが訪れ、医師の指示に基

づいた処置や酸素吸入器などの機器の管理、リハビリテーションなどを行う

施 設 で 、 医 療 と 介 護 の 連 携 に 重 要 な 役 割 を 担 っ て お り 、 平

成２４年１０月１日時点で、市内には４５施設があります（図２－１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国の「社会保障・税の一体改革大綱」においても、病院・病床機能の分化・

強化と連携、在宅医療の充実、重点化・効率化等を着実に実現していくこと

が謳われており、将来のイメージを見据えたあるべき医療・介護の実現に向

けた取組が求められています。 

 

○ 具体的には、平成２４年度からの改正介護保険制度においても、高齢者が

地域で自立した生活を営めるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援サ

ービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取

組を進めることをめざしたものとなっています。 

 

○ さらに、近年、疾病や障害を抱えながらも自宅や住み慣れた地域で生活す

る小児や若年層の在宅療養者も増加しています。医療保険の訪問看護を受け

る小児（０～９歳）の数は、全国で、平成１３年の１か月あたり８４２人か

ら、平成２１年の２,９２８人へと約３.５倍に増加しており（図２－１８）、

（図２－１７） 

訪問看護ステーション 

４５施設 

健康福祉局調べ 
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疾病構造の変化や高齢化の進行を含め、ＱＯＬ*の向上を重視した医療への

期待の高まり等により、在宅医療のニーズは多様化し、増大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課 題】 

○ 今後の高齢化の進展や市民のニーズ、社会保障制度の動向に対応するため、

限られた医療資源を活用しながら、身近な地域で適切な在宅医療を受けるこ

とができる、「地域包括ケアシステム」を構築することが求められています。 

 

○ 長期療養を必要とするがん患者・難病患者・医療ケアを必要とする高齢者

等、在宅療養を希望する患者に対して、患者と家族の双方を支えることがで

きる在宅療養に関する連携体制の整備が必要です。 

 

○ ２４時間対応できる在宅医療を支えるため、診療所や、訪問看護ステーシ

ョン、病院など様々な機関が充実した機能を持ち、相互に多職種による連携

を図り、医療だけでなく介護・福祉を含めた、在宅療養生活を支える包括的

なマネジメントを実現することが重要な課題となっています。 

 

【施策の方向】 

○ 在宅医療の重要性が増していく中で、医療機関の連携や、保健・医療・福

祉・介護の連携、患者への適切な情報提供などにより、切れ目ない在宅ケア

サービスを提供し、居宅生活の限界点を高め、できる限り住み慣れた地域で
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（図２－１８）医療保険の訪問看護を受ける小児（0～9歳）の利用者数の推移

中央社会保険医療協議会第205回総会資料による。

(人)
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在宅を基本とした生活の継続を可能とする地域包括ケアシステムの確立を

めざします（図２－１９）。 

 

（図２－１９）地域包括ケアシステムの取組のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 在宅医療及び福祉・介護サービス等を活用して、地域で暮らすための方策

等について、市民に対する普及を進めます。 

 

○ 在宅医療の促進に向けた関係者の連携強化を図るため、医師、看護師等、
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介護支援専門員をはじめとした在宅医療に係る医療福祉従事者が一堂に会

する場として、「(仮)川崎市在宅療養推進協議会」を設置し、在宅医療にお

ける医療と介護の連携上の課題や、地域の課題の抽出、その対応策の検討、

症例検討会等を実施し、各区における連携の枠組みづくりにつなげます。 

 

○ 地域の医療・介護資源の機能等を把握し、介護支援専門員や地域包括支援

センター等と連携し、様々な支援を包括的に提供する関係機関の調整や、効

率的で質の高い２４時間対応の在宅医療提供体制の構築に向けて、チーム医

療や他職種協働のための情報共有を行う在宅医療に関する連携拠点機能の

在り方について、「認知症支援連携会議」、「（仮）川崎市在宅療養推進協議会」、

「各区地域ケア連絡会議」などの会議や各職能団体における連絡会等の既存

の取組と連携を図りながら、効果的な対応に向けた検討を行います。 

 

○ 要介護高齢者の在宅支援のため、日中・夜間を通じて提供する「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護」や、小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複

数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する「複合型サ

ービス」など、医療と介護の連携によるサービスの確保に努めます。 

 

○ 患者を中心とした、疾病ごとの急性期から回復期までの治療を担う医療機

関の役割分担と連携に向けたツールの一つとして、地域医療連携クリニカル

パスの普及に向け、認知症におけるこの作成について検討し、関係機関の連

携を図りながら、他の疾病についても、導入を検討していきます。 

 

○ 在宅医療の推進に向けた人材の育成を図るため、医師をはじめとした医療

福祉従事者等が活用できるよう、在宅医療に関する従事者向けのガイドブッ

クを作成し、各種研修等での積極的な活用を働きかけ、普及を図り、資質の

向上につなげます。 

 

○ 在宅医療の提供体制として、「日常の医療」、「急変時」、「退院時の支援」、

「看取り」の４つの場面が想定され、これらの状況に応じた提供体制を検討

します。 
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○ 「日常の医療」においては、生活の場で、疾患、重要度に応じた医療・介

護が多職種協働で提供されるとともに、医療と介護の連携を促進し、包括的

ケアが提供できる体制の構築をめざします。 

 

○ 「急変時」においては、病院、有床診療所、介護老人保健施設が、在宅療

養の症状急変時に対応できるよう、在宅療養を担う診療所・病院との円滑な

連携により、診療体制を確保することをめざします。 

 

○ 「退院時の支援」においては、入院している病院と、在宅医療・介護の受

け皿になる関係機関の円滑な連携により、支援体制を確保することをめざし

ます。 

 

○ 「看取り」においては、終末期の病態・症状において、全人的医療の視点

から介護等とも連携し、住み慣れた地域で満足のいく看取りを行うことがで

きるような支援をめざします。 

 

 

— ことば — 

 

ＱＯＬ ： ＱＯＬ（Quality of Life）は患者自身の尊厳を保つことができる生活の質をいいます。食事や

排泄、着替え・入浴など、生活するうえでの基本的な行動は、ＡＤＬ（Activities of Daily Living：日

常生活動作）といいます。 
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【現状・課題】 

○ 高齢者や障害者が寝たきり状態になることを予防し、地域において生涯に

わたっていきいきとした生活を送るためには、急性期から回復期、維持期の

それぞれの状態に応じた適切で円滑なリハビリテーションの提供が必要で

す。 

 

○ リハビリテーション医療には、「急性期リハビリテーション」、「回復期リ

ハビリテーション」、「維持期リハビリテーション」があり、各段階を踏んで

実施します。 

 

○ 「急性期リハビリテーション」は、急性期の病院で、入院した日から、又

は翌日からなど、発症後できるだけ早期に開始されるリハビリテーションで

す。後遺症の軽減、合併症や廃用症候群*の予防を目的として、内科・外科

などの治療とともに行います。 

 

○ 「回復期リハビリテーション」は、病状が安定してから、麻痺・しびれが

残るなどの症状（機能障害）、歩行・食事などの日常生活の問題（能力低下）、

仕事や家庭生活の問題（社会的不利）などに応じて、専門医の指導のもとで、

理学療法*、作業療法*、言語聴覚療法*などを集中的に実施するものです。 

 

○ 「維持期リハビリテーション」は、回復期リハビリテーションによって可

能となった家庭生活や社会生活のための機能を維持するためのリハビリテ

ーションです。医療機関や介護老人保健施設への通院・通所リハビリテーシ

ョンや、訪問看護ステーションの訪問リハビリテーションなどがあります。 

 

○ 脳卒中などの疾病別の医療連携体制の構築にあたって、リハビリテーショ

ンの医療機能は重要であり、必要なリハビリテーションを適切な時期に適切

な場所で受けることが可能なしくみを築くことが求められています。 

 

【施策の方向】 

４ リハビリテーション医療の取組 
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○ 主として回復期リハビリテーションを行う病棟が「回復期リハビリテーシ

ョン病棟」です。平成２３年１０月１日現在、市内の医療機関で回復期リハ

ビリテーション病棟を設置している医療機関は５施設で、病床数は

計３４６床です（図２－２０）。医療機関に対して、これらの回復期リハビ

リテーション病棟の機能を十分に発揮した運営を要請していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 回復期リハビリテーションを終えた患者が円滑に地域に戻れるよう、在宅

医療の取組を推進します。 

 

 

— ことば — 

 

廃用症候群 ： 生活不活発病とも言われ、病床で寝たきりでいるなど、長期間の安静状態が続くことで、

さまざまな心身の機能低下が発生することをいいます。筋肉が細くなったり（筋萎縮）、関節が固ま

って動かしにくくなる（関節拘縮）ほか、褥瘡（床ずれ）、廃用性骨萎縮（骨粗鬆症）、括約筋障害

（便秘・尿便失禁）などがあります。 

理学療法、作業療法、言語聴覚療法 ： 理学療法は、理学療法士のもとで行われ、身体に障がいの

ある方について、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動、電気

刺激、温熱その他を行います。作業療法は、作業療法士のもとで行われ、身体又は精神に障がい

（図２－２０） 

回復期リハビリテーション 

病棟を設置する医療機関 

５施設 

健康福祉局調べ 



-５１- 

のある方について、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、

工作その他の作業を行います。言語聴覚療法は、言語聴覚士のもとで行われ、音声機能、言語

機能又は聴覚に障がいのある方について、その機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の

訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うものです。 
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(1) 認知症対策 

【現状・課題】 

○ 認知症をり患した高齢者（以下「認知症高齢者」といいます。）は、平

成２５年には、本市でも２万人を超えると推計しており、高齢者人口、特に

後期高齢者人口の増加に伴い、認知症の患者もさらに増加することが見込ま

れています。認知症の人に対する医療ニーズの増大に応えるため、支援体制

を構築することが必要となっています。 

 

○ 認知症になっても住み慣れた地域での生活を続けるためには、早期発見・

早期診断が重要ですが、本人や家族が早期診断の重要性を認識していない場

合や、本人が受診に消極的な場合、どこに相談をすればよいのかわからず、

受診に結び付かない場合があります。 

 

○ 認知症高齢者の多くは在宅で生活しており、住み慣れた地域での生活の継

続を望んでいることが指摘されています。また、環境の変化により認知症疾

患が悪化するおそれがあることも指摘されています。このため、住み慣れた

地域で生活を継続できるようにするために、医療と介護それぞれの認知症対

応力の向上と、医療と介護の連携を推進していく必要があります。 

 

○ 認知症患者が身体合併症を患ったとき、又は周辺症状が激しくなったとき、

入院医療のできる病院が少なく、入院先を探すのに困難を来たす場合がある

ことから、多くの医療機関がその機能や特性に応じて、連携して対応してい

くことが必要です（図２－２１）。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 長期の治療を必要とする疾病への取組 

特別な管理

(入院治療が適当) 

24.9%

日常的な管理

(通院治療が適当) 

40.9%

なし 34.2%
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（図２－２１）精神病床で、主に認知症の入院患者における身体合併症の有無

「精神病床の利用状況に関する調査」（平成19年度厚労科研「精神医

療の質的実態把握と 適化に関する総合研究」分担研究）による。
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○ 平成２４年１０月１日現在で、市内には、医療保険が適用となる認知症治

療病棟を設置している医療機関が２施設（病床数は計８８床）、介護保険が

適用となる老人性認知症疾患療養病棟を設置している医療機関が１施設（病

床数は計１１１床）あります（図２－２２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 認知症患者への医療の中心を担うのは、本人の身体疾患の治療状況や生活

環境を把握している地域のかかりつけ医師であり、これまでかかりつけ医師

の認知症対応力の向上を図ることを目的として、川崎市医師会と連携し、認

知症サポート医の養成、かかりつけ医認知症対応力向上研修を実施してきま

した。 

 

○ 認知症サポート医は、認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医師への助

言などの支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推

進役となるもので、研修修了者数は１７人（平成２３年度末まで）となって

います。 

 

○ また、かかりつけ医認知症対応力向上研修は、かかりつけ医師が、適切な

診療の知識や技術、本人とその家族を支える方法を習得するもので、研修修

了者数は１６８人（平成２３年度末まで）となっています。 

（図２－２２） 

認知症治療病棟等を 

設置する医療機関 

３施設 

● 認知症治療病棟等を設置する医療機関 

▲ 老人性認知症疾患療養病棟を設置する医療機関 

 

健康福祉局調べ
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【施策の方向】 

① 取組のめざす方向 

〇 認知症高齢者となっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知

症患者と家族を地域で支えるネットワークづくり、医療支援体制の構築、ケ

アの質の向上などを総合的に推進します。医療支援体制の構築に向けては、

認知症と身体症状の双方に切れ目のない医療支援体制、地域におけるかかり

つけ医師を中心とした連携体制の構築をめざします（図２－２３）。 

 

（図２－２３）川崎市における認知症対策の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各場面における取組 

○ 認知症キャラバンメイト、サポーターの養成等を通じて、認知症の早期発

見・早期診断を行い、適切な医療・介護につなげられるよう、引き続き、市

民に対して、認知症の理解促進に向けた普及啓発を実施します。 

【今後の課題と対応】 

○認知症の疾病に関する知識の普及や徘徊への迅速な対応を図り、生活の支援をめざす。 

○認知症の早期発見・早期対応を図るため、医療と介護の連携をめざす。 

○権利擁護に向けて、成年後見制度の円滑な利用促進や虐待の防止を図る。 
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○ 認知症患者と家族が地域で安心して生活できるよう、「認知症疾患医療セ

ンター*」を推進役として、本市における認知症疾患の保健医療水準の向上

を図ります（聖マリアンナ医科大学病院・日本医科大学武蔵小杉病院 平

成２４年８月１７日に指定）。 

 

○ 「認知症サポート医」の養成とともに、かかりつけ医認知症対応力向上研

修を実施し、医療関係者の人材育成を図ります。 

 

○ 認知症高齢者の地域での生活を支援するため、認知症サポート医等の医療

関係者、地域包括支援センター等の介護関係者が集まり、症例検討や具体的

な連携手法の検討を行う「川崎市認知症支援連携会議」において連携の充実

を図ります。 

 

○ 市内には、身体合併症を持つ認知症患者の入院治療を担う専門的な医療機

関が少ないので、多くの医療機関がその機能や特性に応じて、連携して対応

できるよう、医療関係団体に要請していきます。 

 

(2) がん対策 

【現状・課題】 

○ がんは、昭和５６年以降、わが国の死亡原因の第１位で、本市においても

年間３,０００人弱が亡くなっています（図２－２４ １８ページ）。 
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（図２－２４）本市における悪性新生物の死亡数・死亡率
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「川崎市健康福祉年報」による。
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○ がんの診断・治療技術は飛躍的に進歩を遂げており、がん検診による早期

発見・早期治療など予防に向けた取組が一層重要となっています。そのため、

がん予防、早期発見を推進するために生活習慣の改善に向けた普及啓発やが

ん検診受診勧奨などの取組を進めています。これらの取組を推進するため、

神奈川県において、「神奈川県がん対策推進計画」を定めており、平

成２４年６月に、計画の改訂が行われました。 

 

○ がん検診については、平成２３年度に実施した「川崎市健康意識実態調査」

によると、定期的にがん検診を受けていると回答した人が５１.７％、受診

していない人が４６.９％となっています（図２－２５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 近年の高齢化の進展、ライフスタイルの変化等により、今後のがんの死亡

者数の増加が見込まれる中、がんを予防するための正しい知識の普及啓発の

促進や、本市が実施するがん検診の受診率や検診精度の向上を図る必要があ

ります。 

 

○ 全国的にがんの受療動向をみると、これまで入院による治療を受ける人が

多数でしたが、平成２０年には、外来の受療率*が上回るとともに、自宅で

最期を迎える人も徐々に増えており、在宅療養に向けた体制づくりも求めら

れています（図２－２６・２－２７）。 

 

川崎市のがん検診を

受診 14.3%

会社や健康保険組合

等で受診 24.7%

個人的に医療機関な

どで受診 12.7%

受診していない

46.9%

無回答 1.4%

受診している

51.7%

（図２－２５）市民の定期的ながん検診の受診状況

「平成 ２３ 年度川崎市健康意識実態調査報告書」による。
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○ 地域がん診療連携拠点病院は、地域におけるがん医療の拠点として、自ら

専門的な医療を行うとともに、各部位のがん対応医療機関やかかりつけ医師

等との連携や医療従事者の研修、患者・家族への情報提供、相談支援等の役

割を担います。 

 

○ 国の地域がん診療連携拠点病院は、原則として保健医療圏ごとに１施設が

県知事から指定されています。本市では、川崎北部保健医療圏で聖マリアン

ナ医科大学病院、川崎南部保健医療圏で市立井田病院が指定されています。

さらに、平成２３年に、新たに関東労災病院が神奈川県がん診療連携指定病

院に指定され、３病院体制となったことにより、本市のがん診療体制は一層
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（図２－２６）悪性新生物に係る全国の受療率 入院受療率（人口10万対）
外来受療率（人口10万対）

国の「平成２０年患者調査」による。
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（図２－２７）全国の悪性新生物による死亡数の死亡の場所別割合
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0%

国の「平成２２年人口動態調査」による。
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強化されています（図３－２０）。 

 

○ がん診療連携拠点病院やがん診療に係る専門的な医療機関において、個々

のがんの種類や進行度に応じた、手術療法、放射線療法及び科学療法又はこ

れらを効果的に組み合わせた治療等が実施され、同時に、身体的・精神心理

的な苦痛等に対する緩和ケアが重要です。 

 

○ 病院の緩和ケア病棟は、終末期のがんの患者などの心身の苦痛を緩和する

ことに特化した病棟で、市内では市立井田病院（２０床）を含め、２施設

で４４床が設置されています（図２－２８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ さらに、地域での療養生活を希望するがん患者が最期まで痛み等の症状を

和らげ、安心して質の高い生活を送るためには、地域の実情に応じた在宅緩

和ケアを行う医師、訪問看護師などを中心に、歯科医師、薬剤師、介護支援

専門員、ヘルパー、ボランティア等の多職種が、チームを組ん

で３６５日２４時間体制で、在宅緩和ケアを提供することが必要です。 

 

○ がん治療は患者への身体的負担が比較的大きく、特に口内炎等口腔内の合

併症を生ずると、摂食などＱＯＬに大きな影響を及ぼします。このため、治

療前に口腔ケアによる口腔環境整備等を行うことにより、その障害を最小限

● 地域がん診療連携拠点病院 

▲ 神奈川県がん診療連携指定病院 

○ 緩和ケア病棟を設置する医療機関 

 

健康福祉局調べ

（図２－２８） 

がん診療連携拠点病院・緩和

ケア病棟設置する医療機関 
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にすることが重要です。 

 

○ また、たばこはがん発生の大きな要因といわれています。平成２３年度の

平成２３年度川崎市健康意識実態調査によると、男性の喫煙率は２８.８％、

女性の喫煙率は９.７％となっています。特に、妊娠や子育てを控える女性

に対しては、たばこの健康被害について啓発を強化し、喫煙防止を図るなど、

喫煙率の低下に努める必要があります（図２－２９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成２２年２月に国から「受動喫煙防止対策について」の通知が発出され、

多数の者が利用する公共的空間については、原則として全面禁煙であるべき

であるとの方向性が示されました。これを受けて、神奈川県では平

成２２年４月１日から、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」

が施行されています。 

 

【施策の方向】 

○ がんの一次予防の推進を図る観点から、「かわさき健康づくり２１」にお

いて、食生活、運動、休養、嗜好等生活習慣の改善と、無煙環境整備とがん

検診受診者を増やすこと等を推進していきます。 

 

○ がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備、がんの種別ごとの専門的

な医療を行う機能の整備や緩和ケアを行う機能、及び相談支援を強化してい

くことをめざします。また、医療機関の緩和ケア病棟が十分に機能を発揮で

きるよう、医療機関に要請します。 

はい

9.7%

はい 28.8%

はい 18.7%

いいえ 88.3%

いいえ 69.1%

いいえ 79.0%

無回答 2.0%

無回答 2.1%

無回答 2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性全体

男性全体

全体

（図２－２９）たばこを習慣的に吸っている市民の割合（習慣的に吸っていますか）

「平成 ２３ 年度川崎市健康意識実態調査報告書」による。
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○ 高度先端医療の活用などを視野に入れた医療機関等相互の連携なども踏

まえ、医療から介護サービスまでが連携し、継続したサービス提供ができる

体制の構築をめざします。 

 

○ 京浜臨海部におけるライフイノベーションにおいて、がんや生活習慣病の

分野を重点的な取組の一つと位置づけ、革新的な医薬品や医療機器の開発・

製造と健康関連産業の創出を地域医療の推進につなげます（１２９ページ）。 

 

○ 住み慣れた地域で最期まで安心して療養生活を送ることを希望する患

者・家族のために、在宅療養支援診療所、訪問看護ステーションを中心に、

在宅療養歯科支援診療所、在宅患者訪問薬剤管理指導対応薬局、居宅介護支

援事業所などが連携し、チームで患者と家族を支え、必要に応じて、がん診

療連携拠点病院や緩和ケア病棟を有する病院がサポートする在宅緩和ケア

を受けられる体制の整備に努めます（図２－３０）。 
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（図２－３０）がんの医療提供体制 イメージ図
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(3) 糖尿病対策 

【現状・課題】 

○ 本市では、過去５年間において、糖尿病により亡くなる市民の数は年

間９０人から１００人で、人口１０万対死亡率も大きな変動はありません

（図２－３１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 全国的に見て、糖尿病による医療機関への受診率に、大きな変動はなく、

入院による治療を受ける人は、減少傾向にありますが、外来の受療率*はほ

ぼ横ばいとなっています。今後、生活習慣や社会環境の変化に伴って、患者

数が増加する可能性があります（図２－３２）。 
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（図２－３１）本市における糖尿病の死亡数・死亡率(死亡数：人) (死亡率)
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（図２－３２）糖尿病に係る全国の受療率 入院受療率（人口10万対）

外来受療率（人口10万対）

国の「平成２０年患者調査」による。
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○ 糖尿病は、自覚症状がないことが多く、放置すると糖尿病神経障害・糖尿

病網膜症・糖尿病腎症、いわゆる糖尿病の３大合併症を発症します。さらに、

脳卒中、虚血性心疾患などの心血管疾患の発症・進展を促進することも知ら

れており、ＱＯＬの低下等を招いてしまいます。 

 

○ 合併症の中で最も早く出てくるのが糖尿病神経障害です。手足のしびれ、

けがの痛みに気づかないなどのほか、筋肉の萎縮、筋力の低下や胃腸の不調、

立ちくらみ、発汗異常など、さまざまな自律神経障害の症状も現れます。 

 

○ また、糖尿病網膜症になると、網膜の血管が悪くなり、視力が弱まり、失

明する場合もあります。さらに、白内障になる人も多いといわれています。 

 

○ 糖尿病によって腎臓の糸球体の毛細血管が悪くなり、やがて腎不全に陥る

ものが糖尿病腎症で、生命の危機に直接つながります。最終的には週

に２～３回、医療機関で人工透析を受けるようになるので、日常生活に大き

な影響を及ぼします。現在、人工透析になる原因の１位がこの糖尿病腎症で

す（図２－３３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ こうしたことから、発症の予防、早期発見、合併症の予防が重要であり、

糖尿病予備軍と思われる市民の関心や知識を高め、自己管理への取組を支援
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（図２－３３）透析導入患者の主要原疾患の割合の推移（全国）

糖尿病性腎症 慢性糸球体腎炎 腎硬化症

日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況（２０１１年１２月３１日現在）」による。
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するとともに、検診等の強化による早期発見・早期受診促進が求められてい

ます。 

 

○ 糖尿病の発症を予防するためには代謝を促進し、内臓脂肪を減らすことが

求められていることから、食生活の改善、運動の習慣化、適正体重の維持が

大切です。 

 

○ 医療保険者が実施する特定健診・特定保健指導において４０～７４歳の加

入者を対象に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の概念を導入

した生活習慣病予防のための健診を実施するとともに、健診医の指示により、

眼底検査等の詳細な健診項目を追加実施するなど糖尿病やその合併症の早

期発見に努めています。 

 

○ さらに、糖尿病をはじめとする生活習慣病を予防するためには、市民一人

ひとりの主体的な健康づくりに加えて、母子保健・学校保健・職域保健・地

域保健と、生涯を通じた健康管理への支援が必要です。 

 

【施策の方向】 

○ 糖尿病の一次予防の推進を図る観点から、「かわさき健康づくり２１」に

おいて、糖尿病になる人の割合を減らす、メタボリックシンドロームの概念

を導入した健診の受診者を増やし、糖尿病の予備軍、該当者を減らす取組を

進めます（図２－３４）。 

 

○ また、特定健診・特定保健指導において、糖尿病においても、有病者・予

備軍の減少を目標に掲げ、受診率を高め、重症化の予防も含めた普及啓発、

健康教育に取り組めるよう、各保険者と連携した取組を進めます。 

 

○ 京浜臨海部におけるライフイノベーションにおいて、がんや生活習慣病の

分野を重点的な取組の一つと位置づけ、革新的な医薬品や医療機器の開発・

製造と健康関連産業の創出を地域医療の推進につなげます（１２９ページ）。 

 

○ 糖尿病腎症による人工透析導入患者は、高齢化していることが指摘されて
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います。本市では、救急医療対策の一環として、医療機関が人工透析を導入

した患者などを受け入れることを目的とした療養病床を整備する場合の支

援制度を用意しているので（７９ページ）、今後とも医療関係団体などを通

じて、医療機関に対してこの制度の活用を呼びかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 精神疾患対策 

【現状・課題】 

○ こころの病気は、誰でもかかり得る病気です。近年、こころの病気になる

人たちは増加しています。 

 

○ 国の資料によると、てんかんやアルツハイマー病などを含むと、全国

で３２０万人を超える方が精神疾患で治療を受けています。ここから、本市

では、人口比から約３.５万人の方が治療を受けていると推計されます。 

 

○ 過去５年間を見ると、全国の入院受療率*は減少傾向ですが、外来受療率

生活習慣病の 

予防・治療 
 

 

 

 

 

 

日常の健康管理・健康相

談・指導 

主治医の治療 

病院等との連携 

かかりつけ医師 

かかりつけ歯科医師

かかりつけ薬局 

 

 

● インスリン治療 

● 糖尿病の入院教育 

● 糖尿病神経障害等の内科的疾病に対する専門的治療 

血糖コントロール不可例の治療・急性増悪時治療対応
（糖尿病性昏睡に対応できる医療機能を想定） 

 

眼科の治療 

○ 網膜光凝固術 

○ 白内障手術等 

 

 

透析を行う治療 

○ 腎移植 

○ 人工透析 

 

 

整形外科的治療 

○ 壊疽に対する手術

 

糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能 

（脳卒中・急性心筋梗塞等を除く） 

慢性合併症の発症（医療機関の受け入れ調整など） 

（図２－３４）糖尿病の医療提供体制 イメージ
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は増加傾向にあります（図２－３５）。特に、うつ病などや統合失調症など

の割合が大きくなっています（図２－３６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ こころの病気は、症状が多彩にもかかわらず自覚しにくいという特徴があ

るため、症状が比較的軽いうちには精神科医を受診せず、症状が重くなり入

院治療が必要になって初めて精神科医を受診するという場合が少なくあり

ません。また、重症化してから入院すると、治療が困難になるなど、長期の

入院が必要となってしまう場合もあります。 

 

○ しかしながら、精神医学の進歩によって、発症してからできるだけ早期に

必要な精神科医療が提供されれば、回復又は寛解し、再び地域生活や社会生
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（図２－３５）精神及び行動の障害に係る全国の受療率の推移 入院受療率（人口10万対）

外来受療率（人口10万対）

0
国の「平成２０年患者調査」による。
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（図２－３６）精神及び行動の障害に係る全国の患者数の推移 その他
うつ病など
統合失調症など

国の「平成２０年患者調査」による。

(人)
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活を営むことができるようになってきています。 

 

○ 現在、保健福祉センターでは、社会福祉職や保健師などの専門職が、ここ

ろの健康、保健、医療、福祉に関する相談、未治療、医療中断の方の受診相

談、思春期問題、ひきこもり相談、アルコール・薬物依存症の家族相談など、

幅広い相談について、市民からの電話や来所により応じています。保健福祉

センターにおける相談件数は、平成２２年度で３,５００件を超えています

（図２－３７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ さらに、精神保健福祉センターにおいても、医師、看護師、保健師、社会

福祉職、心理職などの専門職が、市民からの電話や訪問などによる相談に応

じています。 

 

○ また、本市では、障害者自立支援法に基づき、精神疾患のために継続的に

通院による治療を受ける場合に、医療費の負担軽減を図る制度として、一定

の条件のもとで、自立支援医療費（精神通院医療）を支給する制度を運営し

ています。過去５年間をみると、自立支援医療費の受給者は、平成１９年度

以降大きく増加しています。（図２－３８）。 
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○ 精神科医療については、入院による治療を必要最小限の短期間に留め、在

宅医療への転換の必要性が言われていますが、平均在院日数はなかなか短縮

しない状況にあります（図２－３９）。これは、発症から長期間経過した患

者は、様々な要因から地域生活に困難を伴うことが多く、長期入院の解消が

進んでいないことによるもので、在宅医療への転換に向け、地域生活への移

行支援が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 在宅の精神障害者が増加する中、精神症状の急激な悪化等の緊急時におけ

る適切な医療や保護の機会を確保する精神科救急医療体制の充実が求めら

れています。 

「精神及び行動の障

害」の退院患者

全ての退院患者
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（図２－３９）退院患者の平均在院日数(日)

国の「患者調査」による。
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（図２－３８）自立支援医療（精神通院医療）受給者数
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「川崎市健康福祉年報」による。



-６８- 

【施策の方向】 

○ 市民へのこころの病気及びこころの健康に関する、ライフサイクルや生活

の場に合わせた正しい知識の普及啓発に取り組むとともに、相談支援機関等

相談窓口の周知に努めます。 

 

○ こころの健康づくりの推進に向けて、保健福祉センターや精神保健福祉セ

ンターにおける相談支援を継続します。 

 

○ 精神疾患と身体疾患を併発する患者への対応、精神科を有する総合病院を

はじめ精神科医療機関、身体科医療機関による総合的な医療提供体制の構築

に努めます。（図２－４０）。 

 

○ 精神科病院に長期入院している精神障害者の地域生活への移行を促進す

るため、必要な相談支援体制の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 精神科救急医療については、県、横浜市、相模原市と協調し、体制整備を

推進します（図２－４１）。 

 

 

〇 精神病床を持つ総合病院（２） 

● 単科の精神病院（６） 

▲ 精神科外来を持つ医療機関（５） 

●  精神科・神経科医療機関（診療所）（４２） 

（図２－４０） 

精神科を標榜する医療機関 
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(5) 難治性疾患対策 

【現状・課題】 

○ 原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、国の指定

したベーチェット病等５６の特定疾患を対象に、「特定疾患治療研究事業」

として、神奈川県特定疾患医療給付実施要綱に基づき、医療費の患者負担の

軽減が図られています。 

 

○ 在宅療養患者に対し、医療、療養生活等に関する相談・指導・助言等を保

健福祉センターで実施しています。 

 

○ 日常生活において多くの困難を抱える難病患者及びその家族等の複雑・多

様化するニーズ等に適切に対応し、患者の生活の質の向上を図っていくため

には、適切な現状把握に基づく、保健・医療・福祉・介護サービスの複合的

な提供が求められています。 

 

（図２－４１）神奈川県精神科救急医療体制（４県市協調体制） 

初期救急・二次救急 

本人、家族、関係機関からの相談 

警察官通報 

精神保健福祉法第２４条に基づく通報 

保健福祉センター 
（相談援助） 

平日昼間 夜間・休日 

精神科救急医療情報窓口（４県市協調） 

二次救急は２４時間体制 
初期救急については 
 平日 １７:００～２０:００ 
 休日  ８:３０～１７:００ 
※初期救急；外来診療が必要な場合に当番診療 

所等を紹介 

※二次救急；入院が必要と思われる場合に病院

を紹介 

保健福祉センター 
（通報受理・事前調査） 

平日昼間 

警察官通報受付窓口 

２４時間体制 
 ２２:００まで ４県市独自体制 
 深夜 ４県市協調体制 
 ※警察官通報対応 
  （通報受理、診察設定、移送等） 

空床 
情報 

法に基づく移送 家族等の同行による移送 ２４時間 

夜間・休日 

２４時間 

神奈川県精神科救急医療体制に参加する医療機関 ４８施設 
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【施策の方向】 

○ 国が指定する医療給付対象のほか、「難治性疾患克服研究事業*」の対象疾

患及び関節リウマチ患者に対して、保健福祉センターを窓口として情報提供

を行い、医療・療養相談や訪問指導などの対応を図る相談支援を推進します。 

 

○ 患者や家族に対して、在宅での療養支援を図るため、ホームヘルパー派遣、

短期入所、日常生活用具給付、移送支援の福祉キャブ、常時医療処置を要す

る神経難病患者の家族の休養を図る一時入院事業など、居宅生活支援事業の

充実を図り、これらについて着実な情報提供を行うよう努めます。 

 

○ 市内の医療機関に対して、家族の負担緩和を図るための「レスパイト入院

*」に対する協力を呼びかけるとともに、これを支援します。 

 

○ 難病に関する情報提供・医療相談、難病の治療法の研究等に積極的に取り

組む難病治療研究センター（聖マリアンナ医科大学に設置）の運営を支援し

ます。 

 

○ 京浜臨海部におけるライフイノベーションにおいて、がんや生活習慣病の

分野を重点的な取組の一つと位置づけ、革新的な医薬品や医療機器の開発・

製造と健康関連産業の創出を地域医療の推進につなげます（１２９ページ）。 

 

— ことば — 

 

認知症疾患医療センター ： 認知症について地域の中核となる医療機関で、専門医による相談や治

療の提供、身体合併症を持つ患者の受け入れをはじめ、地域のかかりつけ医師等との連携を担

います。 

受療率 ： 国の「患者調査」では、調査年の１０月１日に、すべての病院や診療所で疾病治療のために

入院や通院をし、又は往診を受けた全国推計患者数を把握して、人口１０万人との比率を算出し

たものです。 

難治性疾患克服研究事業 ： 症例数が少なく、原因不明で治療方法も未確立であり、かつ、生活面

で長期にわたる支障がある疾患について、研究班を設置し、原因の究明、治療方法の確立に向

けた研究を行う国の事業です。現在、１３０の疾患を対象にこの事業が行われています。 
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レスパイト入院 ： レスパイト（respite）は「休息」などの意味で、介護休暇目的入院といわれます。介護

する家族が一時休養したり、冠婚葬祭などで介護できない場合など、患者が一時的に病院に入院

することです。 
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１ 総合的な救急医療体制の整備・充実 

第３章 安全・安心を支える医療の提供 

 

 

(1) 機能分担に基づく救急医療体制 

【現状・課題】 

① 救急搬送の概況 

○ 平成２３年中に救急車で搬送された方は、５３,９１１人で、平成２２年

と比較して２,４２５人、４.７％の増加となり、市民２６.２人に１人が搬

送された計算になります。 

 

○ 事故種別としては、急病が３６,５４１人（全体の６７.８％）、次いで一般

負傷７,７７９人（全体の１４.４％）、交通事故４,６１４人、（全体の８.６％）

の順となっています。 

 

○ 救急車で搬送される患者を傷病の程度別に区分すると、軽症（入院を必要

としないもの）が約６割、中等症（１日以上２１日未満の入院）が約３割、

重症（２１日以上の入院）が約１割となっており、搬送される患者の大半は、

必ずしも入院を必要とする状況にあるとは限りません。救急医療提供体制の

健全な運用のためにも、救急医療の適切な利用についての十分な周知が必要

になっています（図３－１ １４０ページ）。 

 

（図３－１）本市における救急搬送人員の傷病程度 

 総 数 死 亡 重 症 中等症 軽 症 その他 

平成２３年 ５３,９１１
６７０

（１.２％）

３,７９３

（７.０％）

１７,６８０

（３２.８％）

３１,６７９

（５８.８％）

８９

（０.２％）

平成２２年 ５１,４８６
６７０

（１.３％）

３,３４７

（６.５％）

１６,５９１

（３２.２％）

３０,８００

（５９.８％）

７８

（０.２％）

平成２１年 ４９,５８６
６０４ 

（１.２％）

３,３５６ 

（６.８％）

１５,６９５ 

（３１.６％）

２９,８７９

（６０.３％）

５２

（０.１％）

上段：搬送人員 下段カッコ内：構成比  消防局調べ 

 

○ 救急医療には、重症・重篤患者に対する救急医療と、休日・夜間などの診

療時間外の比較的軽症患者に対する診療の確保という二面性があります。 
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○ 救急医療は、患者の重症度や緊急性によって、初期・第二次・第三次救急

に区分されます（２８ページ）。 

 

○ 初期救急医療は、軽症の患者を対象としています。この患者に対する医療

の確保については、地域の診療所や、それを補完する休日急患診療所等にお

いて、救急搬送を必要としない多くの救急患者の診療を担っています。今後

とも、緊急性の高い傷病者に確実に救急医療資源を提供するため、傷病の緊

急度に応じた適切な初期救急医療を選択できる体制を推進するとともに、救

急医療を含む医療の適正な利用を推進する必要があります。 

 

○ 第二次救急医療は中等症と重症、第三次救急医療は重篤で生命の危機に陥

った患者などを対象としています。この患者に対する医療の確保については、

脳卒中や急性心筋梗塞等の専門的な医療のみならず、重症外傷やその他複数

診療科にまたがる重篤な患者への医療が提供されていますが、今後とも、そ

れぞれの疾患の特性に応じた救急医療体制を構築していく必要があります。 

 

○ また、救急車で搬送される患者を年代別にみると、過去３年間を通じて

６５歳以上の高齢者が４０％以上を占めており、その割合は増加する傾向に

あります。（図３－２）人口の高齢化が進む中で、救急搬送のより一層の円

滑化を進める必要があります。 
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（図３－２）本市における救急搬送人員に占める高齢者の割合の推移 65歳以上
65歳未満

「川崎市消防年報」による。
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② 初期救急医療 

○ 本市の初期救急医療は、休日急患診療所、眼科及び耳鼻咽喉科救急医療体

制、歯科休日急患診療所と夜間急患診療体制により構築しています（図３－

３）。 

休日急患診療所 

（内科・小児科） 

休日（昼間）急患の初期施設として、公設共営（川崎

市と川崎市医師会の共同運営方式）により、各区に１診

療所体制で運用しています。 

眼科及び耳鼻咽喉科

救急医療体制 

休日（昼間）の応需体制として、在宅輪番制（各診療

所の持ち回りの当番制）により実施しています。 

歯科休日急患診療所

休日（昼間）の歯科急患の初期施設として、民設民営

方式により１施設、公設民営方式により３施設を設置し、

川崎市歯科医師会が運営をしています。 

夜間急患診療体制

夜間急患の初期応需を川崎市救急告示医療機関協

会に委託しています。また、聖マリアンナ医科大学病院夜

間急患センターの運営を支援するとともに、南部小児急

病センター（市立川崎病院）、北部小児急病センター（多

摩休日夜間急患診療所）を開設して対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３－３） 

初期救急医療を目的とした

医療機関 ９施設 
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③ 第二次救急医療 

○ 本市の第二次救急医療は、救急告示医療機関を中心として、休日（昼間）

急患第二次医療体制、夜間急患第二次医療体制により構築しています。 

救急告示医療機関

救急車の受入れに協力する医療機関として、神奈川

県知事が認定し、告示した救急病院等です。市内には、

平成２４年４月時点で、２４病院、４診療所の２８施設があ

ります（図３－４）。 

休日（昼間）急患第二

次医療体制 

休日急患診療所で診療し、さらに専門的医療を必要と

する重症患者の診療を川崎市病院協会に委託し、輪番

制（各病院の持ち回りの当番制）により実施しています。 

夜間急患第二次医療

体制 

夜間急患の初期応需機関からの転送患者の診療を

川崎市病院協会に委託し、病院群輪番制により実施し

ています。また、平成１３年度から、病院群輪番制当番日

に小児科専門医による診療が可能な病院に対し、国の

補助制度を活用し、支援を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３－４） 

救急告示医療機関 ４２施設
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④ 第三次救急医療 

○ 救命救急センター*として、聖マリアンナ医科大学病院（３４床）、日本医

科大学武蔵小杉病院（１０床）、市立川崎病院（２０床）が、第一次、第二

次救急医療機関と連携し、より高度の診療を必要とする重篤患者を確実に受

入れるとともに、その傷病に対応できる高度専門治療を確保しています。こ

れらの３病院は、周産期救急医療においても第三次救急医療（周産期母子医

療センター ９６ページ）を担います（図３－５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ メディカルコントロール*体制 

○ 救急救命士が行う医療行為の質を保証するため、プレホスピタルケア（病

院前救護）を担う消防局に、川崎市メディカルコントロール協議会を設置し

ています。この協議会は、静脈路確保のための輸液、気管挿管を含む器具を

使用する気道確保、薬剤投与など、救急救命士の行う高度な救急救命処置に

ついて、医師から具体的な指示を受けられる体制を整備し、救急活動に対す

る医学的な検証、救急隊に対する再教育などを実施し、プレホスピタルケア

の更なる充実を図っています。 

 

（図３－５） 

救命救急センター等 ３施設

聖マリアンナ医科大学病院 

救命救急センター 

総合周産期母子医療センター

日本医科大学武蔵小杉病院

救命救急センター 

地域周産期母子医療センター 市立川崎病院 

救命救急センター 

地域周産期母子医療センター
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○ 平成２１年１０月の改正消防法の施行に基づき、神奈川県は、受入医療機

関の選定困難事案の発生を抑制するとともに、傷病者の状況に応じた適切な

搬送及び受入体制を構築するため、「神奈川県傷病者の搬送及び受入れの実

施基準」を策定しました。 

 県の実施基準は、県内の状況を包含する原則的な記載にとどめられており、

具体的な内容は地域の実情に応じた運用を可能としたものであるため、川崎

市メディカルコントロール協議会では、本市の実情に応じた、「川崎市傷病

者の搬送及び受入れ実施基準」を策定しました。 

 

⑥ 川崎市救急医療情報センター 

○ 急な病気やけがをした場合に、これから受診できる医療機関（歯科を除く。）

を３６５日２４時間体制で案内しています（１２１ページ）。併せて、緊急

性がなく医療機関までの交通手段がない方のために、タクシーや民間救急事

業者を案内するサービスを行っています。 

 

⑦ 後方病床としての療養病床整備 

○ 救急医療機関に搬入された患者が病床を長期間使用することにより、救急

医療機関が新たな救急患者を受け入れることが困難になる、いわゆる「救急

医療機関の出口問題」を解決する方策の一つとして、救急医療機関の円滑な

退院調整に必要となる療養病床の整備を推進しており、これに対する支援を

行っています。 

 

○ 特に、人工呼吸器による呼吸管理や、人工透析を導入した患者を受け入れ

ることを目的とした「高度な療養病床」の設備整備に対して支援を行ってお

り、平成２３年度に、この制度を活用して１病院が高度な療養病床を整備し

ましたが、さらに整備を推進する必要があります。 

 

⑧ 川崎市重症患者救急対応病院 

○ 救急隊が、搬送先の病院を探して複数の救急医療機関に問い合わせても受

入医療機関が決まらない、いわゆる受入医療機関の選定困難事案の発生を防

止し、円滑な救急搬送を進める必要があります。 
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○ このため、救急隊が、「４回以上受入照会しても受入れに至らない場合」

又は「現場到着後３０分以上経過した場合」における重症患者の救急搬送を、

２４時間３６５日、円滑に受入れる川崎市重症患者救急対応病院として、「社

会医療法人財団石心会」(川崎幸病院)を指定病院として選定しました。 

 

⑨ ドクターカーシステムの導入 

○ ドクターカーは、医師、看護師が同乗する医療機関の救急車で、病院到着

前から、救急患者に対して、医師による救命処置を提供するものです。本市

では、消防局からの要請により、日本医科大学武蔵小杉病院が運用するドク

ターカーが出場し、救急現場において本市の救急隊と合流するドクターカー

システムを開始します。 

 

⑩ 救急車利用の適正化 

〇 救急車の不要不急な利用は、真に救急対応が必要な患者に対する救急医療

に支障をきたすことがあるため、救急車の適正な利用方法などについて市民

の理解を求める必要があります（１４０ページ）。 

 

【施策の方向】 

① 取組の基本的な考え方 

〇 市内では、今後とも人口の増加が見込まれます。特に、中部地域における

若い世代の人口増加により、将来にわたって小児救急医療と周産期救急医療

の需要増加が見込まれます（７ページ）。また、高齢化の進行により、救急

医療体制の強化が必要となっています。このため、患者が迅速に救急病院

等に搬送され、円滑に後方の医療機関に転院し、又は地域に戻るという流

れを重視した施策展開を進めていきます（図３－６）。 

 

② 各段階における取組 

〇 初期救急医療については、休日（夜間）急患診療所や小児急病センターを

運営するとともに、市内の人口動態などを勘案して、中部小児急病センター

を整備し、休日における軽症の患者の救急医療の確保に努めます（８３ペー

ジ）。 
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○ また、川崎市救急医療情報センターや、インターネットサイト「かわさき

のお医者さん」などによる市民への初期救急に関する情報提供体制を強化し

ます（１２０ページ）。 

 

○ 救急医療の適正な受診行動を促すために、市民自らが医療機関等の受診や

救急車を呼ぶべきかを判断できるような支援のしくみについて検討します。 

 

〇 第二次救急医療・第三次救急医療については、重症患者救急対応病院が機

能を充分に発揮できるようにするなど、メディカルコントロール体制を推進

します。 

 

○ 周産期救急医療については、ＮＩＣＵなどの新設や増設とともに、その運

営を支援します（８７ページ）。 

 

○ 救命救急センターや周産期母子医療センター（８５ページ）など、高度な

医療を提供する医療機関が実施する産科や小児科などの医師確保の取組に

対して、本市からの支援の在り方を検討します。（３８ページ）。 

 

○ 救急病院等で急性期の治療を終えた後、さらに長期間の入院治療を要する

患者の転院を円滑化するため、療養病床の整備を支援します。特に、高度な

療養病床の整備については、医療関係団体を通じて、医療機関に整備を呼び

かけるとともに、これを支援します。 

 

○ また、脳卒中などで救急搬送され、急性期の治療を終えた患者が、円滑に

回復期リハビリテーションに移行するため、医療機関に対して、回復期リハ

ビリテーション病棟の機能を十分に発揮した運営を要請していきます

（５０ページ）。 

 

○ 入院治療を終えた患者が円滑に地域に戻れるよう、地域包括ケアシステム

の確立をめざすなど、在宅医療に対する取組を推進します（４５ページ）。 
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（図３－６）救急医療の円滑な流れのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三次救急医療 

（救命救急センター・周産期母子医療センター） 

聖マリアンナ医科大学病院 

日本医科大学武蔵小杉病院 

市立川崎病院 

第二次救急医療 

（入院治療を必要とする救急） 

救急告示医療機関 （２８医療機関） 

一般（内科・外科）病院群輪番病院 

小児科病院群輪番病院 

後方病院等 在宅医療・社会復帰

初期救急医療 

（入院治療を必要としない救急） 

休日急患診療所・小児急病センター 

歯科休日急患診療所 

眼科及び耳鼻咽喉科救急医療 

初期救急医療の強化 

○ 中部小児急病センターの整備 

○ 市民への情報提供体制を強化 

救急病院等の「入口」の強化 

○ メディカルコントロール体制の推進

○ 重症患者救急対応病院の運用 

周産期救急医療の強化 

○ ＮＩＣＵなどの新設・増設・運営

の支援 

産科・小児科などの 
医師確保事業の支援を検討 

三次医療機関が実施する、産科

や小児科などの医師確保の取組に

対して、本市からの支援の在り方を

検討 

救急病院等の「出口」の強化 

○ 後方機能として、高度な療養病

床などの整備を支援 

○ 在宅医療への取組の推進 
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(2) 小児救急医療 

【現状・課題】 

○ 小児救急医療については、小児の患者が自身の病状を伝えられない場合が

多いことや、少子化や核家族化の進行により、両親の子どもの病気に対する

知識が不足しがちなことなどから、軽症患者までもが救急病院等に集中して

しまう状況があります。 

 

○ 小児の救急医療も、緊急に治療を必要とする子どもたちに対して、必要最

低限度の医療を提供するものであり、夜間や休日の受診の利便性を図るため

のサービスではありません。 

 

○ また、国の資料によると、小児科の第二次救急医療機関の来院患者の多く

は、入院の必要のない患者であることが示されています（中央社会保険医療

協議会診療報酬基本問題小委員会（第１４３回）資料）。 

 

○ これらのことについて市民の理解が十分に進まないと、特に夜間や休日に

おいて救急医療施設が混雑し、真に救急医療を必要とする子どもたちや、一

次医療機関から二次医療機関に転送される中等症や重症の子どもたちの診

療が遅れてしまうおそれがあります。 

 

○ 本市においては、休日診療を担う休日（夜間）急患診療所や、夜間診療の

ための小児急病センターを設置して、小児科の初期救急医療体制を整備する

とともに、小児病院群輪番制病院により、第二次救急医療体制における円滑

な入院対応を図っているところです。 

 

〇しかしながら、「小児科医師不足」が社会問題となっている中で、夜間救急

を担う小児科医師の不足により、小児急病センターをはじめとする救急医療

機関において、医師を安定確保した診療体制が組みにくい状況になっていま

す（図３－７）。 
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〇 本市の中部地区における若い世代の人口の増加に伴い、小児救急医療の需

要が増加しています。現在、夜間の小児救急は、南北２か所の小児急病セン

ターなどが応需していますが、南部小児急病センターでは、幸区と中原区の

居住者の受診する割合が約３分の１を占めています。 

 

○ 南部小児急病センターは、市立川崎病院に併設されており、第二次・第三

次救急医療の患者も来院することから、同病院の混雑の原因の一つとなって

います（図３－８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎区 0.1%

幸 区 0.2%

中原区

3.4%高津区

11.7%

宮前区

19.8%

多摩区

48.4%

麻生区

13.8%

その他 2.7%

南部小児急病

センター

（平成23年度速

報値）

病院局調べ 健康福祉局調べ

北部小児急病

センター

（平成23年度速

報値）

川崎区

55.6%

幸 区

21.4%

中原区

11.4%

高津区 1.6%

宮前区 0.4%

多摩区 0.1%

麻生区 0.0%

その他

9.6%

（図３－８）南部・北部小児急病センターの患者居住地別割合
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○ 休日急患診療所の小児科と北部小児急病センターでは、川崎市医師会によ

って医師の確保が行われていますが、市内の小児科の開業医のほか、大学病

院等の小児科医師や、子どもの健康管理を熟知した内科開業医などの協力を

得て、診療体制を支えている状況です（図３－９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 小児科の第二次救急医療の夜間や休日の輪番を担う医療機関では、本市の

北部地区にあっては、担当する医療機関が少なく、輪番の回数も多いので、

これを支えるのに十分な医師の確保に大きな課題があります。 

 

○ また、南部地区においても、小児救急医療や、周産期救急医療の需要が増

加している中で、担当する医療機関が、必要な小児科医師を安定確保するこ

とが課題となっています。 

 

【施策の方向】 

○ 国の「小児科産科若手医師の確保・育成に関する研究」においても、小児

科医師の集約化が示されています。現在、オフィスビルなどに開設された小

児科診療所の増加などにより、開業医が休日等の地域医療に参画しにくくな

ってきていることを踏まえ、休日（夜間）急患診療所や小児急病センターを

運営し、休日における軽症の患者の救急医療の確保に努めます。 
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川崎 幸 中原 高津 宮前 麻生

（図３－９）平成２２年度の休日急患診療所小児科医師の配置内訳

他の診療科医師 小児科開業医 小児科勤務医

平成２２年度における各診療所小児科の年間必要医師数７１人について示したもの
である。小児急病センターについては、必要数が異なるため掲載していない。
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○ 中部地区の年少人口の増加（８ページ）による医療需要への対応と、市立

川崎病院を含めた二次医療機関の混雑緩和に向けて、中部小児急病センター

を整備します。 

 

○ 救命救急センター（７６ページ）や周産期母子医療センター（８５ページ）

など、高度な医療を提供する医療機関が実施する産科や小児科などの医師確

保の取組に対して、本市からの支援の在り方を検討します。（３８ページ）。 

 

○ 現在、保健福祉センターで行われている両親学級等においては、乳児の健

康状態を示すサインの見分け方などを説明するとともに、何でも相談できる

「かかりつけ医師等」を持つよう、呼びかけを行っています。今後とも、こ

のように両親の不安の軽減に向けた取組を進めます。 

 

○ 子どもの受診にあたって、小児科専門医の診察を求める家族が多くなって

いますが、すべての症状が小児科専門医の診察を必要とするとは限りません。

例えば、川崎市立小中学校の学校医など、日ごろから子どもの健康管理に携

わり、豊かな診療経験を持つ内科医師などがかかりつけ医師となれば、両親

はすぐに相談し、受診できるとともに、必要に応じて小児急病センターや病

院の小児科専門医のもとに紹介を受けることができます。このため、今後と

も、かかりつけ医師等を検索する機能を持つ本市のインターネットサイト

「かわさきのお医者さん」を運営するとともに（１２０ページ）、その利用

を呼びかけていきます。 

 

(3) 周産期*救急医療  

【現状・課題】  

① ハイリスク妊娠・出産の増加 

〇 市内の人口動態では、年間１４,０００人以上の出生があり、９％以上は

出生体重が２,５００ｇ未満となっています（１５ページ）。いわゆる「ハイ

リスク妊娠・出産」には、このような低出生体重児*などのほか、早産や胎

盤・胎児の異常、妊娠高血圧症候群などもあります。 

 

〇 本市においても、母の平均出産年齢が上昇していますが（１４ページ）、
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ハイリスク妊娠の原因の一つに、出産年齢の高齢化が指摘されています。 

（図３－１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市の周産期死亡率は、神奈川県平均を下回っていますが、全国平均を上

回っています（１７ページ）。 

 

② 妊婦健康診査の重要性 

〇 妊婦健康診査は、母体や胎児の健康状態を定期的に確認し、妊娠期間中を

健やかに生活するために必要な制度です。また、ハイリスク因子を早期に発

見して安全・安心な周産期管理を行うためにも重要性を増しています。この

ため、本市では、平成２１年度から費用補助券交付回数を１４回に拡大し、

妊婦健診の受診に伴う妊婦の負担軽減を図っています。 

 

③ 周産期救急医療施設の整備状況 

〇 平成２０年３月策定の川崎市保健医療計画では、ハイリスクな状態の母

体・胎児や新生児を２４時間体制で集中治療管理するため、市内初の「総合

周産期母子医療センター*」の開設を目標として定めました。同センターは

平成２２年３月に聖マリアンナ医科大学病院において開設し、ＭＦＩＣＵ*

を６床、ＮＩＣＵ*を１２床、ＧＣＵ*を２４床運用しています。 

 

〇 市立川崎病院では、平成２１年４月からＮＩＣＵ６床、ＧＣＵ１３床を再
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（図３－１０）全国の母の年齢別にみた出生体重２,５００ｇ未満

の新生児の出生割合
(%)

国の「平成23年人口動態調査」による。
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開し、平成２２年４月に「地域周産期母子医療センター*」となったほか、

同じく地域周産期母子医療センターである日本医科大学武蔵小杉病院にお

いても、本市からの支援により、平成２３年１０月にＮＩＣＵを６床、ＧＣ

Ｕを１２床に増床しました。 

 

〇 ＮＩＣＵの長期入院児が円滑に在宅医療に移行できるようにするため、地

域における受け入れ体制の在り方について検討する必要性が指摘されてい

ます。 

 

④ 産科医師の不足と負担の増加 

〇 平成２４年１０月１日現在、市内の分娩を取り扱う医療機関は病院が

１２施設、診療所が８施設、助産所が１０施設あります。また、病院・診療

所に勤務する医師数は、平成２２年度には常勤７１人、非常勤９７人となっ

ています。 

 

〇 産科医師は訴訟リスクが高く、激務であるためなり手が少ないといわれる

中で、本市においても分娩に従事する産科医師の減少と負担増加が指摘され

ています（図３－１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

〇 中部地区における若い世代を中心として、市内の人口が急増しており、今
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（図３－１１）市内の分娩を取扱う施設（病院・診療所）に勤務する医師数

常勤 非常勤

(人)

神奈川県「産科医療及び分娩に関する調査結果」による。
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後ともハイリスク妊娠・出産の増加が見込まれていることから、聖マリアン

ナ医科大学病院や県立こども医療センターなどの基幹病院を中心とし、全県

をあげての取組である「神奈川県周産期救急医療システム*」と連携して、

患者の迅速な救急搬送に努めます。 

 

〇 川崎市地域医療審議会の専門会議において、臨床現場の医療技術者による

周産期症例の検討や連携に関する協議を行い、産科医療機関と助産所も含め

た本市の周産期医療ネットワーク（図３－１２）を推進します。 

 

（図３－１２）本市の周産期医療ネットワークのイメージ（平成２４年１０月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターは、市民の安

心・安全な出産を確保するとともに、市内の産科医師等にとっても、分娩処
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置中の不測の事態などに対応する強力な後方機能を発揮します。このため、

今後とも総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターの運

営を支援します。 

 

○ 救命救急センター（７６ページ）や周産期母子医療センターなど、高度な

医療を提供する医療機関が実施する産科や小児科などの医師確保の取組に

対して、本市からの支援の在り方を検討します。（３８ページ）。 

 

〇 平成２３年１月に策定された「神奈川県周産期医療体制整備計画」では、

出生１０,０００人あたり２８床のＮＩＣＵの整備を目標としています。市

内における分娩取扱い件数は、年間１０,０００件から１１,０００件で推移

しているので、これに対応するＮＩＣＵの必要数は、当面は２８床から

３１床となります（図３－１３）。現在、市内の総合周産期母子医療センタ

ーや地域周産期母子医療センターにおいて、ＮＩＣＵは計２４床まで整備さ

れてきているので、今後とも、市内でＮＩＣＵなどを新たに整備し、又は増

床する医療機関を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 ハイリスク因子を早期に発見し、安全・安心な周産期管理を行うため、妊婦

健康診査の重要性について普及啓発を進め、受診率の一層の向上に努めます。 

 

〇 ＮＩＣＵを退院した乳児などを受け入れるようにするため、在宅医療の在

り方について検討します。 
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（図３－１３）市内における分娩取扱い件数 助産所 診療所 病 院
(件)

神奈川県「産科医療及び分娩に関する調査結果」による。
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(4) 災害時医療 

【現状・課題】 

① 東日本大震災の状況 

〇 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震は、宮城県牡鹿半

島の東南東沖１３０km の海底を震源とするマグニチュード９．０の地震で、

日本周辺における観測史上最大の地震となりました。これを端緒とする東日

本大震災では、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に、壊滅的な被害をもた

らしました。 

震  源  域 
岩手県沖から茨城県沖までの南北約５００ｋｍ、東西約

２００ｋｍのおよそ１０万平方キロメートル 

津   波 波高１０ｍ以上、 大遡上高４０．１ｍ 

死者・行方不明者 約１９，０００人 

建築物の全壊・半壊 合わせて３９万戸以上 

ピーク時の避難者 ４０万人以上 

停 電 世 帯 ８００万戸以上 

断 水 世 帯 １８０万戸 

原 子 力 事 故 

津波被害により、東京電力福島第一原子力発電所が原

子炉を冷却できなくなり、１号機と３号機で炉心溶融（メ

ルトダウン）による水素爆発で大量の放射性物質が漏洩

そ  の  他 
地震の揺れや液状化現象、地盤沈下などによって広大

な範囲で被害が発生し、各種ライフラインが寸断 

 

〇 災害時医療については、平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災

を踏まえ、発災直後において、外傷や圧挫症候群*などを主な対象疾患とし、

被災者を救命する災害派遣医療チーム*（ＤＭＡＴ）が発足しています。 

 

〇 東日本大震災においても、約３８０チーム、約１,８００人のＤＭＡＴ隊

員が全国から出動し、１２日間にわたって、病院支援、域内搬送、広域医療

搬送、入院患者の救出と搬送等の活動を実施しました（国の「災害医療等の
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あり方に関する検討会報告書」による。）。 

 

〇 しかしながら、東日本大震災では津波による死者・行方不明者が多かった

ため、従来想定されていた外傷などの疾患が比較的少ない一方で、地域の医

療機関が甚大な被害を受けたことなどにより、被災者の慢性疾患への長期間

にわたる対応が必要となるなどの課題が明らかになりました。 

 

〇 大規模災害の発生時においては、大勢の死傷者が発生し、医療機関の機能

低下や、交通網、通信網、電気、ガス等のライフラインが途絶するなど、市

民生活に大きな混乱を引き起こすことが想定される中で、医療救護活動を迅

速かつ適切に実施することが重要です。 

 

〇 本市においては、大規模災害の発生に備えて「川崎市地域防災計画」を策

定していますが、この計画により医療救護活動における市の役割等が位置付

けられています。 

 

② 川崎市地域防災計画における災害時医療体制 

○ 川崎市地域防災計画では、健康福祉局、保健福祉センター、及び市立病院

が、それぞれの役割に基づき、県と連携して災害時医療体制を構築します。 

災害対策本部健康

福祉部（健康福祉

局）の役割 

・ 災害対策本部の指揮の下、医療救護活動について

は、災害対策本部健康福祉部を設置し、地域医療関

係団体等との連絡調整窓口を一元化します。 

・ 川崎市医師会、川崎市病院協会等の医療関係団体と

の連携を図り、医療救護班の編成・派遣、患者搬送、

患者受入調整、医薬品の確保・搬送等の体制を確立し

ます。 

・ 災害時における市民の健康確保のため、地域保健活

動を行います。 

保健福祉センター

の役割 

・ 保健福祉センターに医療・衛生班を設置し、医療救護

活動を行うとともに、医療・被災者・生活関連情報の収

集・提供等を行います。 



 

-９１- 

・ 必要に応じて保健福祉センターに医療救護所を設置

し、地域医療関係団体の医療救護班等の受入調整・搬

送及び医薬品等の受入調整を行います。 

市立病院の役割 
・ 被災傷病者の応急処置を含む外来治療及び搬送され

る重症者等の受入れを行います。 

 

○ これらの活動を円滑に実施するため、川崎市医師会、川崎市歯科医師会、

川崎市薬剤師会、川崎市看護協会、川崎市病院協会、神奈川県柔道整復師会

川崎南支部・北支部、川崎地区ケア輸送連絡会（民間救急事業者が加入）と

の間で、災害時の医療救護活動に関する協定を締結しています。 

 

③ 災害医療拠点病院 

○ 災害医療拠点病院は、後方医療機関として、地域の医療機関を支援する機

能を有する病院で、重症・重篤な傷病者を受入れるなど、災害時の医療救護

活動において中心的な役割を担う病院として県知事が指定します。市内では、

６施設が災害医療拠点病院として指定を受けています（図３－１４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 川崎ＤＭＡＴ 

○ 地震など広域的な自然災害は、神奈川ＤＭＡＴをはじめ、全国の県ＤＭＡ

（図３－１４） 

災害医療拠点病院 ６施設

市立多摩病院

帝京大学付属
溝口病院 
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Ｔが国の要請を受けて対応しますが、市内で発生する局地的な自然災害や大

規模な事故などの都市災害でも、医療の対応が必要となります。 

 

○ 川崎ＤＭＡＴは、都市災害の発生時に市長の要請に基づき、救急隊と連携

して迅速に出動し、被災者を救命することに特化した災害医療チームです。

平成２１年７月７日に発足し、市立川崎病院、日本医科大学武蔵小杉病院、

聖マリアンナ医科大学病院が指定病院となっています。 

 

【施策の方向】 

○ 東日本大震災で明らかになった課題を踏まえ、県や災害医療拠点病院との

連携を図り、川崎市地域防災計画の検証を通じて、災害時の医療救護体制を

より実効性のあるものとするよう取組を進めます。 

 

○ 国の「広域災害救急医療情報システム」などによる国・県との災害医療情

報の共有化とともに、各区の危機管理体制との整合を図りながら、迅速な伝

達の体制づくりを推進します。 

 

○ 被災者が長期間にわたって避難所での生活を余儀なくされる場合の保健

医療サービスや医薬品等の補給などに対応するため、本市が医療関係団体な

どと締結している災害時の医療救護活動に関する協定について、関係団体と

協議し、見直しと充実・強化を図ります。 

 

○ 休日急患診療所や市立病院における医薬品等の災害備蓄を行うとともに、

市内の医療機関の災害備蓄を支援します。 

 

○ 市内の医療機関に対して、発災時における在宅療養患者のケアなどを要請

するとともに、人工透析導入患者などの災害時要援護者について、診療の可

否などの情報収集に努めます。また、在宅呼吸管理、在宅酸素療法などの事

業者から危機管理情報の収集に努め、災害時医療支援体制づくりを推進しま

す。 

 

○ 都市災害の発生に備え、川崎ＤＭＡＴの隊員訓練・育成研修を実施し、一
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層のスキルの向上を図るとともに、指定病院を支援します。 

 

○ 災害に伴う大規模な停電に際しては、医療機関の非常用自家発電装置の燃

料の安定確保について、取り扱う事業者に協力を要請していきます。 

 

— ことば — 

 

救命救急センター ： 専任の医師等が常時配置され、重症な患者や、複数の診療科にわたる重篤な

患者を２４時間体制で受け入れる救急医療施設です。 

メディカルコントロール ： 救急現場から医療機関に患者が搬送されるまでの間、医学的な観点から救

急隊員が行う応急処置などの質を保障することをいいます。 

周産期 ： 妊娠２２週から出生後７日未満の期間で、合併症の発症や分娩時の急変など、母子ともに

生命の危機に陥る事態が発生する可能性が高く、緊急時の医療体制の確保が必要です。 

低出生体重児 ： 出生体重が２,５００ｇ未満の新生児です。１,５００ｇ未満は極低出生体重児、１,０００ｇ

未満は超低出生体重児と呼ばれます。 

ＭＦＩＣＵ・ＮＩＣＵ・ＧＣＵ ： ＭＦＩＣＵは母体・胎児集中治療管理室（Maternal Fetal Intensive Care 

Unit）、ＮＩＣＵは新生児集中治療管理室（Neonatal Intensive Care Unit）、ＧＣＵは新生児治療回

復室（Growing Care Unit）です。ＭＦＩＣＵとＮＩＣＵは、重症の母体・胎児や新生児を救命するため、

高度な医療設備と専門の医療スタッフを配置しています。ＧＣＵは、ＮＩＣＵでの治療を終えた新生

児などが、退院できるまでの治療を行うための病棟です。 

総合周産期母子医療センター ： ＭＦＩＣＵ６床以上、ＮＩＣＵ９床以上を有し、生命の危機にある母体・

胎児や新生児を２４時間３６５日受け入れる、周産期救急医療の「 後の砦」です。 

地域周産期母子医療センター ： ＮＩＣＵなどを有し、総合周産期母子医療センターと連携して、重症

な母体・胎児や新生児を２４時間３６５日受け入れる周産期救急医療施設です。 

神奈川県周産期救急医療システム ： 昭和６０年６月から運用されている全県をあげた取組で、「基幹

病院」、「中核病院」、「協力病院」を中心とした産科医療機関の救急医療の連携体制です。 

災害派遣医療チーム ： ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）で、平成１７年４月に国によって

発足しました。原則として医師１人、看護師２人、業務調整員（医療技術者又は事務職員）１人で

１チームを構成し、県知事が参加を希望する病院を指定します。 

圧挫症候群 ： クラッシュ症候群ともいいます。身体の一部ががれきなどに長時間圧迫されると筋肉が

壊死します。圧迫から解放されると、壊死した筋肉からカリウム、ミオグロビンなどが大量に血液に

流出し、意識の混濁、心停止、急性腎不全などを引き起こす症状をいいます。 
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２ 疾病ごとの救急医療への取組  

 

(1) 脳卒中対策 

【現状・課題】 

○ 脳血管疾患のうち、最もよく知られているのが脳卒中です。脳卒中は、脳

血管の閉塞や破綻によって脳機能に障害が起きる疾患であり、脳梗塞、脳出

血、くも膜下出血に大別されます。 

 

○ 脳梗塞は、さらに、アテローム硬化（動脈硬化）により血管の内腔が狭く

なり、血栓ができて脳血管が閉塞するアテローム血栓性脳梗塞、脳の細い血

管が主に高血圧を基盤とする変化により閉塞するラクナ梗塞、心臓等に生じ

た血栓が脳血管まで流れ血管を閉塞する心原性脳塞栓の３種類に分けられ

ます。 

 

○ 脳出血は脳の細い血管が破綻するものであり、くも膜下出血は脳動脈瘤が

破綻し出血するものです。 

 

○ 全国の脳血管疾患の受療率は、外来・入院とも減少する傾向にあります（図

３－１５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市では、脳血管疾患は、過去５年間で死亡原因の第３位となっており
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（図３－１５）脳血管疾患に係る全国の受療率 入院受療率（人口10万対）

外来受療率（人口10万対）

国の「患者調査」による。
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（１８ページ）、年間９００人以上が亡くなっており（図３－１６）、死亡

率・死亡数ともほぼ横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、脳血管疾患を含む脳疾患による救急搬送件数についても、過去５年

間にわたってほぼ横ばいとなっています（図３－１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市においては、血栓溶解療法*に対応できる１１病院が「川崎脳卒中ネ

ットワーク」を発足させており、救急隊と連携して迅速に該当する病院に搬

送する本市独自のシステムが導入されています。救急隊は、脳卒中の重症度

をその場で点数化し判定できるスコア表と、搬送フローチャートを用いて医
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（図３－１６）本市における脳血管疾患の死亡数・死亡率
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「川崎市健康福祉年報」による。
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（図３－１７）本市における脳疾患の救急搬送数（急病） 脳疾患 その他急病

「川崎市消防年報」による。
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療機関を選定し、搬送します（図３－１８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 脳卒中を疑う症状が出現した場合には、速やかに診断や治療が開始される

よう、直ちに救急隊を要請することが大切です。このため、自分自身や家族

が、ことばの障害、麻痺やしびれ、頭痛や意識障害、視野が欠けるなど、脳

卒中発症のサインを早期に発見できるよう、知識の普及が必要です。 

 

○ 脳卒中を予防するためには、最大の危険因子である高血圧のコントロール

が重要です。その他、糖尿病、高脂血症、喫煙、不整脈なども危険因子であ

り、かかりつけ医師等のもとで、日頃からの生活習慣の改善や適切な治療が

重要です。 

 

【施策の方向】 

○ 脳卒中患者に必要とされる医療・介護は、その病期・転帰によって異なり

ますが、医療機関等相互の連携により、必要とされる保健・医療・福祉・介

護が継続的に提供される体制整備をめざします（図３－１９）。 

 

○ 「川崎脳卒中ネットワーク」は、脳卒中市民公開講座を開催し、脳卒中の

予防治療、発生時の対応などについての講演を行っているほか、脳卒中を見

（図３－１８） 

川崎脳卒中ネットワーク 

参加医療機関 １１病院 
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分ける尺度として、わかりやすいキャッチコピー（「脳卒中、顔、腕、言葉、

ですぐ受診」）をつくって市民への啓発活動を進めており、本市としても必

要に応じてこれを支援します。 

 

○ 一次予防の推進を図るため、「かわさき健康づくり２１」に基づき、生活

習慣の改善、かかりつけ医師等をもつ、定期健診を受ける、などについて、

市民への普及に努めます。 

 

○ 京浜臨海部におけるライフイノベーションにおいて、がんや生活習慣病の

分野を重点的な取組の一つと位置づけ、革新的な医薬品や医療機器の開発・

製造と健康関連産業の創出を地域医療の推進につなげます（１２９ページ）。 

 

○ 脳卒中の急性期の治療を終えた患者が、速やかに地域に戻って社会に復帰

できるよう、適切なリハビリテーションの提供のため、関係機関の連携を図

ります。また、医療機関に対して、回復期リハビリテーション病棟の機能を

十分に発揮した運営を要請していきます（５０ページ）。 
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(2) 急性心筋梗塞対策 

【現状・課題】 

○ 急性心筋梗塞は、心臓の筋肉（心筋）に酸素や栄養を送る冠動脈が、血栓

等により詰まることにより血流が阻害され、心筋が壊死し心臓機能が低下す

る疾患です。自覚症状が出現してから治療が開始されるまでの時間によって

治療法や予後が大きく変わる疾患です。 

 

○ 急性心筋梗塞を発症した直後の治療としては、急性期医療機関において、

血栓溶解療法や、体外から細い管を入れ詰まった箇所を治療するバルーン療

法やステント療法、詰まった箇所を迂回する血管を移植する冠動脈バイパス

手術などが行われます。 

生活習慣病の 

予防・治療 
 
 
 
 
 
 

日常の健康管理・健康相

談・指導 

主治医の治療 

病院等との連携 

かかりつけ医 

かかりつけ歯科医

かかりつけ薬局 

● 応急手当・病院前救護 

発症後２時間以内の病院到着 

バイスタンダー*による適切な通報

や救急隊による適切な判断・処置

 

● 急性期医療 
来院１時間以内、又は発症後３時

間以内の専門的治療と急性期のリ

ハビリテーション 

急 性 期 

回復期のリハビリテーション

（身体機能改善のための集

中的なリハビリテーション） 

回 復 期 

発症

 
在宅復帰支援 

在宅等生活の場への復

帰支援のための医療ケア

の提供 

介護保険によるリハビリ

テーションを行う病院又

は診療所等 

 
在宅療養支援・基礎疾患と再発防止の治療、管理 

維 持 期 

連携関係 

在宅医療・介護 

（図３－１９）脳卒中の医療提供体制 イメージ
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○ 全国の急性心筋梗塞を含む虚血性心疾患の受療率は、外来・入院とも減少

する傾向にあります（図３－２０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市では、過去５年間において、心疾患は死亡数・死亡率とも悪性新生物

に次いで第２位となっていますが（１８ページ）、心疾患で亡くなる方の約

３０％は急性心筋梗塞が死亡原因となっており、増加する傾向にあります

（図３－２１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、急性心筋梗塞を含む心疾患による救急搬送件数については、過去

５年間にわたってほぼ横ばいとなっています（図３－２２）。 
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（図３－２０）虚血性心疾患に係る全国の受療率 入院受療率（人口10万対）
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0

死亡数

人口10万対亡率

0

10

20

30

300

340

380

420

460

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（図３－２１）本市における急性心筋梗塞の死亡数・死亡率
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「川崎市健康福祉年報」による。
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○ 急性心筋梗塞を発症しないためには、高血圧、高脂血症、糖尿病、メタボ

リックシンドロームを予防することが重要です。また、喫煙も発症リスクを

増大させることが確認されています。発症の予防には、適正な食生活と運動

習慣を心がけるなど、生活習慣の改善が重要です。 

 

○ 急性心筋梗塞などにより心臓の痙攣（心室細動）が発生すると、５～１５秒

で意識が消失するといわれ、そのまま放置すると生命を失うこととなります。 

 

○ 急性心筋梗塞を含む心疾患の救命率改善には、発症直後の救急要請ととも

に、発症現場での心肺蘇生*やＡＥＤ*による応急手当の実施が大切です。Ａ

ＥＤによる除細動*が１分遅れるごとに社会復帰率は７～１０％下がると言

われています。 

 

【施策の方向】 

○ 急性心筋梗塞の医療を充実するため、救急隊が到着する前の応急手当の普

及から、医療機関等相互の連携、必要とされる保健・医療・福祉・介護が継

続的に提供される体制整備をめざします（図３－２３）。 

 

○ 心疾患を疑う症状が出現した場合には、直ちに救急隊を要請することが大

切です。同時に、救急隊が到着する前のバイスタンダー*による応急手当に

ついて、一層の普及が必要です。このため、ＡＥＤの使用方法や応急手当に
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（図３－２２）本市における心疾患の救急搬送数（急病） 心疾患 その他急病
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「川崎市消防年報」による。
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ついて、救命講習会などを通じて、一層の普及啓発に努めます（１３４ペー

ジ）。 

 

○ 脳卒中と同じように、急性心筋梗塞の一次予防の推進を図るため、「かわ

さき健康づくり２１」に基づき、生活習慣の改善、かかりつけ医師等をもつ、

定期健診を受ける、などについて、市民への普及に努め日頃からの生活習慣

の改善を推進します。 

 

○ また、脳卒中と同じように、急性期の治療を終えた患者が、速やかに地域

に戻って社会に復帰できるよう、適切なリハビリテーションの提供のため、

関係機関の連携を図ります。このため、医療機関に対して、回復期リハビリ

テーション病棟の機能を十分に発揮した運営を要請していきます。（５０ペ

ージ）。 

 

○ 京浜臨海部におけるライフイノベーションにおいて、がんや生活習慣病の

分野を重点的な取組の一つと位置づけ、革新的な医薬品や医療機器の開発・

製造と健康関連産業の創出を地域医療の推進につなげます（１２９ページ）。 
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— ことば — 

 

血栓溶解療法 ： 閉塞した血管の血栓をｔ-ＰＡ（tissue Plasminogen Activator：組織プラスミノゲン・ア

クチベータ）という薬品の静脈注射で溶解させる治療方法です。発症後遅くとも３時間以内に治療

を開始する必要があります。 

心肺蘇生 ： 心停止に陥った人に対して、胸骨圧迫（いわゆる心臓マッサージ）や人工呼吸を行うこと

をいいます。特に胸骨圧迫をしっかり行うことが重要です。 

ＡＥＤ・除細動 ： ＡＥＤは自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator）で、電気ショックによ

って心室細動を止めるための医療機器です。機器そのものに患者の心臓の状態を自動的に解析し、

音声で必要な操作をガイダンスする機能があるため、一般市民でも使用することができます。 

バイスタンダー ： 発見者や同伴者など、救急現場に居合わせた人をいいます。救急隊が到着する前

のバイスタンダーによる応急手当により、患者の救命率や社会復帰率が大きく改善します。 

 
在宅療養支援・基礎疾患と再発防止の治療、管理 

連携関係 

在宅医療・介護 

生活習慣病の 

予防・治療 
 
 
 
 
 
 

日常の健康管理・健康相

談・指導 

主治医の治療 

病院等との連携 

かかりつけ医 

かかりつけ歯科医

かかりつけ薬局 

● 応急手当・病院前救護 

発症後できるだけ早期に病院到着

バイスタンダーによる適切な通報・

処置と救急隊による適切な判断・

処置 

 

● 急性期医療 
来院３０分以内の専門的治療と急

性期のリハビリテーション 

急 性 期 

回復期のリハビリテーション

（身体機能改善のための集

中的なリハビリテーション） 

回 復 期 

発症

再発予防管理 

在宅復帰支援 

在宅等生活の場への復

帰支援のための医療ケア

の提供 

介護保険によるリハビリ

テーションを行う病院又

は診療所等 

再発予防 

（図３－２３）急性心筋梗塞の医療提供体制 イメージ図 
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３ 健康危機管理体制の整備強化  

 

(1) 食品衛生など安全な生活の確保 

【現状・課題】 

○ 近年の国際化に伴い、大量の食品と食品原材料が輸入されるとともに、食

品の製造・加工技術、保存技術、流通システムの進歩や多種多様な食品の年

間を通じての流通により食生活は大変豊かなものになってきました。 

 

○ 一方「食の安全」を揺るがす大きな事件として、飲食チェーン店における

腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生し、これをきっかけとして牛の生

食用食肉の衛生管理方法等について食品衛生法に基づく規格基準が策定さ

れ、また、牛の肝臓を生食用として販売することが禁止されました。 

 

○ そして何より、平成２３年３月に発生した東日本大震災による原子力発電

所事故に伴う食品の放射能汚染問題は、今後長期にわたる対策が必要とされ

るとともに、消費者に対する適切で十分な情報提供の必要性が求められてい

ます。 

 

○ 「市民の安全で安心できる食生活の実現と健康の保護」に向け、食品の放

射性物質の検査を継続するとともに、不良食品等の発見・排除に努め、食品

等による危害の発生を未然に防止し、食品の安全性を確保する必要がありま

す。 

 

○ また、飲料水に関しては、病院や大型店舗において、自己水源を持つ専用

水道施設の設置が増加しています。給水人口が大きいこと、また地下水を利

用していることから、災害時対策も含めて、安全で衛生的な飲料水を確保す

るため、施設が適正に管理される必要があります。 

 

○ さらに、災害時に地域住民へ飲料水及び生活用水を提供する災害用井戸の

選定施設に対しても、日常及び災害時の井戸の管理についての啓発が必要で

す。 
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【施策の方向】 

○ 年度毎に「川崎市食品衛生監視指導計画」を策定し、重点監視指導項目の

設定、関係機関との連携の確保、立入検査・食品検査の実施、情報提供・意

見交換の推進等に積極的に取り組みます。 

 

○ 食品等の試験検査については、健康安全研究所及び市場食品衛生検査所の

検査体制を強化し、市内に流通する食品の放射性物質の検査を実施します。

また、市内で製造・加工される食品等及び市内を流通する食品等のうち、リ

スクの高いものを中心に、計画的に収去（抜取）検査を実施すると共に、輸

入食品の違反状況や全国的な違反状況を分析及び評価し、検査を実施します。 

 

○ 施設への立入検査は、過去の食中毒の発生頻度、製造・販売される食品等

の流通の広域性及び営業の特殊性等を考慮し、監視の重要度の高い業種から

順にレベルを定め、年間を通じ計画的に実施します。さらに、夏期と年末は

一斉監視を実施し、また、緊急を要する場合には適時立入検査を実施して危

害の拡大防止に努めるなど、効果的な監視指導を実施します。 

 

○ 食品の安全性確保対策に食品等事業者が自ら取り組むことは、最も重要で

あることから、食品衛生に関する講習会を実施し、また、民間活力としての

食品衛生推進員等を育成し、正しい知識の普及と食品の安全性の確保を図り

ます。 

 

○ 「川崎市食の安全確保対策協議会」において、食品衛生監視指導計画の策

定の際に意見を求めるほか、関係機関や市民と意見交換を行い、得られた意

見を効率的かつ効果的な監視指導に反映させていきます。 

 

○ 厚生労働省通知に基づき、８月を食品衛生月間と定め、食中毒事故の防止

と衛生管理の向上を目的とし、関係団体と連携して、食品衛生知識の普及啓

発事業を実施します。 

 

○ 食品中の放射性物質対策をはじめ、食品の検査情報、食中毒予防等食品の

安全・衛生に関する情報については、ホームページ等により積極的な広報を
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実施します。また、関係局と連携したリスクコミュニケーションの実施など、

市民への直接的な情報提供、意見交換に努めます。 

 

○ 自己水源を持つ専用水道及び小規模水道施設については、設置者や管理者

により、施設が適正に管理されるよう監視指導を行います。 

 

○ 災害用井戸の選定施設については、定期的な水質検査を実施するとともに、

日常及び災害時の井戸の管理について指導を行い、災害時の水の確保に努め

ます。 

 

(2) 感染症の発生予防対策及びまん延の防止に向けた対策の推進 

【現状・課題】 

① 感染症法に基づく感染症対策 

○ 平成１１年に従来の伝染病予防法を見直して人権に配慮した「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下「感染症法」という。）

が新たに施行されました。 

 

○ わが国においては過去にハンセン病やエイズ等の感染症の患者等に対す

る差別や偏見が存在したという事実があることを教訓とし、患者等の人権に

十分に配慮し、患者・家族等への差別や偏見を排除していくよう努める必要

があります。 

 

○ また、衛生水準の向上や医学の進歩等により、今日までに、多くの感染症

が克服されてきました。しかし、ここ数年来、東アジアを中心として世界各

国に広がったＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）などの海外における感染症

の発生、病原体によるテロへの対策、新型インフルエンザなどの新興感染症

及び結核等の再興感染症の脅威が高まっており、感染症対策の更なる強化が

求められています。このような状況の変化に対応するため、平成１９年４月

に結核予防法が統合されるとともに「感染症法」が改正されました。 

 

○ こうした背景のもと、感染症対策は患者等の人権を尊重し、「感染症法」

及び「予防接種法」を軸に、平時からの感染症に関する知識の普及啓発と感
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染症の発生予防と拡大防止に向けた対策を推進していく必要があるととも

に、適切な医療の提供が重要となります。 

 

○ 感染症対策は「感染症法」に基づき、平時から庁内外の関係機関及び医療

機関と情報交換を行う等、感染症発生時に迅速に対応できる体制を事前に構

築することが必要です。 

 

○ また、「感染症法」においては、症状の重さや病原体の感染力などから、

感染症を一類～五類の５種の感染症と指定感染症、新感染症の７種類に分類

しています。感染症の種類により医療機関の対処法も異なり、それぞれの危

険度に対応した対策を必要としています（図３－２４）。 

 

（図３－２４）感染症の類型 

類型 感 染 症 名 

一類 
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、

マールブルグ病、ラッサ熱 

二類 
急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（Ｓ

ＡＲＳ）、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１） 

三類 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

四類 
Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ（Ｈ

５Ｎ１を除く）、ボツリヌス症、マラリア、野兎病ほか計４２種類 

五類 

（全数把握疾患*）アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎、急性脳炎、クリプト

スポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、

髄膜炎菌性髄膜炎、梅毒ほか計１６種類 

（定点把握疾患*）咽頭結膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃

腸炎、水痘、麻しん、インフルエンザ、性器クラミジア感染症、メチシリ

ン耐性黄色ブドウ球菌感染症ほか計２６種類 

 

○ 神奈川県内では、一類、二類感染症の患者に対応する第一種感染症指定医

療機関として横浜市立市民病院、市内では、二類感染症の患者に対応する第

二種感染症指定医療機関として、市立川崎病院（感染症病床１２床）、市立
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井田病院（結核病床４０床）が県知事から指定を受けています。 

 

② エイズ対策 

○ わが国におけるエイズ患者・ＨＩＶ感染者は、日本国籍男性を中心に、国

内での性的接触を推定感染経路とする報告例が増加しています。また、従来

は関東地域に集中していたものが、地域拡散の傾向が現れています。 

 

○ 本市においてもエイズ患者・ＨＩＶ感染者が増加傾向にあり、患者・感染

者に対する偏見と差別のない社会づくりをめざし、エイズ・性感染症の教育、

感染予防の正しい知識の普及・啓発、検査体制の整備などが必要となってき

ています（図３－２５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 結核対策 

○ 全国的に結核罹患率（年間の発病した患者数を人口１０万人あたりの比率

で表示したもの）は減少傾向にありますが、減少率は鈍化しており、国内で

は未だ２万２千人以上の結核患者が発生しています（図３－２６）。 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

（図３－２５）本市におけるエイズ患者・ＨＩＶ感染者の総報告数(件)

国の「エイズ発生動向年報」による。
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○ 登録結核患者の半数以上は７０歳以上の高齢患者で占められていますが、

地域差が大きく、首都圏、中京、近畿地域等での大都市では若年層の増加も

みられ、まん延が高齢者と青壮年に二極化しています（図３－２７）。 

 

○ 定期健康診断の徹底等、結核の発生と拡大の防止に向けた対策を推進して

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 予防接種 

○ 予防接種については、予防接種法に規定された疾病を対象として実施して

いますが、伝染のおそれがある疾病の発生・まん延の防止及び個人の疾病予
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（図３－２６）本市における結核の新規登録患者数と本市・全国の罹患率の推移

国の「平成２３年結核登録情報調査年報」による。平成２３年は速報値である。
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（図３－２７）登録結核患者の年齢別割合（平成23年速報値）

0-29歳(男)

0-29歳(女)

30-59歳(男)

30-59歳(女)

60-79歳(男)

60-79歳(女)

80歳以上(男)

80歳以上(女)

「国の「平成２３年結核登録情報調査年報」による。平成２３年は速報値である。
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防のためにも、接種率のより一層の向上を図ることが必要です。 

 

○ また、わが国では、副反応の問題などを背景に予防接種行政に対して慎重

な対応が求められてきた経緯から、先進諸国に比して公的に接種するワクチ

ンの種類が少ないワクチン・ギャップの状態が生じており、国において予防

接種法の対象疾病について見直しが行われています。 

 

【施策の方向】 

① 総合的な予防対策の実施 

○ 感染症予防対策の原則は、感染症発生の予防と、感染拡大及びまん延の防

止です。このため、感染症発生予防対策として感染症発生動向調査などの情

報管理の充実、院内及び施設内感染症対策の支援、市民一人ひとりの知識や

意識の向上をめざした普及啓発、必要に応じた予防接種の推進、医療体制の

整備や必要な医療資材の備蓄、サーベイランス体制の強化、防疫体制の強化

など事前対応型施策を実施します。 

 

② 感染症に関する知識の普及啓発と情報提供 

○ 平時から感染症予防についての正しい知識の普及に努め、市民一人ひとり

が感染症の予防と流行への備えを行うよう促すとともに、患者やその関係者

等への人権に十分に配慮し差別や偏見を排除します。 

 

○ また、海外で新興感染症等が発生した場合は、健康福祉局、健康安全研究

所感染症情報センターを中心に収集した正確な情報を提供し、市民の感染へ

の不安の解消に努めます。 

 

③ 健康危機管理体制の確立及び関係行政機関との連携体制の構築 

○ 関係局、近隣自治体をはじめとした関係機関との連携体制、患者情報の公

表方法、医療提供体制、防疫措置等の対応策を事前に決定し、発生に備えま

す。 

 

○ このため、平時から情報交換を行うなど、感染症発生時に迅速に連携でき

る体制を事前に構築します。 
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④ エイズ対策 

○ 感染のまん延防止及び患者・感染者に対する偏見・差別のない社会づくり

のため、エイズの正しい知識の普及・啓発を強化します。 

 

○ 青少年・同性愛者・外国人等への個別施策層に対しては、医療機関・教育

機関・企業・ＮＰＯ団体等と連携して、人権や社会的背景に配慮したきめ細

かい効果的な普及啓発を推進するとともに、受検行動に結びつくような取組

を検討していきます。 

 

○ 利便性の高い、エイズ相談及び検査体制の構築と整備を強化します。 

 

○ 患者・感染者が安心して受けられる医療体制を強化します。また、患者等

の療養期間の長期化に伴い長期療養・在宅療養の患者等を積極的に支援する

ため、拠点病院と慢性期病院との連携体制を構築していきます。 

 

○ 神奈川県エイズ治療拠点病院等連絡協議会開催の研修等においてＨＩＶ

検査・相談体制の質の向上を図り、人材の育成を図ります。 

 

⑤ 結核対策 

○ 定期健康診断の徹底を図り、有症状時の受診を促し、結核患者の早期発見

に努めていきます。 

 

○ 基礎疾患・合併症を有する高齢の結核患者が増加していることから、県下

４か所の結核指定医療機関と一般の医療機関が連携し、個別の患者の病態に

応じた治療環境を整備することが必要です。（モデル病床の推奨など） 

〔県下の結核指定病院〕 

・神奈川県立病院機構循環器呼吸器センター 

・横浜市立大学付属病院 

・市立井田病院 

・独立行政法人国立病院機構神奈川病院 

 

○ 結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより、結核のまん延を防止
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します。地域ＤＯＴＳ(直接服薬確認療法)及び院内ＤＯＴＳ等の充実を図り、

全患者における確実な治療終了をめざします。 

 

⑥ 予防接種 

○ 定期の予防接種は、予防接種法に基づく疾病（一類疾病：ジフテリア、百

日せき、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、ポリオ、結核、二類疾病：イ

ンフルエンザ）について、各々規定された対象者に、保健福祉センター等に

おける集団接種（ＢＣＧ）と、市内予防接種協力医療機関における個別方式

（ＢＣＧ以外）で実施します。 

 

○ 接種対象者に個別通知するとともに、乳幼児健康診査時や市政だより、ホ

ームページ等を通じて周知の徹底を行い、より一層の接種率の向上を図りま

す。 

 

(3) 新型インフルエンザ等対策の推進 

【現状・課題】 

○ 平成２１年に発生した新型インフルエンザ（Ａ／ＨｌＮ１）は、病状の程

度がそれほど重くならないものであったものの、現在、東南アジア等で散発

的に発生している高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が変異して人から

人に感染するようになった場合、多くの人命が失われるおそれがあり、社会

全体の混乱も懸念されます。 

 

○ 本市では、新型インフルエンザの発生に備え、国の新型インフルエンザ対

策行動計画に基づき、川崎市新型インフルエンザ対策行動計画を策定し、体

制の整備を進めてきましたが、平成２４年５月に新型インフルエンザ等対策

特別措置法が公布されたことから、法に基づく新たな行動計画を策定し、迅

速に対策を実施するための体制を整備することが必要です。 

 

【施策の方向】 

○ 新型インフルエンザ等*対策特別措置法に基づく新たな行動計画を策定し、

迅速に対策を実施するための体制を整備します。 
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〇 新型インフルエンザ等の感染拡大を防止するためには、市民一人ひとりが

自らの問題として感染防止対策を講ずることが重要であるため、正しい知識

を普及啓発します。 

 

〇 新型インフルエンザ等の発生を早期に把握し、適切に対応するため、感染

症発生動向調査事業を強化します。 

 

〇 新型インフルエンザ等の発生時には、市民及び市内事業者等に対し迅速に

情報を提供します。 

 

〇 新型インフルエンザ等の発生に備え、対策に必要な医薬品その他の物資等

を備蓄します。 

 

〇 市民に対し、新型インフルエンザの予防接種を実施する体制を整備します。 

 

〇 九都県市首脳会議 防災・危機管理対策委員会 新型インフルエンザ対策検

討部会*において、新型インフルエンザ対策に係る課題について協議を行い、

九都県市間の連携強化と首都圏における広域的な取組を推進します。 

 

 

— ことば — 

 

全数把握疾患・定点把握疾患 ： 医師は、一～四類感染症・新型インフルエンザ等感染症と、五類感

染症のうち法令で定められた感染症に該当する患者等を診断した場合は、 寄りの保健所に届

け出ることとなっており、これを全数把握疾患といいます。定点把握疾患とは、地域の人口に応じ

て指定された定点医療機関が、対象となる感染症の患者を診断した場合は、週単位又は月単位

で患者数を保健所に届け出るものです。 

新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置法） ： 「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律」に規定されている新型インフルエンザ等感染症（新型イン

フルエンザ、再興型インフルエンザ）及び新感染症のことをいいます。 

新型インフル

エンザ 

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病

原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する

免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延
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により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認め

られるもの。 

再興型インフ

ルエンザ 

かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行す

ることなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるも

のが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に

対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速な

まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

と認められるもの。 

新感染症 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感

染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾

病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延

により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認め

られるもの。 

九都県市首脳会議 防災・危機管理対策委員会 新型インフルエンザ対策検討部会 ： 国際空港や

港を抱える首都圏において、九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千

葉市・さいたま市・相模原市）が連携した新型インフルエンザ対策が必要であることから、九都県市

首脳会議防災・危機管理対策委員会の中の部会として、危機管理部門及び保健医療部門で構

成される新型インフルエンザ対策検討部会が平成１９年に設置されました。 

 この部会では、新型インフルエンザ対策に係る課題について協議を行っていますが、新型インフ

ルエンザのまん延防止対策や医療に関することなど保健医療分野の課題のみならず、新型インフ

ルエンザ発生時の市民生活の維持など危機管理に関する検討も行っています。 
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４ 医療安全対策の推進  

 

(1) 病院・診療所など 

【現状・課題】 

○ 医療の安全の確保は医療施策における重要課題の一つです。医療は、患者

と医療従事者の信頼関係、ひいては医療に対する信頼のもとで行われるべき

ものです。 

 

○ 医療機関においては、医療安全体制の確立について、一層の取組が求めら

れるところであり、「医療の質の向上」という観点を一層重視し、施策を充

実していくことが求められています。 

 

○ また、医療の安全性と信頼を確保するため、医療機関に対する立入検査及

び医療安全に関する相談窓口の機能の充実を図る必要があります。 

 

【施策の方向】 

① 事故防止のための取組 

○ 市内の医療機関に対する医療法に基づく立入検査等により、医療の安全に

係るマニュアルの作成、医療の安全管理に係る委員会の設置・開催、医療の

安全に係る職員研修の実施、事故報告等の医療の安全の確保を目的とした改

善のための方策の実施を今後とも指導していきます。 

 

○また、院内感染対策、医薬品の安全管理体制、医療機器の安全管理体制につ

いても、必要な体制の整備を指導していきます。 

 

② 医療の安全に関する相談体制 

〇 医療法に基づき、平成１５年７月から、健康福祉局内に「川崎市医療安

全相談センター」を設置しており、今後とも看護師（非常勤）１名のほか、

所管課の職員（医師、薬剤師、診療放射線技師、事務職員）で、医療の安

全に関する相談業務を行っていきます（図３－２８）。 

  

③ 事故等に関する情報収集と提供 
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○ 今後とも川崎市医療安全相談センターの相談事例を主体として、医療の安

全に関する情報・事例を収集し、関係医療団体を通じて、これらの情報を各

医療機関にフィードバックするとともに、保健福祉センターと情報交換と共

有に努めていきます。 

 

 

（図３－２８）川崎市医療安全相談センターにおける相談等の流れ 
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 ・運営協議会の開催など、医療安全相談センターの事務局業務 

 ・医療安全に係る研修の企画・開催 

 ・相談事例の集積と関係機関への情報 

相 談 者 

(患者・家族)

医 療 機 関

(病院・診療所)

(区役所) 

保健福祉センター 

健康福祉局 

医務所管課 

川崎市医師会 

川崎市病院協会 

川崎市歯科医師会 

川崎市看護協会 

川崎市薬剤師会 

＜相 談 窓 口＞ 

職員：非常勤看護師１名 

   地域医療課職員 

業務：相談業務 

   （相談内容の記録） 

   関係団体等との連絡調整 

時間：開庁日の 9 時から１５時 

   電話・面談等 

＜運 営 協 議 会＞ 

委員：９名 

業務：活動方針等の検討 

   関係団体との連携調整 

   相談事例の分析・検討 

   個別相談事例への助言 

開催：年２回 
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① 相談者(患者、家族等)からの苦情・相談の受理 

② 必要な助言や情報の提供及び関係機関の紹介など 

③ 医療安全相談センターの紹介 

④ 相互の情報交換 

⑤ 医療機関への苦情・相談内容の伝達、対応結果のセンターへの連絡 

⑥ 相談者への対応 

⑦ 指導や立入検査が必要と思われる事例の連絡 

⑧ 医療機関への指導、立入検査など 

⑨ 協議会への事例提出、個々の事例の相談 

⑩ 相互の情報提供 

 

(2) 薬局 

【現状・課題】 

〇 医薬品は保健衛生の向上に不可欠であり、その有効性・安全性が確保され、

適正に使用されることが大切です。また、健康に対する市民の意識・関心が

高くなっている現在、医薬品を使用する市民が、その特性等を十分理解し、

適正に使用できるような環境整備が求められています。 

 

〇 医薬品は多種多様な製品が日々開発されており、これらの医薬品の最新情

報を収集・管理し、市民に医薬品の安全かつ適正な使用方法などの情報を積

極的に分かりやすい形で提供し、健康被害の防止を図る必要があります。 

 

〇 この役割を実行できるのは医薬品の専門家である薬剤師であり、市民等に

信頼される薬局としてその地域の薬局全体の連携と水準の均質化を図って

いく必要性が増しています。 

 

〇 さらに、平成１８年６月に公布された「良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律」により、医療法の一部が改正

され、薬局は医療提供施設として位置付けられました。 

 

〇 このことから薬局は、地域医療における医薬品等の供給拠点として、新た

に安全管理体制の整備及び薬局機能に関する一定の情報公開等が求められ
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ることになりました。また、進展する高齢社会における在宅医療の体制整備

が進む中、患者宅等での調剤が一部容認されるなど、高齢者医療における薬

剤師の役割がますます重要となってきました。 

 

〇 高齢者は老化の過程など身体的状況に個人差が大きく、それぞれに適した

服薬指導が必要であり、医薬分業が正常に機能し、個人の薬歴管理がきちん

となされ、重複投与や相互作用、副作用等の服薬指導が行える「かかりつけ

薬局」を推進し、市民の健康を守る必要があります（２９ページ）。 

 

① 医薬品の情報提供とかかりつけ薬局推進 

〇 最近の医学の進歩により、治療に使われる医薬品は日々新たなものが開発

され、医薬品情報の量も増加の一途をたどっています。また現在、後発医薬

品（ジェネリック医薬品）*については、使用のための環境整備が徐々に進

められています。 

 

〇 このような中で、一般名処方*の増加をはじめ、平成２４年４月からは、

個々の処方薬について後発医薬品への変更に差支えがあると判断した場合

は、変更不可欄にチェックを記載したうえで保険医署名欄に署名が必要とな

る処方箋へ変更されるなど、薬局における医薬品の選択の幅が広がりつつあ

ります。これに伴い、薬局においては患者が安心して薬を選択できるよう、

これまで以上に充実した医薬品情報の提供が求められています。 

 

〇 また、他の医薬品のみならず、サプリメントや健康食品との相互作用など

の情報提供も必要です。このため医薬品に関する最新情報を収集・管理し、

市民に医薬品の安全かつ適正な使用方法などを積極的に提供し、健康被害の

防止を図る必要があります。 

 

〇 さらに、医薬分業がほぼ定着した現在では、その提供するサービスの質の

向上が求められています。「かかりつけ薬局」は、医薬分業の本来の目的で

ある、薬局における個人の薬歴管理、重複投与や相互作用の有無の確認や、

薬剤師による十分な服薬指導によって、医師の処方どおりの服薬等を確保す

る機能が期待されます。 
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〇 今後、在宅医療推進の体制整備が進む中、患者宅等で薬剤師の一部調剤業

務が可能となり、高齢社会における薬剤師の医療提供者としての責務は大き

なものとなっています。 

 

 ②安全管理体制の整備 

〇 薬局が医薬品の業務に係る医療提供施設として位置付けられ、病院や診療

所と同様に薬局における医療の安全を確保するため、医療安全指針の策定、

従事者に対する研修の実施、医療安全管理者の設置、事故報告体制整備、業

務手順書の作成とそれに基づく業務実施、安全使用のための情報提供等が必

要になりました。 

 

○ 薬局の薬剤師には、医薬品に関わる医療安全を確保し、質の高い医療を患

者に提供することが求められています。 

 

【施策の方向】 

① 医薬品の情報提供とかかりつけ薬局の推進 

〇 県は、医薬品等の安全性に関する情報を提供するため、薬物電話相談サー

ビス窓口を設けて市民等からの問合せに答えるとともに、県薬事センターに

おける「くすり相談サービス」の体制整備を支援しています。本市では、関

係団体と協議し、講習会を実施するなど、処方箋応需薬局の整備・充実と薬

剤師の資質向上を図り、患者や医師から信頼される「かかりつけ薬局」を充

実強化するとともに、薬と健康の週間等におけるパネル展示や市民へのパン

フレットの配布等によりかかりつけ薬局の普及啓発を進めます。 

 

② 薬局の安全管理体制の整備 

〇 薬事法に基づき、薬局が医療提供施設として医療安全を確保し、質の高い

医療を市民へ提供できるよう、薬局における安全管理指針や業務手順書の作

成及びそれに基づく業務実施等が図られるよう支援していきます。 
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— ことば — 

 

後発医薬品（ジェネリック医薬品） ： 製薬会社の新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に、同等の品

質で製造販売される低価格の医薬品です。 

一般名処方 ： 医師が医薬品を処方するとき、可能な場合には医薬品の商品名ではなく、主要成分

名で処方することです。 
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１ 市民の視点に立った医療情報の提供 

第４章 市民とともに育む医療の推進 

 

 

(1) インターネットを活用した医療情報の発信 

【現状・課題】 

〇 市民にパソコンや携帯電話が広く普及するにつれて、情報取得媒体として、

インターネットの利用が増加しています。医療情報の分野においても、市民

が新たに診療所や病院にかかるとき、これを探す手段として、年代を問わず

インターネットを利用する比率が高くなっています（図４－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本市では、平成１５年３月１日から、市内の医療機関をインターネットに

より検索するために「かわさきのお医者さん」を開設し、市民がパソコンや

携帯電話などを用いて簡単に利用できるよう運用しています。「かわさきの

お医者さん」では、体調を崩したときに「今診てもらえるお医者さんをさが

す」機能のほか、地域のかかりつけ医師等を検索する機能などを持つ総合的

なポータルサイトです。 

 ＵＲＬ （パソコン） http://www.qq.city.kawasaki.jp/ 

     （携帯電話） http://www.qq.city.kawasaki.jp/k/ 
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（図４－１）県民が新たに診療所や病院にかかる時、探す手段（複数回答可）

家族や知人などに聞く 電話帳で調べる

インターネットの検索サイトで調べる かながわ医療情報検索サービスで調べる

街で見かけた看板などで探す 県や市町村などの窓口に聞く

その他(%)

「神奈川県医療のグランドデザイン策定に向けた県民意識調査報告書」より
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〇 また、川崎市地図情報システム「ガイドマップかわさき」では、医療機関

のほか、市内の公共施設や民間施設のＡＥＤの設置場所を掲載しています。 

 ＵＲＬ http://map.kukanjoho.jp/kawasaki/ 

 

【施策の方向】 

〇 「かわさきのお医者さん」などについて、市民の利用のしやすさの視点を

重視し、更新を行います。特に、高齢者や障がいを持つ市民のアクセシビリ

ティーを重視します。 

 

〇 掲載される情報が常に最新で正確なものとなるよう、川崎市医師会などの

医療関係団体を通じ、今後とも登録医療機関に対して更新を要請します。 

 

〇 関係局と協議し、「ガイドマップかわさき」のＡＥＤ設置情報などの更新

に努めます。 

 

(2) 川崎市救急医療情報センター 

【現状・課題】 

〇 かかりつけ医師の休診時間などに、救急車を呼ぶほどではない急病やけが

をした場合、市民から電話による問い合わせを受けて、オペレーターが３６

５日２４時間、これから利用できる医療機関（歯科を除く。）を案内してい

ます。初期救急医療の支援事業で、川崎市医師会に運営を委託しています。 

 電話 ０４４-２２２-１９１９ 

 

〇 また、パソコンなどによる「かわさきのお医者さん」を利用しにくい場合

に対応するため、ファックスや音声案内による情報提供も行っています。 

 電話 ０４４-２２２-３３９９ 

 

〇 昭和５７年８月２９日に運用を開始してから、平成２１年６月９日に受信

件数が１００万件を超えました。 

 

〇 平成２１年度には、新型インフルエンザの流行に伴い、多くの市民からの

問い合わせを受け、医療機関を案内していますが、市民の認知状況がまだ充
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分ではありません（図４－２・４－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 この事業の大きな特色は、単に医療機関を案内するだけではなく、患者受

け入れに必要となる情報（住所・氏名・症状・経過・年齢・既往など）を的

確に聴き取り、最寄りの医療機関を検索し、その医療機関に対して情報を正

確に伝え、受け入れの了解を得てから案内する、という取り次ぎを行ってい

ることです。 

 

○ このため、オペレーターは、市内の医療機関に関する幅広い知識と、業務

に対する習熟を必要とします。 

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（図４－２）川崎市救急医療情報センターの受信（案内）件数

「川崎市健康福祉年報」による。

(件)

川崎市救急医療

情報センターを

知っている 38.6%
川崎市救急医療

情報センターを

知らない 60.1%

無回答

1.3%

（図４－３）川崎市救急医療情報

センターの認知状況

「平成22年度かわさき市民アンケート

報告書」より
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【施策の方向】 

〇 今後とも「かわさき生活ガイド」への掲載、区役所等におけるリーフレ

ットの配布などによって、転入などで新たに市民となった方などに対して

川崎市救急医療情報センターの活用について周知を図っていきます。 

 

〇 医療機関と患者をつなぐオペレーターの資質向上に向けて、今後とも定

期的に研修を行います。 
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２ 相談・情報発信拠点の整備 
 

 

(1) 保健福祉センター 

【現状・課題】 

○ 平成１５年度には、保健・福祉に関わる相談に一体的に対応できるよう、

各区の福祉事務所と保健所を統合し、保健福祉センターを設置しました。 

 

○ 保健福祉センターは、地域保健対策の専門・技術的拠点であり、地域の健

康課題に対応するため、その機能としての試験・検査、調査・研究、保健・

医療・福祉資源の連携・調整、専門的人材の確保・資質の向上など、その機

能の充実を図る必要があります。 

 

○ 大きな健康被害をもたらす感染症、食中毒や自然災害への対応など、地域

における健康危機管理の拠点としての保健福祉センターの役割が増大して

います。 

 

○ 各種の健康診査や健康相談等の保健事業を市民ニーズに合わせて提供し、

市民の健康づくりを推進しています。 

 

○ 生活習慣病を予防し、生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するための

効果的な保健事業を構築するため、保健福祉センターが中心となった地域保

健と職域保健の連携強化が重要です。 

 

○ 子ども、障害者、高齢者等の対象者種別にとらわれない生活支援・総合相

談・権利擁護を担う拠点として、地域福祉を推進する必要があります。 

 

【施策の方向】 

○ 大きな健康被害をもたらす新型インフルエンザ・結核・エイズ等の感染症

対策、難病対策、精神保健福祉対策、成人・高齢者・母子保健対策等の各種

施策の専門的、技術的な業務の機能強化を図ります。 

 

○ 地域保健に携わる専門技術職員の資質向上を図るため、体系的・総合的な
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人材育成を行います。 

 

○ 健康危機管理の拠点としての機能の充実強化を図り、健康危機事案発生時

の現場等における調査・対応を迅速に行うよう努めます。 

 

○ 生活習慣病予防のため、特定健診・特定保健指導のほか、健康教育、健康

相談等の健康増進事業による生涯を通じた継続的な健康管理の支援が必要

であり、地域保健と職域保健の連携による情報の共有や保健事業を共同で実

施できるよう連携を強化します。 

 

○ 高齢者をはじめとした生活支援・総合相談・権利擁護を担う拠点として、

地域包括ケアシステムづくりに向けた取組を推進します（４５ページ）。 

 

○ 地域包括ケアシステムは、行政区の７か所を「日常生活圏域」とし、４

９か所の地域包括支援センターが設置されている概ね中学校区程度を「地域

ケア圏域」として施策展開を図ります。 

 

○ 日常生活圏域では、保健福祉センターを中心に「地域ケア連絡会議」を設

置し、地域ケア圏域では、地域包括支援センターを中心に「地域包括ケア連

絡会議」を設置し、引き続き、地域の課題への取組や個別事例等の協議を通

じて、協力体制を構築するとともに、地域における見守りネットワークづく

りをめざします。 

 

○ 「かわさきいきいき長寿プラン」に基づき、「地域包括ケア連絡会議」、「地

域ケア連絡会議」等を充実強化し、ケア体制の推進を図ります。 

 

○ 具体的には、「地域包括ケア連絡会議」においては、地域包括支援センタ

ーを中心に、高齢者やその家族が各種サービスを適切に利用し、地域の中で

安心して暮らせるよう支援するために、地域での生活に困難が生じている高

齢者等への公的支援の検討や、地域ネットワークの構築などの充実強化が図

れるようにします。 
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○ さらに、「地域ケア連絡会議」においては、保健福祉センターを中心に、

区における地域課題の抽出・検討や見守り体制構築のための調整等を図る

とともに、特に支援に向けた対応が難しい高齢者等への公的支援の検討な

ど「地域包括ケア連絡会議」へのバックアップ体制の強化や区内のネット

ワーク構築を図り、地域ケア体制を推進します（図４－４）。 

 

 

 

 

(2) 健康安全研究所（衛生研究所） 

【現状・課題】 

○衛生研究所は、地域における保健衛生行政の科学的・技術的拠点として、保

健福祉センターや医療機関等と連携して、公衆衛生に関する調査研究、試験

検査、研修指導、情報の収集・解析・提供等を行っており、平成２５年３月

に、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区（１２９ページ）に

指定された殿町戦略拠点（ＫＩＮＧ ＳＫＹＦＲＯＮＴ）に移転し、機能の

高度化を図り、名称を健康安全研究所に変更することが予定されています。 

 

○ 健康安全研究所には、感染症や食品衛生などに係る情報を集積・解析し、

（図４－４）
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市民や関係団体等に適切かつ迅速に提供していくとともに、健康づくり・疾

病予防、治療、健康危機管理の各施策・取組を連動させる科学的・技術的な

拠点としての役割が求められています。 

 

○ また、健康危機発生時には、専門的知見や高度検査機能を有する機関と

して、迅速かつ精確な原因物質の分析・特定を行い、健康福祉局、区の保

健福祉センター等と協力・連携し、市民の生命の安全確保を図る必要があ

ります。 

 

○ これらの機能を強化するためには、健康危機発生時の対応や、地域の健康

課題を科学的な根拠に基づいて解決するために、保健福祉センター職員、そ

の他地域の保健関係者等に対し専門的な研修を行う必要があります。 

 

【施策の方向】 

○ 感染症・食中毒等の健康危機発生時において、保健福祉センター等と連携

して迅速な原因物質の特定・分析を行うため、平常時から検査体制を整備し、

感染症をはじめとする公衆衛生情報の収集、解析及びリスクの分析、評価を

行い、地域の保健衛生行政を科学的、技術的側面から支え、市民生活の安全

確保に努めます。 

 

○ 保健福祉センター等と連携して感染症発生動向調査事業を行い、感染症の

発生状況を把握・分析し、行政機関や医療機関だけでなく、市民に対しても

わかりやすい情報の提供に努め、感染症の発生及びまん延を防止します。 

 

○ 感染症情報センター機能を強化し、最新の情報を収集して専門的な立場か

ら助言を行うことで、保健福祉センター等による積極的疫学調査を支援し、

本市の感染症対策業務を推進します。 

 

〇 殿町地区内外の研究機関や市内の医療機関、関連企業等と連携し、ライフ

イノベーションを推進する先駆的・画期的研究を推進するとともに、試験検

査技術の開発などにも参画して、健康危機管理対策への取組を強化します。 
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○ 研究所に集積された多くのデータと専門技術を生かし、本市の地域保健に

携わる職員等に対して、高度な専門的技術研修を実施するとともに、小中学

生を対象とした体験学習や市民向けの啓発講座等を開催します。 

 

○ 殿町地区に移転予定の国立医薬品食品衛生研究所をはじめ、他の研究機関

等との連携を強化し、これまで以上に共同研究を進めるとともに、講演会の

共同開催等により、市民に身近な健康危機管理対策を総合的に進めます。 
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３ 京浜臨海部におけるライフイノベーションの推進  

 

(1) ライフイノベーションとは  

〇 本市にあっても、がんは過去５年間において、死亡数・死亡率とも第１位

となっています（１８ページ）。また、難治性の疾患についても、新薬の開

発が望まれています（７０ページ）。さらに、事故や病気によって失われた

身体の一部の再生や、機能の回復を目的とした医療として再生医療が注目さ

れていますが、安全性の確保が重要な課題となっており、拒絶反応の研究を

進める必要があります。 

 

〇 新薬等の製品化や新しい治療法の開発には、患者の同意を得て試験的に使

用し、安全性と有効性を確かめる「治験」や「臨床研究」を行います。これ

には多くの人材や資源を必要とするため、学術研究機関や技術産業を集約す

ることが必要となります。 

 

〇 「ライフイノベーション」は、これらを主な内容とする国の新成長戦略の

一つで、日本発の革新的な医薬品・医療機器等の創出し、健康長寿社会を実

現するとともに、国際競争力強化による経済成長に貢献することをめざして

います。 

 

〇 本市では、世界に先駆けて超高齢社会と直面する日本の課題解決を図り、

その成功事例を世界に向けて発信し、国際的な貢献を果たすとともに、我が

国の持続的な経済成長を牽引することを目的として、神奈川県・横浜市とと

もに京浜臨海部をライフイノベーション国際戦略総合特別区域（特区）とし

て指定を申請し、平成２３年１２月２２日に指定されました。 

 

○ 本市では、殿町地区が「殿町戦略拠点（ＫＩＮＧ ＳＫＹＦＲＯＮＴ）」

として、研究機関、医療・健康関連企業、医療機関などが連携する取組を進

めています。 

 

(2) 京浜臨海部とライフイノベーション  

【現状・課題】 
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〇 本市の位置する関東圏には、多くの産業分野が集積し、羽田空港や品川・

新横浜（新幹線）を中心とするアクセスの良さから、ほぼ日本全域が日帰り

圏内となっており、国外とのネットワークも構築されています（図４－５・

４－６）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 その結果、企業間連携や学術研究機関との連携が進んでいるほか、多くの

企業の本社が首都圏に所在しており、研究開発機能と事業部門が緊密に顔を

あわせながら連携を図ることができます。 

 

〇 さらに、京浜臨海部には、公益財団法人実験動物中央研究所、独立行政法

人理化学研究所といった世界最高レベルの技術基盤や、実績を持つ研究機関、

医療・健康関連企業、数多くの医療機関など、ライフイノベーションの実現

に向けた源泉が数多く集積しています。 

 

 

 

 

（図４－５）京浜臨海部国際戦略総合特区 区域図 
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（図４－６）産業・技術の集積と京浜臨海部の強みを活かしたライフイノベーションの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

〇 京浜臨海部では、この集積を活かし、特に「再生医療」、「がん・生活習慣

病」、「公衆衛生・予防医学」の３分野について、重点的な取組が進められて

おり、市内の医療機関も参加しています（図４－７・４－８）。 

 

〇 この取組を推進し、革新的な医薬品や医療機器の開発・製造と健康関連産

業の創出により、世界に先駆けて超高齢社会と直面する我が国の課題解決

を図り、世界に向けて発信することによって、国際的な貢献を果たすとと

もに、本市の地域医療の発展につなげます。 
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（図４－７）京浜臨海部国際戦略総合特区の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４－８）           重点３分野の主な取組 

再生医療 

●レギュラトリーサイエンスに基づく評価・解析手法の確立 

●ヒトⅰＰＳ細胞・ＥＳ細胞・体性幹細胞を活用した再生医療の実現 

●ヒトⅰＰＳ細胞・体性幹細胞を用いた医療産業の基盤構築 

 

 

 

がん･生活習慣病 

●診断支援事業とテーラーメイド医療への展開 

●神奈川県立がんセンターを中心とした産学公連携によるがん臨床研究の推進 

 

 

 

公衆衛生･予防医学 

●東西医療融合を見据えた新たな機能性食品の開発とそれに伴う機能性・安全性評価の

確立 

●熱帯感染症国際共同研究 

●健康安全研究所 

実施主体 

慶應義塾大学、実験動物中央研究所、横浜市立大学など 

実施主体 
実験動物中央研究所、東海大学、県立がんセンター、市立病院など 

実施主体 

実験動物中央研究所、シンガポール大学、ロックフェラー大学、健康安全研究所など 
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４ 市民の支えあいと助けあいの推進  

 

(1) 献血の推進 

【現状・課題】 

○ 輸血用血液は、市民の医療にとって不可欠なものであり、年間を通して安

定的な供給が求められていますが、少子高齢化の急速な進展に伴い、血液を

必要とする高齢者が急増する一方で献血者の基盤をなす若年者層人口は相

対的に減少し、さらに海外渡航歴のある方からの献血制限など安全対策が強

化され、血液の安定確保が年々厳しい状況となっています。 

 

① 将来的な不足 

〇 血液製剤の８５％が５０歳以上の方々に使用されているという調査結果

から、少子高齢化で献血可能人口が減少し、血液製剤を必要とする５０歳以

上の方々が増えていき、現在の献血率のまま推移すると平成３９年には１０

１万人分の血液が足りなくなると推計されています。 

 

② 若年者層の献血者数の低迷 

〇 献血ができる年齢は、１６歳から６９歳までです。本市においては、全体

の献血者数と献血率（人口に占める献血者数の比率）は増加していますが、

１０代の献血率は伸びていません（図４－９）。 
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（図４－９）本市における献血者数・献血率

献血者数計 献血率(全体) 献血率(16～19歳)

健康福祉局調べ

(献血者数：人) (献血率)



 

-１３４- 

【施策の方向】 

① 若年層への啓発の推進 

〇 若年層に訴求効果の高いＪ１リーグサッカーチームと日本赤十字社との

コラボレーションによりイベントを開催するなど啓発に努めます。 

 

〇 コンビニエンスストアなど若年層がよく立ち寄る場所に啓発ポスターの

掲出を依頼するなど、効果的な広報に努めます。 

 

〇 アゼリアビジョンなどの視聴覚媒体を利用し、献血思想の醸成に努めます。 

 

② 地域における献血活動の推進 

〇 はじめての献血へのハードルを下げるためにも地域における献血活動は

重要なものとなっています。献血協力団体や献血活動を行う団体や献血場所

を提供していただく団体及び個人を顕彰することで、献血意欲の向上を図り、

もって継続的な献血の確保に努めます。 

 

〇 これらの団体の活動を支援するとともに、各区に設置した地区血液対策協

議会において、献血に関する情報の提供や地域における課題について検討を

進め、施策に反映させるよう努めます。 

 

(2) 市民救命士の育成と応急手当の普及   

【現状・課題】   

① 応急手当普及啓発活動の状況 

○ 市民への応急手当普及啓発活動は、平成６年から普通救命講習（３時間）、

上級救命講習（８時間）、心肺蘇生法講習（３時間未満）に分けて講習を行

うようになり、平成１２年には普通救命講習の指導者資格を取得できる応急

手当普及員講習が加わり、同年９月からは講習の修了者に「市民救命士」の

名称で修了証を発行して、川崎市民救急ボランティア等の応急手当普及員の

協力を得て、年々「市民救命士」の数を増やしています（図４－１０）。 
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○ 救命効果の向上のため、一世帯一人「市民救命士」の養成を目標にして、

年平均１７,０００人ペースで養成を行っており、受講者が約３０万人を超

えるまでになりました。 

 

○ しかしながら、指導員の確保に苦慮することや一度受講すれば応急手当を

覚えられるものではないことから、多くの市民がいざという時に応急手当が

できるように、努めて３年毎に再度講習を受けていただくことが必要です。 

 

② ＡＥＤを使用した応急手当 

○ 心臓発作などによる心肺停止に対する救命処置としては、心肺蘇生法に併

せて、ＡＥＤの効果的な活用が有効と言われています（１００ページ）。 

 

○ 平成１６年７月から、一般市民（非医療従事者）でもＡＥＤが使用できる

ようになったことで、各種救命講習の中で、その使用方法を指導しています。 

 

○ ＡＥＤの設置に関しては、市街地以外は数が少なく、夜間や休日には対応

ができない施設が多いなどの課題があります。 

 

【施策の方向と内容】 

① 救命講習会の開催と受講促進 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（図４－１０）各種講習会受講者数の推移 普通救命講習
上級救命講習
心肺蘇生法講習等
応急手当普及員講習

「川崎市消防年報」による。

(人)
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○ 講習指導者増員のために、応急手当普及員に加え、応急手当普及員を養成

することができる応急手当指導員の養成を進めていきます。 

 

○ 養成した普及員、指導員と連携した救命講習会の開催を充実させるととも

に受講促進に取り組みます。 

 

○ 新たに加わった「救命入門コース」という短時間講習の開催を促進させ、

受講対象者を１０歳以上からとし、低年齢から応急手当に対する意識付けを

して反復受講の促進を図ります。 

 

② ＡＥＤの活用の普及促進 

○ ＡＥＤの取り扱いを含めた救命講習を開催し、また、自主防災訓練、消防

訓練及び各種イベント等をとおして、市民に対し、ＡＥＤの使用方法を含む

心肺蘇生法の普及を図ります。 
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５ 家庭における安全確保と医療への理解の推進  

 

(1) 乳幼児の事故防止   

【現状・課題】   

①  乳幼児期の事故 

〇 県内では、過去５年間において、「不慮の事故」は０歳から４歳児までの

死因の第５位以内となっています（図４－１１）。 

（図４－１１）県内における０～４歳児の死因順位（順位中の数値は各死因の死亡数） 

 
総死
亡数 

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

平
成
１８
年 

２９７ 
先天奇形、
変形及び染
色体異常 

９２
周産期に発
生した病態

６６ 不慮の事故 ２１
乳幼児突然
死症候群 

１７ 
心疾患 
［高血圧性
を除く］ 

１５

平
成
１９
年 

２９４ 
先天奇形、
変形及び染
色体異常 

９５
周産期に発
生した病態

６３ 不慮の事故 ２０
乳幼児突然
死症候群 

１８ 悪性新生物 １５

平
成
２０
年 

２７１ 
先天奇形、
変形及び染
色体異常 

９７
周産期に発
生した病態

５７
乳幼児突然
死症候群 

２１ 不慮の事故 １８ 
心疾患 
［高血圧性
を除く］ 

１０

平
成
２１
年 

２５２ 
先天奇形、
変形及び染
色体異常 

７５
周産期に発
生した病態

４７
乳幼児突然
死症候群 

２２
心疾患［高
血圧性を除
く］ 

１７ 不慮の事故 １５

平
成
２２
年 

２５２ 
先天奇形，
変形及び染
色体異常 

８６
周産期に発
生した病態

５４
乳幼児突然
死症候群 

２１ 不慮の事故 １８ 
心疾患［高
血圧性を除
く］／肺炎 

８

「神奈川県衛生統計年報」による。 

○ また、本市においては、過去５年間を見ると、年間１人から６人の乳幼児

が不慮の事故により亡くなっています（図４－１２）。 

（図４－１２）本市における「不慮の事故」による０～４歳児の死亡原因（人） 

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

交通事故 １ 

転倒・転落 １ 

不慮の溺死及び溺水 １ １ １ 

不慮の窒息 １ １ １ 

煙、火及び火災への曝露 ４ 

その他の不慮の事故 １ 

「川崎市健康福祉年報」による。 
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〇 死亡にいたらなくとも、負傷などで救急搬送される乳幼児は多く、不慮の事故

の防止は、子どもの生命や健康を守るための大きな課題です（図４－１３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 乳幼児の事故の傾向 

○ 乳幼児の事故の状況について、次のような特徴がみられることが指摘され

ています。 

・ 事故は１歳児で最も多く救急搬送されている。 

・ 事故が発生する場所は、約７０％程度が身近な住宅内で発生している。

０歳～１歳では、住宅内がほとんどで、年齢が高くなるにつれて屋外での

事故が増える。 

・ 事故を種類別に分類すると、「落ちる」事故と「ころぶ」事故が全体の

半分以上で、次いで、「ものがつまる、ものが入る、誤って飲む」等の事

故、「ぶつかる」事故となっている。 

 

③ 乳幼児期の事故防止の重要性 

〇 乳幼児の死因では、「不慮の事故」は大きな割合を占めており、乳幼児の

事故発生を未然に防ぐ対策の推進は、喫緊の課題となっています。 

 

〇 乳幼児の事故防止を推進するためには、保護者を含め、地域全体で取り組

むことが重要です。 
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（図４－１３） 本市における乳幼児の一般負傷による救急搬送件数

（新生児を含む7歳未満)
(人)

「川崎市消防年報」による。
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○ 乳幼児の事故発生は小児の発達段階と密接な関係をもっており、予防には

保護者が子どもの発達を正しく理解し、それぞれの時期に合った対応をする

ことが重要となりますが、近年は、子どもと接することなく親になる保護者

が増えていることから、子どもの成長発達についての知識の普及を併せて行

っていく必要があります。 

 

〇 現在、母子健康手帳に事故防止に関するページを設け、月齢・年齢別の起

こりやすい事故の紹介、車や自転車に乗せる時の注意事項、食べ物がつまっ

たときの応急手当等の情報を掲載しています。 

 

○ 両親学級のプログラムの中で、事故防止を含めた乳幼児期の家庭環境の整

備について学習する時間を設け、知識の普及を図っています。 

 

〇 平成２３年度は、子育て支援対策臨時特例交付金を活用した単年度の取組

として、地域の子育て支援者向けの子どもの事故防止に関する講座を市内３

か所で開催しました。 

 

【施策の方向】 

① 乳幼児の事故防止に関する普及啓発 

〇 乳幼児の事故の発生を予防・低減し、事故による死亡例の減少や傷害の軽

減を図るため、子育て家庭への普及啓発の取組を推進します。 

 

〇 妊娠期から乳幼児の事故防止に対する意識の向上を図るため、母子健康手

帳や両親学級テキストの記載内容の充実に努めます。 

 

〇 乳幼児健康診査事業や地域での育児に関する講話を実施する際等、様々な

母子保健事業を通じ、子どもの成長発達段階に合わせた家庭における事故防

止対策について、子育て家庭への普及啓発に努めます。 

 

〇 乳幼児期の事故防止に関する研修の実施等により、母子保健事業に従事す

る職員の資質の向上に努めます。 
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② 子どもの成長を見守る安心・安全な環境・地域づくりの推進 

〇 子育てボランティアやこんにちは赤ちゃん訪問員等、地域で子育てを見守

る子育て支援者に対して、子どもの事故防止に関する知識の普及に努めます。 

 

〇 子育てサロン等の支援活動の中での事故防止、子どもの事故を未然に防ぐ

地域環境づくりに関する意識の向上、子育ての知恵を子育て家庭へ伝承でき

る地域づくりに向けた一助となるよう、子育て支援者への普及啓発を進めま

す。 

 

(2) 医療の適正な利用 

【現状・課題】 

〇 市内の医療機関は、規模や専門性などによって役割を分担し、市民に対し

て医療を提供しています（２８ページ）。 

 

〇 特に、救急医療を担う医療機関については、初期救急医療機関は、市民が

急に体調を崩したときなどの軽症の診療を担います（７４ページ）。 

 

○ 入院医療を担う第二次救急医療機関は、救急車で運ばれるなど、中等症や

重症の市民の診療を担います（７５ページ）。 

 

○ 第三次救急医療機関（救命救急センターなど）は、生命の危機に陥った重

篤な患者の救命を担います（７６ページ）。 

 

〇 第二次救急医療機関や第三次救急医療機関に数多くの軽症の患者が受診

するなどした場合、混雑などにより救急医療機能が充分に発揮されず、救急

車による搬送を必要とする重症な患者が、迅速に医療機関で治療を受けるこ

とができないなどの事態が発生します（図４－１４）。 
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〇 かわさき市民アンケートでは、救急車は緊急性があり、一刻をあらそう場

合だけに要請するとの回答は８３.９％あります（図４－１５）。 

 

○ しかしながら、緊急性がない場合でも状況によって要請する、との回答が

１３.８％あります。このような患者についても、原則として第二次救急医

療機関である救急告示医療機関が受け入れることとなります。 

 

○ 緊急性がない場合に救急車を利用する理由として、病気の程度が重いか軽

いか自分で判断できないとき、急に具合が悪くなって、どうしてよいかわか

らないときなどの比率が高くなっています（図４－１６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重症・中等症

190,198  22.2%

軽症 666,180  77.8%

第二次救急

医療機関

重篤・重症

18,718  13.0%

中等症・軽症

125,591  87.0%

第三次救急

医療機関

（救命救急センター）

（図４－１４）平成２１年度における神奈川県内医療機関の患者受入れ状況（人）

「神奈川県地域医療再生計画（平成２３年１１月）」より

緊急性があり、一刻を

あらそう場合だけに要

請する 83.9%

緊急性がない場合で

も状況によって要請す

る 13.8%

無回答 2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

列1

（図４－１５）救急車要請における緊急性についての意識状況

「平成22年度かわさき市民アンケート報告書」より
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〇 かかりつけ医師等は、地域住民に密着した初期医療や健康相談などのプラ

イマリ・ケアを担い、地域医療の中心となりますが（２９ページ）、県の調

査では、県民の５３.２％がかかりつけ医師がいない、と回答しています（図

４－１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 かかりつけ医師等は、市民ひとりひとりの健康状態や持病などを熟知して

おり、市民が体調を崩したときの治療だけではなく、日頃から気軽に相談し、

健康管理のための検査や、子どもが急病となったときの応急手当などについ

0 20 40 60 80

無回答

その他

病院までの交通手段がないとき

どこの病院に行けばよいかわからないとき

一人でいるときに具合が悪くなって不安になったとき

急に具合が悪くなって、どうしてよいかわからないとき

病気の程度が重いか軽いか自分で判断できないとき

（図４－１６）緊急性がない場合に救急車を利用する理由（複数回答可）

(%)

「平成22年度かわさき市民アンケート報告書」より

かかりつけ医師が

いない 812  53.2%

診療所・

クリニック

564 37.0%

病院 122 8.0%

大学病院

19 1.2%

その他

8 0.5%

かかりつけ医師が

いる 713   46.8%

（図４－１７）県民のかかりつけ医の有無・かかりつけ医である医療機関（人）

「神奈川県医療のグランドデザイン策定に向けた県民意識調査報告書」より
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て、わかりやすく説明を受けておくことができます（図４－１８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、本市の国民健康保険によると、平成２３年度における加入者一人あ

たりの年間の医療費は約２８３,０００円となっています。さらに、国民健

康保険が負担した医療費のうち、２８.６％は生活習慣病関連のものであり

（図４－１９）、重症化して入院などが必要になると、本人や家族の心身の

負担なども大きくなります。このため、健康診断の励行など、日頃からの健

康管理はもとより、異常があった場合には、すぐにかかりつけ医師等に相談

し、早めの治療を受けることが重要です。 
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6.1

（図４－１８）県民がかかりつけ医に求める機能（複数回答可）

わかりやすく説明してくれる

患者の状態をよく把握してくれている

適切な専門病院（診療科）を紹介する

短い待ち時間で受診できる

健康診断や健康相談

診療科を問わず診療する

専門病院と連携した治療の継続をする

往診してもらえる

(%)

「神奈川県医療のグランドデザイン策定に向けた県民意識調査報告書」より

生活習慣病関連以

外の医療費 71.4%

腎不全 6.6%

高血圧疾患 6.3%

糖尿病 4.5%

虚血性心疾患 3.2%

脳梗塞 2.6%
その他内分泌、栄養

及び代謝疾患 2.2%

脳内出血 1.8% くも膜下疾患 0.9%

動脈硬化（症） 0.5%

脳動脈硬化（症）

0.0%

生活習慣病関連

の医療費 28.6%

（図４－１９）国民健康保険が負担した医療費の内訳（平成２３年度）

健康福祉局調べ
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【施策の方向】 

○ 市民が医療機関の役割について理解を進め、上手に活用することによって、

医療機関はその機能を充分に発揮することができます。特に、救急医療は、

夜間や休日における受診の利便性を図るためのサービスではありません。こ

のため、今後とも市民に対して、各種リーフレットの配布や保健福祉センタ

ーにおける健康診断の機会を利用し、かかりつけ医師等を持つなど、医療機

関の適正な利用を呼びかけます。 

 

〇 また、かかりつけ医師等を検索する機能を持つ本市のインターネットサイ

ト「かわさきのお医者さん」を運営します（１２０ページ）。 

 

〇 かかりつけ医師等の休診時間における初期救急医療に応需するため、医療

機関を案内する「川崎市救急医療情報センター」や「かわさきのお医者さん」

とともに、休日急患診療所や小児急病センターを運営します（７４ページ）。

休日急患診療所は、新型インフルエンザが流行した場合などの災害時医療に

も対応する機能を持ちます。 

 

○ 本市では人口の増加や核家族化が進行しており、転入などによって新たに

地域住民となった家庭や、子どもの健康などについて相談できる家族が近隣

にいない両親、また、高齢者のいる世帯が増加しています。「川崎市救急医

療情報センター」や「かわさきのお医者さん」などの利用について、「かわ

さき生活ガイド」に引き続き掲載するなど、市民の理解と活用を推進します。 

 

〇 リーフレット「『急な病気、けが』その時に」は、医療機関を探す手段や、

救急車を呼ぶ必要がある症状について総合的に解説しています。現在、区役

所の窓口などで配布していますが、インターネットでの配信など、より多く

の市民への普及を進めます（図４－２０）。 

 

〇 救急車の不要不急な利用は、救急隊及び救急医療機関に過分な負担をかけ

ることになり、ひいては、真に救急対応が必要な患者に対する救急医療に支

障をきたすことがあるため、救急車の適正な利用方法などの普及啓発媒体を

利用し、市民の理解を求めていきます。 
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（図４－２０）市民や家族が急病となった場合の対応のイメージ 
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電話によりこれから受診できる医療機関を

案内します。 
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インターネットによりこれから受診できる医

療機関を案内します。 

夜間や休日などの子どもの受診について

も、日本小児科学会の「こどもの救急」のリン

クを掲載しています。「こどもの救急」は、子

どもの様々な症状に応じ、救急搬送の必要

性などについて解説しています。 
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